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一

目
次

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

Ⅲ
　
結
び
に
か
え
て

Ⅰ
　
は
じ
め
に

筆
者
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬

か
ら
五
月
末
日
ま
で
の
間
に
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す

る
事
案
に
つ
い
て
下
し
た
諸
決
定
を
時
系
列
に
沿
っ
て
紹
介
す
る

作
業
を
行
っ
た

（
１
）

。
こ
の
作
業
は
今
後
と
も
継
続
す
る
必
要
が
あ

る
（
２
）

が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
以
外
の
裁
判
所
（
と
く
に
行
政
裁
判

所
）
も
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た
め
に
講
じ
ら
れ

た
措
置
に
よ
る
基
本
権
制
限
に
関
連
す
る
事
案
を
数
多
く
扱
っ
て

い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
本
稿
は
、
研
究
の
対
象
を
信
教
の

自
由
の
制
限
に
関
連
す
る
事
案
に
絞
っ
て
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
（
と

く
に
行
政
裁
判
所
）
の
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

（
３
）

。

以
下
、
原
則
と
し
て
時
系
列
に
沿
っ
て
（
叙
述
の
便
宜
上
そ
う

コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由

─
ド
イ
ツ
の
判
例
の
展
開

─
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日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

二

つ
い
て
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 3

）。
二
〇
二
〇
年
四
月
一

日
、
申
立
人
は
訴
え
を
提
起
し
、
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
た

（R
n. 5

）。
行
政
裁
判
所
は
、
申
立
て
は
適
法
で
あ
る
が
、
理
由

が
な
い
（R

n. 11

）
と
し
て
本
件
申
立
て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。

ド
レ
ス
デ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
基
本
法
四
条
の
解
釈
を
示
し
た

上
で
、
身
体
的
無
瑕
性
を
求
め
る
各
人
の
保
護
請
求
権
及
び
こ
れ

か
ら
導
出
さ
れ
る
国
の
保
護
義
務
は
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
宗

教
活
動
を
行
う
と
い
う
基
本
法
四
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
申
立

人
の
権
利
の
制
約
を
正
当
化
で
き
る
適
格
性
を
有
す
る
こ
と
、
こ

の
制
約
が
具
体
的
に
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
二
〇
二
〇
年

三
月
三
一
日
の
一
般
処
分
の
実
体
的
合
法
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
（R

n. 16

）。
そ
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、

二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
の
一
般
処
分
七
　a）
号
に
対
し
て
実
体
的

観
点
か
ら
も
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た

（R
n. 19

）。
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
相
手
方
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
の
一
般
処
分
の
制

定
に
際
し
て
、
医
学
的
及
び
疫
学
的
知
見
を
基
礎
と
し
、
こ
れ
を

考
慮
に
入
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
研
究
所

（
以
下
、「
Ｒ
Ｋ
Ｉ
」
と
い
う
。）
は
、
様
々
な
疫
学
的
局
面
の
到

達
に
応
じ
て
様
々
な
戦
略
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

な
っ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、「
原
則
的
」
と
の
留
保
を
付

し
た
。）
判
例
を
出
来
る
限
り
客
観
的
・
内
在
的
に
紹
介
す
る
作

業
を
行
っ
た

（
４
）（

Ⅱ
）
上
で
、
判
例
に
含
ま
れ
る
憲
法
上
の
問
題
点

を
抽
出
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
に
し
た
い

（
５
）（

Ⅲ
）。

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

一

　二
〇
二
〇
年
四
月
三
日
ド
レ
ス
デ
ン
行
政
裁
判
所
決
定

ド
レ
ス
デ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
三
日
の
決

定
（
６
）（

判
例
①
）
に
お
い
て
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
際
し
て

教
会
、
モ
ス
ク
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お
け
る
会
合
及
び
そ
の
他
の
信

仰
共
同
体
の
会
合
を
禁
止
す
る
一
般
処
分
の
部
分
（
七
　a）
号
）
は

基
本
法
四
条
二
項
に
反
し
な
い
と
判
断
し
た
。
ザ
ク
セ
ン
州
社
会

問
題
・
社
会
連
帯
省
の
二
〇
二
〇
年
三
月
二
〇
日
の
一
般
処
分
は
、

教
会
、
モ
ス
ク
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お
け
る
会
合
及
び
そ
の
他
の
信

仰
共
同
体
の
会
合
を
禁
止
し
て
い
た
。
こ
の
一
般
処
分
に
は

二
〇
二
〇
年
四
月
二
〇
日
ま
で
と
い
う
期
限
が
付
さ
れ
て
い
た

（R
n. 2

）。
そ
の
後
、
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
の
一
般
処
分
が

二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
に
発
効
し
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
〇
日
の

一
般
処
分
は
失
効
し
た
が
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
部
分
に

）
五
五
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

三

す
な
わ
ち
、
同
等
に
適
合
的
な
す
べ
て
の
手
段
の
中
で
最
も
緩
や

か
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
判
断
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
シ
ン

グ
の
実
効
性
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
よ
り
緩
や
か
で
あ
る

可
能
性
の
あ
る
手
段
に
つ
い
て
も
科
学
的
知
見
が
存
在
し
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
上
記
の
各
手
段
に
伴
う
蔓
延
リ
ス
ク
・
感

染
リ
ス
ク
の
問
題
に
つ
い
て
の
臨
床
研
究
も
、
ま
た
、
他
国
に
お

い
て
講
じ
ら
れ
た
措
置
に
関
す
る
科
学
的
知
見
も
存
在
し
な
い
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
措
置
の
比
例
性
の
問
題
に
関
し
て
科
学
的

知
見
が
な
く
、
こ
れ
に
基
づ
く
法
的
検
討
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
、
管
轄
官
庁
が
講
じ
た
措
置
を
そ
れ
が
科
学
的
知
見
に
合

致
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
継
続
的
に
審
査
す
る
こ
と
、
及
び
、

措
置
に
期
限
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
考
慮
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
が
十
分
な
程
度
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る

限
り
に
お
い
て
、
本
件
措
置
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
か
ら

す
べ
て
の
人
に
対
し
て
著
し
い
リ
ス
ク
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
か

ん
が
み
る
と
、
申
立
人
の
権
利
に
対
す
る
期
限
付
き
の
制
約
─
妨

げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
宗
教
活
動
を
行
う
申
立
人
の
権
利
は
、
教
会

そ
の
他
の
宗
教
的
施
設
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
に
よ
っ
て
、
時
間

的
に
限
定
さ
れ
た
制
約
を
受
け
て
い
る
─
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、

る
上
位
の
諸
目
的
を
述
べ
て
い
る
。
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
、

私
的
、
職
業
的
及
び
公
的
領
域
に
お
け
る
感
染
の
回
避
を
目
的
と

す
る
社
会
的
接
触
の
縮
減
、
旅
行
の
縮
減
と
い
っ
た
社
会
全
体
の

努
力
に
よ
る
抑
え
込
み
戦
略
を
追
求
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
罹
患
者
数
を
で
き
る
限
り
少
な
く
抑
え
、
と
く

に
危
険
な
グ
ル
ー
プ
の
た
め
の
更
な
る
防
護
措
置
を
講
じ
、
病
院

に
お
け
る
治
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
拡
大
し
、
医
療
体
制
に
お
け
る

極
限
的
負
担
を
回
避
し
、
抗
ウ
イ
ル
ス
薬
及
び
ワ
ク
チ
ン
の
開
発

を
可
能
に
す
る
時
間
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（R

n. 
21

）。ⅱ
　
こ
れ
ら
の
事
実
に
基
づ
く
と
、
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日

の
一
般
処
分
に
よ
る
信
仰
共
同
体
の
会
合
の
禁
止
に
対
し
て
異
議

を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
上
記
の
禁
止
は
、
必
要
で
あ
り
、

相
当
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
の
一
般
処
分
は
、
主
と

し
て
、
更
な
る
措
置
を
講
じ
る
た
め
の
時
間
を
得
る
た
め
に
、
新

規
感
染
を
抑
止
し
、
又
は
新
規
感
染
の
速
度
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
新
規
感
染
の
爆
発
的
増
加
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
、
宗
教
的
会
合
の
禁
止
規
定
は
、
こ
の
目
的
を
促

進
す
る
の
に
少
な
く
と
も
適
合
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
七
　a）
号

及
び
こ
れ
と
結
び
付
い
た
社
会
的
接
触
の
縮
減
が
必
要
か
ど
う
か
、

）
五
五
四
（
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年
三
月
）

四

基
本
権
制
約
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 23

）。

二

　二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
決
定

ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
の
決
定

（
７
）

（
判
例
②
）
に
お
い
て
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
は
基
本
法
四
条
一

項
及
び
二
項
に
基
づ
く
基
本
権
（
信
教
の
自
由
）
を
侵
害
し
て
い

な
い
と
判
断
し
た
。
本
件
の
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。
申
立
人
は
、
Ｓ
教
会
を
運
営
主
体
と
し
て
思
想
的
か
つ
財
政

的
に
支
援
し
て
い
る
宗
教
団
体
で
あ
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
あ
る
地
区

に
お
け
る
礼
拝
を
執
り
行
っ
て
い
る
（R

n. 2

）。
二
〇
二
〇
年
三

月
二
二
日
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

S
A

R
S

-C
oV

-2

感
染
拡
大
阻
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す

る
命
令
（
以
下
、「
本
件
命
令
」
と
い
う
。）
一
条
一
項
に
よ
り
、

公
開
及
び
非
公
開
を
問
わ
ず
行
事
、
集
会
、
会
合
及
び
集
ま
り
を

行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
教
会
に
お
い
て
公
開
の
礼

拝
を
執
り
行
う
こ
と
は
、
参
加
者
の
人
数
に
か
か
わ
り
な
く
、
本

件
命
令
一
条
一
項
に
違
反
す
る
（R

n. 11

）。
申
立
人
は
、
仮
の

権
利
保
護
の
方
法
に
よ
り
、
本
件
命
令
の
諸
規
定
に
反
し
て
一
定

の
要
件
の
下
で
公
開
の
礼
拝
を
執
り
行
う
こ
と
の
許
可
の
確
認
を

求
め
た
（R

n. 1

）。
一
定
の
要
件
と
い
う
の
は
、
申
立
人
が
、
参

比
例
原
則
に
反
し
な
い
。
申
立
人
に
は
他
の
形
態
の
信
仰
活
動
が

残
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
（R

n. 22

）。

信
仰
共
同
体
の
会
合
に
お
い
て
離
隔
距
離
保
持
要
求
が
完
全
に

遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
離
隔
距
離
保
持
要
求
は
、
宗
教
的

会
合
の
全
面
禁
止
と
同
じ
程
度
に
適
合
的
な
手
段
と
な
り
得
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
複
数
の
人
の
あ
ら
ゆ
る
会
合
は
、
離
隔

距
離
保
持
要
求
に
つ
い
て
の
注
意
を
個
別
的
、
一
時
的
、
場
合
に

よ
っ
て
は
軽
率
か
つ
無
意
識
に
怠
り
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
拡
大
さ

せ
る
危
険
を
内
在
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
離
隔
距
離
保
持
要
求

は
、
会
合
の
全
面
禁
止
と
比
較
し
て
高
度
の
潜
在
的
危
険
性
を
有

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
等
に
適
合
的
な
手
段
で
は
な
い
。
裁
判

所
は
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
宗
教
活
動
を
行
う
と
い
う
基
本
法

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
が
、
基
本
法
一
条
一
項
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
た
人
間
の
尊
厳
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
故
に
最
も

重
要
な
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
、
ま
さ
に
目
下
の

状
況
に
お
い
て
、
他
の
人
と
一
緒
に
信
仰
活
動
を
す
る
こ
と
は
多

く
の
人
々
に
よ
っ
て
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
認

め
る
。
し
か
し
、
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
生
命
に
対
す
る
著
し
い

危
険
が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
他
の
代
替
手
段
が
な
い

こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
申
立
人
は
目
下
の
と
こ
ろ
こ
の
著
し
い

）
五
五
四
（
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五

は
比
較
衡
量
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
枠
内
に
お
い
て
衝
突

し
て
い
る
法
益
に
つ
い
て
出
来
る
限
り
損
な
わ
な
い
よ
う
な
調
整

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
（R

n. 14

）。
そ
し

て
、
行
政
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
を
前
提
と
す
る
と
、
本
件

命
令
の
諸
規
定
か
ら
帰
結
さ
れ
る
教
会
及
び
そ
の
他
の
施
設
に
お

け
る
公
開
の
礼
拝
の
開
催
の
（
事
実
上
の
）
禁
止
は
、「
信
教
の

自
由
の
基
本
権
の
憲
法
内
在
的
制
約
の
憲
法
適
合
的
具
体
化
」
で

あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 15

）。
判
断
の
内

容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
本
件
命
令
は
、
そ
の
規
定
の
全
体
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
スS

A
R

S
-C

oV
-2

の
新
規
感
染
を
出
来
る
限
り
予
防
し
、
こ

れ
に
よ
り
、
住
民
の
間
で
感
染
病C

O
V

ID
-19

が
蔓
延
す
る
速

度
を
遅
ら
せ
、
そ
の
結
果
、
と
く
に
入
院
患
者
及
び
集
中
治
療
を

必
要
と
す
る
患
者
数
が
利
用
可
能
な
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
上
回
る
こ

と
に
よ
る
公
的
医
療
制
度
の
過
重
負
担
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
（R

n. 16

）。
専
門
知
識
の
あ
る
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
に

よ
る
と
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
は
引
き
続
き
極
め
て
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
展
開
の
状
況
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
依
然
と
し
て
深
刻

な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
民

の
健
康
に
対
す
る
危
険
性
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
全
体
と
し
て

加
者
五
〇
人
以
下
の
公
開
の
礼
拝
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
、
適

切
な
措
置
に
よ
り
、
と
く
に
礼
拝
参
列
者
に
印
を
付
け
た
座
席
を

割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
参
列
者
が
建
物
の
出
入
り
に
際
し
て

及
び
礼
拝
中
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
を
維
持
し
、

さ
ら
に
、
す
べ
て
の
参
列
者
が
そ
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号

を
記
入
し
、
申
立
人
が
そ
れ
を
保
管
し
、
求
め
が
あ
れ
ば
ベ
ル
リ

ン
州
（
市
）
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る

（R
n. 4

）。

行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
の
仮
命
令
発
布
の

申
立
て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
行
政
裁
判
所
は
、
本
件
命
令
の

諸
規
定
は
簡
易
審
査
に
よ
る
と
信
教
の
自
由
に
対
す
る
「
違
憲
の

制
約
」
で
は
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 13

）。
行
政
裁
判
所
は
、

ま
ず
、
先
例

（
８
）

を
引
用
し
つ
つ
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
は
信

仰
の
自
由
と
い
う
一
つ
の
包
括
的
に
解
さ
れ
る
統
一
的
な
基
本
権

を
保
障
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
基
本
権
は
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
制
限
は
憲
法
そ
れ
自
体
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
少
な
く
と
も
第
三
者
の
基
本
権
及
び
憲
法
ラ
ン

ク
の
共
同
体
価
値
か
ら
信
教
の
自
由
の
適
法
な
制
限
が
導
き
出
さ

れ
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
第
三
者
の
基
本
権
及

び
憲
法
ラ
ン
ク
の
共
同
体
価
値
と
信
教
の
自
由
が
衝
突
し
た
場
合

）
五
五
四
（
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六

な
い
し
、
中
期
的
に
利
用
で
き
る
見
込
み
も
な
い
。
そ
れ
故
、

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
に
よ
る
と
、
重
篤
化
し
た
場
合
に
対
す
る
集
中
治

療
の
十
分
な
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
がC

O
V

ID
-19

の
爆
発
的
発
生
を

克
服
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
州
に
お
い
て
も
、
現

在
、
三
八
六
二
人
の
感
染
者
の
う
ち
五
二
七
人
が
入
院
患
者
で
あ

り
、
一
三
三
人
が
集
中
治
療
を
受
け
て
い
る
（R

n. 17

）。

ⅱ
　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
簡
易
審
査
及
び
評
価
に
よ
る
と
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
各
人
の
健
康
及
び
生
命
、
住
民
全
体
の
健

康
、
公
的
医
療
体
制
の
機
能
に
と
っ
て
現
に
存
在
す
る
著
し
い
危

険
で
あ
り
、
こ
の
危
険
に
は
、
住
民
の
間
で
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
爆

発
的
に
拡
大
す
る
こ
と
を
抑
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
対
処
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
（R

n. 18

）。
基
本

法
二
条
二
項
一
文
に
よ
る
と
、
各
人
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕

性
の
権
利
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
範
囲
に
お
い
て
国
は
特
別
の
保

護
義
務
を
負
う
。
住
民
の
健
康
そ
れ
自
体
の
保
護
も
、
憲
法
上
の

ラ
ン
ク
を
有
し
、
信
仰
の
自
由
の
制
限
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
（R

n. 19

）。

ⅲ
　
本
件
命
令
の
枠
内
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
極
め
て
重
要
な
憲

法
法
益
を
保
護
す
る
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
に
は
、
教
会
及
び

こ
れ
に
類
す
る
施
設
に
お
い
て
公
開
の
礼
拝
を
開
催
す
る
こ
と
の

高
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
リ
ス

ク
・
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は
さ
ら
に
極
め
て
高
度
で
あ
る
と
評
価

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
規
感
染
者
数
及

び
死
亡
者
数
は
日
々
増
加
し
て
い
る
。
Ｒ
Ｋ
Ｉ
に
よ
る
と
、
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
力
は
極
め
て
高
い
。
感
染
経
路
に
関
す
る
包
括
的
で

科
学
的
根
拠
の
あ
る
研
究
は
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
Ｒ
Ｋ
Ｉ

に
よ
る
と
、
飛
沫
感
染
が
主
要
な
感
染
経
路
で
あ
る
よ
う
だ
が
、

汚
染
さ
れ
た
物
体
の
表
面
を
通
し
て
の
接
触
感
染
も
完
全
に
排
除

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
症
状
者
を
通
し
て
の
感
染
の
蓋
然
性

は
極
め
て
高
い
と
推
測
さ
れ
る
。
病
状
経
過
は
固
定
的
で
は
な
く
、

極
め
て
多
様
で
あ
る
か
ら
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
結
果
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
個
別
の
事
案
に
お
い
て
全
く
予
見
で
き
な
い
。
無
症
状

か
ら
味
覚
障
害
を
伴
う
重
度
の
塵
肺
症
や
羅
患
者
の
死
亡
に
至
る

ま
で
幅
広
い
。
一
般
的
に
は
、
重
症
に
な
る
蓋
然
性
は
、
年
齢
が

高
い
場
合
と
基
礎
疾
患
が
あ
る
場
合
に
高
く
な
る
が
、
基
礎
疾
患

の
な
い
人
や
若
年
の
患
者
の
場
合
も
重
篤
化
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
は
む
し
ろ
軽
症
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
の
グ

ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、
と
く
に
乳
児
と
幼
児
に
お
い
て
重
症
の

ケ
ー
ス
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
病
気
の
根
本
的
治
療
法
又
は
ウ
イ

ル
ス
に
対
す
る
効
果
的
な
ワ
ク
チ
ン
は
現
在
の
と
こ
ろ
利
用
で
き

）
五
四
四
（
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七

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
主
催
者
」
が
教
会
の
座
席
に
印
を
付
け

る
等
の
措
置
に
よ
っ
て
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
を
確
実
に
確
保
す

る
こ
と
な
ど
は
到
底
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
話
し
（
祈

祷
）
歌
う
と
い
う
礼
拝
に
典
型
的
な
行
い
を
す
る
場
合
、
参
列
者

か
ら
高
い
程
度
に
お
い
て
潜
在
的
に
ウ
イ
ル
ス
を
含
ん
だ
唾
液
が

飛
沫
す
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
礼
拝
へ
の
参
列
は
、
感
染

し
た
可
能
性
の
あ
る
者
と
の
接
触
が
継
続
す
る
こ
と
も
考
慮
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
接
触
時
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
感

染
リ
ス
ク
は
明
ら
か
に
大
き
く
な
る
。「
高
度
の
感
染
リ
ス
ク
」

は
、
現
時
点
で
の
知
見
に
よ
る
と
、
罹
患
者
と
一
五
分
以
上
接
触

す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
お
け
る
買
物
客
同
士
の
又
は
公
共
交
通
機
関
に
お
け
る
乗
客
同

士
の
回
避
で
き
な
い
一
時
的
な
出
会
い
と
比
較
的
長
時
間
の
礼
拝

と
い
う
合
同
の
儀
式
を
比
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
後
に
、
礼

拝
参
列
者
の
接
触
デ
ー
タ
の
把
握
は
、
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
を
変

え
る
も
の
で
は
な
い
。
他
の
接
触
者
（
礼
拝
に
参
列
し
て
い
な

か
っ
た
人
）
と
の
事
後
的
感
染
の
危
険
に
つ
い
て
は
、
礼
拝
に
際

し
て
得
ら
れ
た
個
人
デ
ー
タ
に
基
づ
く
と
し
て
も
、
事
後
の
感
染

経
路
の
即
時
か
つ
徹
底
的
な
遮
断
を
行
う
実
効
的
で
信
頼
で
き
る

シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
の
み
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ

（
事
実
上
の
）
禁
止
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
措
置
は
、
直
接
的
な

社
会
的
接
触
の
制
限
に
よ
っ
て
住
民
の
間
の
感
染
リ
ス
ク
を
減
少

さ
せ
、
感
染
の
速
度
を
遅
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
同

じ
所
帯
で
生
活
し
て
い
な
い
人
が
一
つ
の
空
間
に
集
ま
る
典
型
で

あ
る
公
開
の
行
事
の
禁
止
は
、
感
染
数
増
加
の
カ
ー
ブ
を
緩
や
か

に
す
る
適
合
的
な
手
段
で
あ
り
、
申
立
人
も
こ
れ
を
原
理
的
に
否

定
し
て
い
な
い
（R

n. 20
）。

問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置
は
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
で
も
あ
る
。
申
立
人
は
、
よ
り
緩
や
か
な
手
段
に
よ
り
、
と

く
に
、
礼
拝
参
列
者
の
間
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
離
隔
距
離
を
保

つ
と
い
う
提
案
し
て
い
る
手
段
に
よ
っ
て
目
的
を
同
じ
く
効
果
的

な
仕
方
で
達
成
で
き
る
こ
と
を
疎
明
し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、

他
の
人
と
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
離
隔
距
離
を
と
る
こ
と
が
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ

の
最
新
の
指
摘
に
合
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
染
経
路

に
関
す
る
現
在
進
行
中
の
研
究
に
か
ん
が
み
る
と
、
離
隔
距
離
の

保
持
に
よ
っ
て
感
染
拡
大
は
確
実
に
抑
え
ら
れ
る
と
い
う
前
提
か

ら
出
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
塗
沫
感
染
に
よ
る
感
染
、
す
な

わ
ち
、
物
体
の
表
面
に
存
在
す
る
ウ
イ
ル
ス
の
吸
収
又
は
眼
の
結

膜
を
通
し
て
の
感
染
の
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
か
ら
、
な
お
さ

）
五
四
四
（
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法
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　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

八

的
な
祈
り
は
何
時
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
リ
ン
州

（
市
）
に
よ
る
と
─
場
合
に
よ
っ
て
は
本
件
命
令
一
条
四
項
二
文

に
基
づ
い
て
─
家
庭
内
で
一
〇
人
以
内
の
礼
拝
も
執
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
ベ
ル
リ
ン
州
（
市
）
は
、
本
件
命
令
一
条
七
項
の
準

用
に
よ
る
屋
外
の
礼
拝
の
許
可
も
考
え
ら
れ
る
と
の
見
解
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
放
送
さ
れ
る
ラ

ジ
オ
礼
拝
・
テ
レ
ビ
礼
拝
及
び
様
々
な
教
区
が
そ
の
信
者
の
た
め

に
提
供
し
て
い
る
礼
拝
の
ラ
イ
ブ
ス
ト
リ
ー
ム
の
枠
内
に
お
い
て

合
同
の
祈
り
、
合
同
の
祈
祷
、
さ
ら
に
は
、
聖
職
者
や
他
の
信
者

と
の
宗
教
的
交
流
を
（
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
）
成
立
さ
せ
る
多
数
の

手
段
が
存
在
す
る
。
司
牧
及
び
聖
職
者
に
よ
る
助
力
に
つ
い
て
は
、

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
電
話
及
び
他
の
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
通
し

て
提
供
し
、
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
申
立
人
に

は
、
本
件
命
令
に
よ
る
制
限
の
適
用
期
間
中
も
、
他
の
信
者
と
結

び
付
き
、（
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
）
宗
教
的
共
同
作
業
を
体
験
し
、

こ
れ
に
よ
り
そ
の
信
仰
を
能
動
的
か
つ
共
同
で
確
認
す
る
様
々
な

可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
（R

n. 22

）。

本
件
命
令
に
は
短
い
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
本

件
命
令
は
、
第
三
者
の
極
め
て
重
要
な
基
本
権
及
び
憲
法
ラ
ン
ク

を
有
す
る
重
要
な
共
同
体
価
値
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と

う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
周
知
の
よ
う
に
（
未
だ
）
存
在
し
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
申
立
人
が
提
案
す
る
手
段
に
よ
っ
て
は
、

公
開
の
礼
拝
の
完
全
な
中
止
に
よ
る
と
の
ほ
ぼ
同
等
の
確
実
性
を

も
っ
て
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
（R

n. 21

）。

申
立
人
の
信
仰
の
自
由
及
び
信
仰
告
白
の
自
由
に
対
す
る
制
約

は
、
簡
易
審
査
に
よ
る
と
、
過
度
に
重
大
な
も
の
で
は
な
い
。
た

し
か
に
教
会
暦
年
に
お
い
て
聖
週
間
及
び
復
活
祭
は
格
別
の
地
位

を
占
め
て
お
り
、
そ
の
際
の
礼
拝
を
事
後
的
に
埋
め
合
わ
せ
る
こ

と
は
で
き
ず
、
申
立
人
は
、
事
後
的
に
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
礼
拝
を
対
面
か
つ
共
同
で
執
り
行
う
可
能
性
を
奪
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
簡
易
審
査
に
お
い
て
は
、
礼
拝
参
列
者

及
び
他
の
住
民
の
生
命
及
び
健
康
の
保
護
並
び
に
公
的
医
療
制
度

の
機
能
の
維
持
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
と
く
に
、
こ
れ
に

よ
っ
て
信
教
の
自
由
の
核
心
領
域
は
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
申

立
人
は
、
そ
の
教
義
に
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
て

い
な
い
し
、
個
人
の
枠
内
に
お
い
て
宗
教
的
行
為
を
す
る
こ
と
を

妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
個
人
的
な
沈
黙
の
礼
拝
の
た
め

に
教
会
を
訪
れ
る
こ
と
は
、
本
件
命
令
一
四
条
三
項
に
基
づ
い
て

適
法
で
あ
る
。
同
じ
世
帯
で
生
活
し
て
い
る
人
々
の
範
囲
で
の
私

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

九

宗
教
団
体
及
び
世
界
観
団
体
に
対
し
て
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
る

こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
平
等
取
扱
い
の
必
要
性
に
か
ん
が
み

て
、
リ
ス
ク
評
価
に
つ
い
て
、
一
つ
の
教
会
の
開
放
の
み
が
問
題

で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 8

）。

ⅱ
　
抗
告
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
公
開
性
が
例
外
な
く
排
除

さ
れ
た
場
合
に
は
、
信
教
の
自
由
の
核
心
領
域
が
影
響
を
受
け
て

い
る
と
主
張
す
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
公

開
性
の
禁
止
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
継

続
的
な
排
除
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
行
政
裁
判

所
は
、
ベ
ル
リ
ン
州
（
市
）
の
見
解
に
よ
る
と
─
場
合
に
よ
っ
て

は
本
件
命
令
一
条
四
項
二
文
に
基
づ
い
て
─
家
庭
内
で
一
〇
人
以

内
の
礼
拝
も
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ベ
ル
リ
ン
州
（
市
）
は
、
本
件
命
令
一
条
七
項
の
準
用
に
よ
る
屋

外
の
礼
拝
の
許
可
も
考
え
ら
れ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
行

政
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
、
礼
拝
の
「
ラ
イ
ブ
ス
ト
リ
ー
ム
」
の
可

能
性
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、「
公
開
性
」
を
少
な
く
と
も

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
裁
判
所
は
、

宗
教
的
行
為
の
─
公
開
で
も
あ
る
─
活
動
と
禁
止
の
影
響
を
受
け

ず
に
残
さ
れ
て
い
る
諸
形
態
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

が
、
こ
の
可
能
性
と
、
各
人
の
生
命
及
び
健
康
並
び
に
住
民
全
体

に
か
ん
が
み
る
と
、
申
立
人
が
被
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
信
教
の

自
由
の
制
限
は
簡
易
審
査
に
よ
る
と
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

と
く
に
比
例
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
（R

n. 23

）。

三�

　二
〇
二
〇
年
四
月
八
日
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク

上
級
行
政
裁
判
所
決
定

ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
に
対
し
て
抗
告
が
な
さ
れ
た
。
抗

告
人
は
、
補
助
的
に
、
少
な
く
と
も
四
月
九
日
、
一
〇
日
、
一
一

日
及
び
一
二
日
に
（
聖
木
曜
日
か
ら
復
活
祭
の
日
曜
日
ま
で
の
期

間
に
）
礼
拝
を
執
り
行
い
、
参
列
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ

と
の
確
認
を
求
め
た
（R

n. 3

）。
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク

上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
八
日
の
決
定

（
９
）（

判
例
③
）

に
お
い
て
抗
告
を
棄
却
し
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
そ
の
理
由

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
抗
告
人
は
、
行
政
裁
判
所
の
決
定
は
、
一
つ
の
教
会
の
開

放
が
、
数
百
店
舗
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

等
が
営
業
し
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
を

ど
の
程
度
上
昇
さ
せ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
示
し
て
い
な
い
と
主

張
す
る
が
、
抗
告
人
は
、
本
件
命
令
の
諸
規
定
は
、
個
別
事
案
に

対
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
す
べ
て
の
教
会
、

）
五
四
四
（
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法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
〇

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認

容
さ
れ
た
場
合
、
申
立
人
（
団
体
）
は
、
公
開
の
礼
拝
を
申
立
て

に
記
載
さ
れ
た
状
況
の
下
で
開
催
す
る
こ
と
が
不
当
に
認
め
ら
れ

ず
、
申
立
人
（
個
人
）
は
、
こ
の
場
合
、
憲
法
上
の
請
求
権
が
存

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
上
記
の
礼
拝
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
。
申
立
人
ら
は
、
公
開
の
礼
拝
の
開
催
と
礼
拝
へ
の
参
加
は
申

立
人
ら
の
信
仰
の
中
心
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
こ
の
信
仰
行
為
を
、

教
会
へ
の
個
人
的
な
沈
黙
の
訪
問
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

礼
拝
の
中
継
と
い
っ
た
他
の
形
式
の
宗
教
活
動
に
置
き
換
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
故
、
ベ
ル
リ
ン
州
コ
ロ
ナ

命
令
に
基
づ
く
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
は
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び

二
項
に
基
づ
く
申
立
人
ら
の
権
利
（
信
仰
及
び
告
白
の
自
由
）
に

対
す
る
「
極
め
て
重
大
な
制
約
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
禁
止
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
生
活
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で

あ
る
復
活
祭
の
祝
日
の
間
に
開
催
さ
れ
る
公
開
の
礼
拝
に
も
及
ぶ

範
囲
に
お
い
て
、
よ
り
強
く
当
て
は
ま
る
（R

n. 10

）。
仮
命
令

は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
場
合
、

こ
の
こ
と
は
、
信
仰
及
び
告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め
て
重
大

な
、
申
立
人
ら
の
信
仰
理
解
に
よ
る
と
不
可
逆
的
で
も
あ
る
制

約
」
が
不
当
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（R

n. 11

）。

の
健
康
と
い
う
憲
法
法
益
の
高
い
価
値
は
、
目
的
達
成
（
感
染
拡

大
の
阻
止
）
に
必
要
で
あ
り
、
本
件
命
令
の
現
時
点
の
適
用
期
間

に
か
ん
が
み
て
短
い
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
宗
教
的
行
為
の
制
限

の
相
当
性
（
狭
義
の
比
例
性
）
を
根
拠
付
け
る
。
二
〇
二
〇
年
四

月
一
九
日
ま
で
と
い
う
期
限
は
、
更
な
る
延
長
を
前
に
命
令
が
定

め
る
防
護
措
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
可
能
性
と

不
可
避
性
を
確
保
す
る
（R

n. 12

）。

四�

　二
〇
二
〇
年
四
月
一
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

二
部
会
決
定

ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
が
抗
告
を

棄
却
し
た
後
、
申
立
人
（
抗
告
人
）
は
、
衛
生
上
の
防
護
措
置
を

実
施
し
つ
つS

t. A

教
会

（
10
）

に
お
い
て
公
開
の
礼
拝
を
開
催
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
と
の
確
認
を
目
的
と
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
仮

命
令
の
発
布
を
求
め
た
（R

n. 3

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
〇
日
の
決
定

（
11
）（

判
例
④
）
に

お
い
て
、
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
る
が
、
理
由
が

な
い
と
し
て
棄
却
し
た
（R

n. 5

）。
第
二
部
会
は
、
本
件
申
立
て

に
つ
い
て
結
果
衡
量
の
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
た
（R

n. 9

）。
判

断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

）
五
四
五
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

一
一

的
に
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ

ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
の
決
定
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
十
分
な
確

実
性
は
な
い
と
評
価
し
て
い
る
が
、
申
立
人
は
こ
れ
に
対
し
て
真

剣
に
疑
問
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
裁
判
所
は
、
他
人

と
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
離
隔
距
離
を
と
る
こ
と
は
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
の
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る
が
、
現
在
の
知
見
に
よ
る

と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
感
染
拡
大
が
確
実
に
阻
止
さ
れ
る
と
想
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
リ
ス
ク
評
価
に
依
拠
す
る
。

さ
ら
に
、
行
政
裁
判
所
の
見
解
に
よ
る
と
、
教
会
の
出
入
り
に
際

し
て
及
び
礼
拝
中
に
離
隔
距
離
の
保
持
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
同
時
に
話
す
（
祈
祷
）
及
び
歌
う
と
い
う
礼
拝
に
典

型
的
な
行
為
を
し
た
と
き
は
参
加
者
か
ら
ウ
イ
ル
ス
を
含
む
潜
在

的
可
能
性
が
高
い
唾
液
が
空
気
中
に
放
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
加
え

て
、
現
在
の
知
見
に
よ
る
と
、
他
人
と
接
触
す
る
時
間
が
長
け
れ

ば
長
い
ほ
ど
、
感
染
の
危
険
性
は
高
ま
る
。
罹
患
し
た
人
と
一
五

分
以
上
接
触
し
た
場
合
に
は
高
い
感
染
リ
ス
ク
が
あ
る
が
、
礼
拝

の
場
合
、
こ
の
時
間
を
上
回
る
の
が
通
常
で
あ
る
（R

n. 14

）。

ⅲ
　
国
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条

二
項
）
に
基
づ
い
て
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
て

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
、
申
立
人
が

S
t. A

教
会
に
お
い
て
最
大
参
加
人
数
五
〇
人
の
公
開
の
礼
拝
を

開
催
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
憲
法
異
議
の

訴
え
が
認
容
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
非
常
に
多
く
の
人
々
がS

t. 
A

教
会
に
お
け
る
礼
拝
の
み
な
ら
ず
、
他
の
教
会
に
お
け
る
礼
拝

に
も
集
ま
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
復
活

祭
の
祝
日
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
（R

n. 12

）。
こ
れ
に
よ
り
、

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
く
と
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
多

く
の
人
々
が
罹
病
し
、
重
症
の
ケ
ー
ス
を
治
療
す
る
際
に
医
療
施

設
に
過
重
負
担
が
課
せ
ら
れ
、
最
悪
の
場
合
に
人
が
死
亡
す
る
危

険
性
が
著
し
く
高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
憲
法
上
許
さ
れ
た
仕
方
で

礼
拝
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ

の
危
険
は
、
自
ら
の
意
思
で
礼
拝
に
参
加
し
た
人
に
限
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
二
次
感
染
の
可
能
性
及
び
医
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
使

用
に
よ
っ
て
著
し
く
広
範
囲
の
人
々
に
も
及
ぶ
（R

n. 13

）。

申
立
人
ら
は
、
適
切
な
措
置
（
参
加
者
数
の
限
定
（
五
〇
人
）、

教
会
の
建
物
へ
の
立
入
り
の
管
理
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離

隔
距
離
を
保
っ
た
上
で
の
印
を
し
た
座
席
の
割
り
当
て
、
参
加
者

リ
ス
ト
の
作
成
）
に
よ
っ
て
、
上
記
の
危
険
の
発
生
を
十
分
効
果

）
五
四
五
（
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一
二

の
よ
り
厳
格
な
審
査
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
礼
拝
の
禁
止

を
条
件
付
き
で
、
場
合
に
よ
っ
て
地
域
的
に
限
定
し
て
緩
和
す
る

こ
と
が
新
た
な
知
見
に
か
ん
が
み
て
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
経
路
の
要

因
、
又
は
医
療
シ
ス
テ
ム
の
過
重
負
担
の
危
険
の
要
因
と
な
り
得

る
か
ど
う
か
が
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 16

）。

五

　二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
ヘ
ッ
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所

ヘ
ッ
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
の

決
定

（
12
）（

判
例
⑤
）
に
お
い
て
、
仮
処
分
に
よ
り
教
会
等
に
お
け
る

宗
教
的
会
合
の
禁
止
を
定
め
る
規
定
の
執
行
停
止
を
求
め
る
申
立

て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
二
〇
二
〇
年
三
月
一
七
日
の
ヘ
ッ
セ

ン
州
第
四
次
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
命
令
一
条
五
項
は
、
教
会
、

モ
ス
ク
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
及
び
そ
の
他
の
信
仰
共
同
体
の
会
合
は
禁

止
さ
れ
る
と
定
め
て
い
た
。
申
立
人
は
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
確
信
に
基
づ
き
、
そ
し
て
、
そ
の
宗
教

上
の
義
務
を
果
た
す
た
め
に
ミ
サ
に
定
期
的
に
（
少
な
く
と
も
毎

週
日
曜
日
に
）
通
っ
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
本
件
規
定
に

よ
っ
て
不
可
能
に
な
っ
た
（R

n. 11

）。
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇

年
三
月
二
七
日
に
、
行
政
裁
判
所
法
四
七
条
六
項
に
基
づ
く
仮
の

権
利
保
護
の
申
立
て
を
行
い
、
信
教
の
自
由
は
制
約
の
な
い
基
本

お
り
、
生
命
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
、
共
同
で

礼
拝
を
行
う
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
は
、
現
時
点
で

は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評

価
に
よ
る
と
、
多
数
の
死
亡
事
例
を
発
生
さ
せ
る
医
療
シ
ス
テ
ム

の
崩
壊
を
回
避
す
る
た
め
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初
期
段
階
に
お

い
て
は
、
接
触
を
出
来
る
限
り
広
範
囲
に
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
高
度
に
感
染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
の
速
度
を
遅
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
を
こ
れ
と
結
び
付

い
た
経
済
的
及
び
社
会
的
問
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
来
る
限
り
回

避
す
る
と
い
う
基
本
決
断
は
、
申
立
人
の
想
定
と
は
異
な
り
、

「
科
学
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
こ
れ
に
政
治
的
に
責
任
を
負
う

者
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
（R

n. 15

）。

ベ
ル
リ
ン
州
コ
ロ
ナ
命
令
に
は
、
こ
れ
に
よ
り
本
件
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
に
も
二
〇
二
〇
年
四
月
一
九
日

に
ま
で
と
い
う
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
健
康

及
び
生
命
の
保
護
の
た
め
の
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
極
め
て
重
大

な
制
約
は
現
時
点
に
お
い
て
は
是
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本

件
命
令
が
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
新
た
な
展
開
を
考
慮
し

つ
つ
継
続
的
に
補
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
保
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
に
関
し
て
は
、
比
例
原
則

）
五
四
四
（



コ
ロ
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危
機
下
の
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教
の
自
由
（
岡
田
）

一
三

広
範
囲
性
に
か
ん
が
み
て
、
信
徒
で
は
な
い
他
の
人
々
の
生
命
及

び
健
康
の
保
護
の
観
点
か
ら
も
、
本
件
は
こ
の
場
合
に
当
た
る

（R
n. 41

）。

ⅱ
　
本
件
禁
止
は
比
例
原
則
に
反
し
な
い
（R

n. 47

）。

本
件
禁
止
は
、
急
激
に
感
染
拡
大
し
、
多
数
の
市
民
に
と
っ
て

極
め
て
危
険
な
ウ
イ
ル
ス
か
ら
住
民
を
防
護
す
る
と
い
う
正
当
な

目
的
を
追
求
し
て
い
る
（R

n. 48

）。

本
件
規
制
は
適
合
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
に
よ
り
、
存

在
す
る
感
染
状
況
が
排
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
感
染
症
予
防
法

一
条
一
項
に
定
め
ら
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
礼
拝
及
び
宗

教
的
会
合
の
開
催
の
禁
止
が
適
合
的
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地

は
な
い
。
Ｒ
Ｋ
Ｉ
は
、
私
的
、
職
業
的
及
び
公
的
領
域
に
お
け
る

感
染
回
避
を
目
的
と
す
る
社
会
的
接
触
の
縮
減
と
旅
行
の
縮
減
を

勧
告
し
て
お
り
（
二
〇
二
〇
年
三
月
二
六
日
の
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
調
査
結

果
）、
本
件
措
置
は
、
感
染
病C

O
V

ID
-19

の
蔓
延
を
阻
止
す
る

の
に
適
合
的
で
あ
る
。
当
部
が
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
及
び
本
件
措
置
の

適
合
性
を
疑
問
視
す
る
根
拠
は
─
迅
速
的
手
続
き
に
お
い
て
は
な

お
さ
ら
─
何
も
な
い
。（R

n. 49

）。

攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
定
の
必
要
性
の
点
に
つ
い
て
、
当
部
は
、

少
な
く
と
も
迅
速
的
手
続
き
の
枠
内
に
お
い
て
は
、C

O
V

ID
-19 

権
と
し
て
制
限
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
、
本
件
禁
止

は
比
例
原
則
に
反
し
て
い
る
と
主
張
し
た
（R

n. 12

）。
上
級
行

政
裁
判
所
は
、
本
件
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
理

由
が
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 19

）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
信

教
の
自
由
に
関
す
る
申
立
人
の
主
張
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
説
示

し
た
。

ⅰ
　
た
し
か
に
礼
拝
の
禁
止
は
宗
教
的
行
為
の
自
由
の
基
本
権

の
保
護
範
囲
を
制
約
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
に
よ
り
、
キ

リ
ス
ト
教
の
─
と
く
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
─
宗
教
的
行
為
の
本
質
的

メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
つ
ま
り
、
礼
拝
に
参
列
す
る
こ
と
（
日
曜
日

の
祈
り
）
が
不
可
能
に
な
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
他
の
信
徒
と
共
同

で
ミ
サ
を
執
り
行
い
、
聖
体
を
受
領
す
る
こ
と
も
不
可
能
に
な
る

が
、
こ
れ
ら
の
行
為
も
、
信
教
の
自
由
に
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る

（R
n. 38

）。

基
本
法
四
条
二
項
は
、
信
教
の
自
由
を
留
保
な
く
保
障
し
て
い

る
が
、
無
制
約
に
保
障
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
信
教
の
自
由

は
、
そ
の
限
界
を
、
少
な
く
と
も
、
第
三
者
の
基
本
権
又
は
憲
法

ラ
ン
ク
を
付
与
さ
れ
た
法
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る

と
こ
ろ
に
見
出
す
。
司
祭
や
信
徒
の
生
命
及
び
健
康
の
保
護
の
観

点
か
ら
、
さ
ら
に
は
、
ウ
イ
ル
ス
の
高
度
の
感
染
力
及
び
拡
散
の

）
五
四
四
（
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一
四

健
康
の
保
護
、
と
く
に
高
度
の
感
染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
性
疾
患

の
蔓
延
の
速
度
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
、
現
時
点
の
状
況
に
お
い
て

は
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
が
講
じ
た
よ
う
な
徹
底
的
な
措
置
を
正
当
化
す

る
。
専
門
家
に
よ
る
と
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
対
し

て
は
、
ま
さ
に
初
期
段
階
に
お
い
て
効
果
的
に
対
処
す
る
こ
と
が

決
定
的
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
国
の
医
療
体
制
の
崩
壊
と

い
う
危
険
も
差
し
迫
っ
た
も
の
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
リ
ベ
ラ
ル
な

対
応
を
し
て
き
た
諸
国
（
例
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）
も
、
住
民

に
厳
し
い
規
制
に
対
応
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
加
え
て
、
攻
撃
さ

れ
て
い
る
規
制
は
、
現
在
の
極
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス

の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
危
険
防
御
措
置
は

日
々
新
た
に
追
加
さ
れ
、
調
整
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

二
〇
二
〇
年
三
月
一
七
日
の
命
令
に
も
全
体
と
し
て
二
〇
二
〇
年

四
月
一
九
日
ま
で
と
い
う
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
（
短

い
）
期
限
の
設
定
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
新
た
な
展
開

を
常
に
考
慮
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
展
開
に
よ
っ
て
は
、
州
政

府
が
利
益
衡
量
を
し
て
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
制

限
が
緩
和
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
Ｉ
ｆ
ｏ
研
究
所
が
公
表
し
た

学
際
的
専
門
家
集
団
の
提
案
は
、
厳
格
な
規
制
の
緩
和
を
将
来
に

お
い
て
あ
ら
ゆ
る
利
害
の
比
較
衡
量
を
し
つ
つ
ど
の
よ
う
に
行
う

蔓
延
拡
大
の
阻
止
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
同
じ
よ
う
に

適
格
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
他
の
モ
デ
ル
─
礼
拝
の
枠
内
に
お
い

て
離
隔
距
離
保
持
要
求
及
び
衛
生
措
置
を
実
行
す
る
と
い
う
申
立

人
の
提
案
─
が
そ
の
効
果
に
お
い
て
接
触
の
予
防
的
禁
止
と
い
う

ヘ
ッ
セ
ン
州
の
選
択
し
た
規
制
モ
デ
ル
と
同
等
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

よ
り
緩
や
か
な
手
段
と
し
て
考
慮
に
値
す
る
と
認
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
数
多
く
の
不
確
実
性
と
専
門
的
知
見
の
恒
常
的
展
開

を
特
徴
と
す
る
本
件
の
よ
う
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
状
況
に
お
い
て
、

命
令
制
定
者
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
展
開
の
現
時
点
に
お
い

て
は
、
選
択
し
た
手
段
に
関
し
て
も
、
他
の
手
段
が
同
等
に
適
合

的
で
あ
り
、
よ
り
負
担
が
少
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
評

価
特
権
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い

て
こ
の
よ
う
な
一
義
的
な
確
認
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

（R
n. 50

）。

申
立
人
の
基
本
権
の
制
約
は
、
住
民
の
健
康
の
保
護
及
び
と
く

に
医
療
体
制
の
過
重
負
担
の
防
止
と
い
う
追
求
さ
れ
て
い
る
成
果

と
の
関
係
に
お
い
て
均
衡
を
失
し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
申
立

人
及
び
多
く
の
人
々
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
九
日
ま
で
、
こ
れ

に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
最
高
の
祝
祭
で
あ
る
復
活
祭
の
間
も
礼

拝
に
参
列
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、

）
五
四
四
（
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一
五

的
拡
大
と
こ
れ
に
起
因
す
る
様
々
な
住
民
集
団
に
対
す
る
危
険
に

か
ん
が
み
て
、
こ
の
こ
と
は
差
し
当
た
り
受
忍
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
教
会
及
び
宗
教
団
体
は
、
我
々
が

生
き
て
い
る
共
同
体
全
体
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
（R

n. 
53

）。
加
え
て
、
教
皇
も
、
自
ら
が
執
り
行
う
聖
週
間
及
び
復
活

祭
に
お
け
る
礼
拝
を
信
徒
の
参
列
な
し
に
開
催
す
る
の
で
、
現
在

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
側
か
ら
も
、
当
分
の

間
、
日
曜
日
及
び
祝
日
の
礼
拝
に
参
列
す
る
こ
と
を
控
え
て
も
よ

い
重
要
な
理
由
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
（R

n. 54

）。

六�

　二
〇
二
〇
年
四
月
一
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

二
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

一
〇
日
の
決
定

（
13
）（

判
例
⑥
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日

ヘ
ッ
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
を
破
棄
し
、
二
〇
二
〇
年
三

月
一
七
日
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
第
四
次
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
命
令
一

条
五
項
の
失
効
を
暫
定
的
に
中
止
す
る
こ
と
を
求
め
る
仮
命
令
発

布
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
第
二
部
会
は
、
仮
命
令
の

発
布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
る
（R

n. 5

）
が
、
理
由
が
な
い
と

判
断
し
た
（R

n. 7

）。
第
二
部
会
は
、
結
果
衡
量
の
基
準
に
基
づ

こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
の
活
性
化
の
端
緒
を
示
し

て
い
る
（R

n. 51

）。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
高
度
の
感

染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
性
疾
患
の
蔓
延
拡
大
に
対
し
て
住
民
の
生

命
を
保
護
す
る
こ
と
、
及
び
、
現
在
の
過
重
負
担
か
ら
ド
イ
ツ
に

お
け
る
医
療
制
度
の
機
能
遂
行
能
力
と
病
院
、
医
院
等
の
医
療
施

設
に
お
い
て
働
い
て
い
る
人
を
保
護
す
る
こ
と
と
い
う
基
本
法
二

条
二
項
一
文
に
根
拠
が
あ
る
公
益
が
優
越
す
る
。
最
大
限
の
医
療

提
供
の
保
障
は
、
極
め
て
重
要
な
共
同
体
利
益
で
あ
り
、
国
は
、

そ
の
保
護
を
、
憲
法
に
基
づ
い
て
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
の
社
会

国
家
原
理
の
観
点
か
ら
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
宗
教
的
会
合
に
よ
っ
て
宗
教
的
活
動
を
自
由
に
行
う
権

利
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（R
n. 52

）。
信
者
に
は
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
こ
と
な
く
で
き
る

宗
教
的
行
為
の
す
べ
て
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

こ
と
は
、
な
お
さ
ら
当
て
は
ま
る
。
大
司
教
と
司
祭
は
、
礼
拝
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
で
放
映
し
、
司
牧
活
動
を
電
話
に
よ

り
出
来
る
限
り
継
続
す
る
数
多
く
の
機
会
を
得
よ
う
と
努
め
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
た
し
か
に
信
者
は
、
聖
体
を
受
領
す
る
機
会

を
奪
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
世
界

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
六

ⅱ
　
こ
れ
に
対
し
て
、
教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
を
仮
命
令

に
よ
り
暫
定
的
に
失
効
さ
せ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
、
非
常
に
多
く
の
人
々
が
教
会
に
お
け
る
礼
拝

に
集
ま
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
復
活
祭

の
祝
日
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
リ
ス

ク
評
価
に
基
づ
く
と
、
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
多
く
の
人
々
が
罹

病
し
、
重
症
の
ケ
ー
ス
を
治
療
す
る
際
に
医
療
施
設
に
過
重
負
担

が
課
せ
ら
れ
、
最
悪
の
場
合
に
人
が
死
亡
す
る
危
険
性
が
著
し
く

高
ま
る
こ
と
に
な
る
。
憲
法
上
許
さ
れ
た
仕
方
で
礼
拝
を
禁
止
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
危
険
は
、
自

ら
の
意
思
で
礼
拝
に
参
加
し
た
人
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
二

次
感
染
の
可
能
性
及
び
医
療
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
使
用
に
よ
っ
て
著

し
く
広
範
囲
の
人
々
に
も
及
ぶ
（R

n. 13

）。

ⅲ
　
国
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
の
権
利
（
基
本
法
二
条

二
項
）
に
基
づ
い
て
生
命
を
保
護
す
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
生
命
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
し
て
、
共
同
で

礼
拝
を
行
う
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
は
、
現
時
点
で

は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
に
よ
る
と
、
多
数
の
死
亡
事
例
を
発
生
さ
せ
る
医

い
て
事
案
を
検
討
し
た
（R

n. 10

）。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

ⅰ
　
仮
命
令
は
発
布
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
憲
法
異
議
の
訴
え
が

認
容
さ
れ
た
場
合
、
申
立
人
に
と
っ
て
参
加
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
ミ
サ
が
不
当
に
禁
止
さ
れ
る
。
申
立
人
は
、
第
二
バ
チ
カ
ン

公
会
議
及
び
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
教
理
問
答
書
の
言
明
に
関
連
さ
せ

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
よ
る
と
聖
餐
式
を
共
同
で
行
う
こ
と

は
信
仰
の
中
心
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
こ
の
信
仰
行
為
を
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
礼
拝
の
中
継
又
は
個
人
の
祈
祷
と
い
っ
た
他

の
形
式
の
宗
教
活
動
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示

し
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
祝
典
の
禁
止
は
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び

二
項
に
基
づ
く
信
仰
の
自
由
及
び
告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め

て
重
大
な
制
約
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
禁
止
が
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
生
活
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
復
活
祭
の

祝
日
の
間
に
開
催
さ
れ
る
聖
体
式
に
も
及
ぶ
範
囲
に
お
い
て
、
よ

り
強
く
当
て
は
ま
る
（R

n. 11

）。
仮
命
令
が
発
布
さ
れ
ず
、
憲

法
異
議
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
こ
と
は
、
信
仰
及
び

告
白
の
自
由
に
対
す
る
「
極
め
て
重
大
な
、
申
立
人
ら
の
信
仰
理

解
に
よ
る
と
不
可
逆
的
で
も
あ
る
制
約
」
が
不
当
に
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
（R

n. 12

）。

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

一
七

七�

　二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所

決
定

ハ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日

の
決
定

（
14
）（

判
例
⑦
）
に
お
い
て
、
教
会
、
モ
ス
ク
及
び
シ
ナ
ゴ
ー

グ
に
お
け
る
会
合
を
禁
止
し
た
二
〇
二
〇
年
四
月
二
日
の
ハ
イ
ブ

ル
ク
市
（
州
）
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
スS

A
R

S
-C

oV
-2

感

染
拡
大
対
策
命
令
二
条
一
項
一
文
及
び
二
文
の
執
行
を
暫
定
的
に

停
止
す
る
こ
と
を
求
め
る
申
立
て
を
棄
却
し
た
（S

. 4

）。
上
級

行
政
裁
判
所
は
、
申
立
て
は
適
法
で
あ
る
（S

. 5 f.

）
が
、
理
由

が
な
い
（S

. 7

）
と
判
断
し
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
信
教
の

自
由
及
び
告
白
の
自
由
の
制
限
は
、
憲
法
自
体
か
ら
導
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
憲
法
内
在
的
限
界
に
は
と
く
に
第
三
者
の

基
本
権
及
び
憲
法
ラ
ン
ク
を
有
す
る
共
同
体
価
値
が
含
ま
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
上
で
、
本
件
命
令
か
ら
帰
結
さ
れ
る
教
会
に
お
け

る
礼
拝
の
開
催
及
び
礼
拝
へ
の
参
加
の
禁
止
は
、
申
立
人
の
信
教

の
自
由
の
「
憲
法
内
在
的
限
界
の
具
体
化
」
で
あ
る
と
判
断
す
る

（S
. 10 f.

）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
こ
の
禁
止
が
比
例
原
則
に

反
し
て
い
な
い
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
部
分

に
限
定
し
て
本
件
決
定
を
紹
介
す
る
。

ⅰ
　
教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
は
、
正
当
な
目
的
を
追
求
し

療
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
を
回
避
す
る
た
め
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初

期
段
階
に
お
い
て
は
、
接
触
を
出
来
る
限
り
広
範
囲
に
阻
止
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
高
度
に
感
染
力
の
あ
る
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
拡
大
の

速
度
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は

正
当
で
あ
る
。
教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
を
定
め
た
二
〇
二
〇

年
三
月
一
七
日
の
命
令
に
二
〇
二
〇
年
四
月
一
九
日
ま
で
と
い
う

期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
健
康
及
び
生
命
を
保
護
す

る
た
め
の
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
極
め
て
重
大
な
制
約
は
現
時
点

に
お
い
て
は
是
認
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
件
命
令
が
、
コ
ロ

ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
新
た
な
展
開
を
考
慮
し
つ
つ
継
続
的
に
補

正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
に
関
し
て
は
、
比
例
原
則
の
よ
り
厳

格
な
審
査
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
礼
拝
の
禁
止
を
条
件
付

き
で
、
場
合
に
よ
っ
て
地
域
的
に
限
定
し
て
緩
和
す
る
こ
と
が
新

た
な
知
見
に
か
ん
が
み
て
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
経
路
の
要
因
、
又
は

医
療
シ
ス
テ
ム
の
過
重
負
担
の
危
険
の
要
因
と
な
り
得
る
か
ど
う

か
が
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 14

）。

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
八

ⅱ
　
本
件
禁
止
は
、
正
当
な
目
的
の
達
成
に
適
合
的
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
目
前
に
迫
っ
た
復
活
祭
と
の
関
連

に
お
い
て
存
在
す
る
感
染
状
況
が
抑
止
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
礼

拝
の
禁
止
に
よ
っ
て
、
閉
鎖
空
間
で
あ
る
教
会
に
お
け
る
複
数
の

人
の
会
合
と
こ
れ
と
結
び
付
い
た
直
接
的
な
社
会
的
接
触
が
阻
止

さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
スC

O
V

ID
-19

の
新
規

感
染
が
阻
止
さ
れ
る
。
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
報
告
に
よ
る
と
、
飛
沫
感
染
が

主
要
な
感
染
経
路
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
汚
染
さ
れ
た
物
体
の
表
面

を
通
し
て
の
接
触
感
染
も
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
故
、
と
く
に
社
会
的
接
触
の
縮
減
は
、
新
規
感
染
の
リ
ス
ク

を
減
少
さ
せ
る
（S

. 11

）。

ⅲ
　
本
件
禁
止
は
、
正
当
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
で

も
あ
る
。
申
立
人
は
、
よ
り
緩
や
か
な
手
段
に
よ
っ
て
、
と
く
に
、

礼
拝
参
列
者
間
で
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
を
保
持

す
る
こ
と
、
平
和
の
挨
拶
の
際
に
接
触
し
な
い
こ
と
、
健
康
で
あ

る
と
感
じ
る
人
の
み
に
参
加
を
許
す
こ
と
、
又
は
、
出
席
者
の

デ
ー
タ
を
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
を
同
等
に
効
果
的
な

仕
方
で
達
成
で
き
る
こ
と
を
疎
明
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
が
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
の
決
定
（
判

例
②
）
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
こ
の
決

て
い
る
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
スS

A
R

S
-C

oV
-2

に
感
染
す
る
こ
と

は
関
係
者
の
健
康
及
び
生
命
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

上
記
の
禁
止
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
スS

A
R

S
-C

oV
-2

の
感
染
拡

大
を
抑
止
し
新
規
感
染
を
阻
止
す
る
こ
と
、
及
び
、
こ
れ
よ
り
、

基
本
法
二
条
二
項
一
文
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
他
の
礼
拝
参

列
者
及
び
他
の
住
民
の
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
二
〇
二
〇
年
三
月
二
六
日
付

け
リ
ス
ク
評
価
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
民
の
健
康
に
対

す
る
危
険
性
は
、
現
時
点
に
お
い
て
全
体
と
し
て
高
い
も
の
で
あ

る
と
評
価
さ
れ
、
リ
ス
ク
・
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は
極
め
て
高
い

も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
重
症
に
な
る
蓋
然
性
は
、
年
齢
が

高
い
場
合
と
基
礎
疾
患
が
あ
る
場
合
に
は
高
く
な
る
が
、
基
礎
疾

患
の
な
い
人
や
若
年
の
患
者
又
は
子
ど
も
に
お
い
て
も
重
篤
化
が

見
ら
れ
る
。
病
状
経
路
は
固
定
的
で
は
な
く
、
様
々
で
あ
り
、
無

症
状
か
ら
味
覚
障
害
を
伴
う
重
度
の
塵
肺
症
や
死
亡
に
至
る
ま
で

幅
広
い
。
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
の
時
点
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
在
住

者
二
六
〇
人
が
入
院
治
療
を
受
け
、
そ
の
う
ち
七
九
人
が
集
中
治

療
を
受
け
て
い
る
。
法
医
学
研
究
所
の
報
告
に
よ
る
と
、
す
で
に

三
三
人
に
つ
い
てC

O
V

ID
-19

の
感
染
が
死
亡
原
因
で
あ
る
と

確
認
さ
れ
て
い
る
（S

. 11 f.

）。

）
五
四
四
（
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一
九

確
認
さ
れ
て
い
る
事
実
を
無
視
し
て
お
ら
ず
、
他
の
措
置
が
同
等

に
適
合
的
で
負
担
の
程
度
が
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

は
な
い
限
り
、
適
合
的
か
つ
必
要
な
手
段
を
自
ら
選
択
す
る
権
限

を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（S

. 13 f.

）。

ⅳ
　
申
立
人
の
基
本
権
の
制
約
は
、
住
民
の
生
命
及
び
健
康
の

保
護
と
い
う
目
的
の
関
係
に
お
い
て
比
例
性
を
失
し
て
い
な
い
。

申
立
人
は
、
礼
拝
の
枠
内
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
中
心

に
あ
る
復
活
祭
を
他
の
信
者
と
共
同
で
祝
う
機
会
を
奪
わ
れ
て
い

る
こ
と
、
こ
の
祝
祭
は
事
後
的
に
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
た
し
か
に
こ
れ
は
正
当
で
あ
る
。
裁
判

所
は
、
個
別
の
事
案
に
お
い
て
何
を
宗
教
及
び
世
界
観
の
行
使
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
評
価
す
る
に
際
し
て
、
関
係
す
る

宗
教
団
体
及
び
世
界
観
団
体
並
び
に
個
々
の
基
本
権
主
体
の
自
己

理
解
を
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

し
か
し
、
他
の
信
者
が
出
席
し
て
い
る
礼
拝
へ
の
参
加
又
は
礼
拝

の
開
催
と
い
う
保
護
に
値
す
る
利
益
は
、
死
亡
に
至
る
可
能
性
が

あ
る
他
の
人
の
生
命
に
対
す
る
差
し
迫
っ
た
著
し
い
危
険
と
対
比

し
つ
つ
総
合
的
評
価
を
す
る
と
、
劣
位
に
置
か
れ
る
。
そ
の
際
に

は
、
他
の
信
者
が
出
席
し
て
い
る
礼
拝
へ
の
参
加
又
は
礼
拝
の
開

催
の
禁
止
は
「
信
教
の
自
由
の
部
分
領
域
」
の
み
に
影
響
を
与
え

定
の
引
用
の
部
分
は
紹
介
し
な
い
。）。
当
部
は
こ
れ
に
賛
成
し
、

以
下
の
点
を
補
足
す
る
。
平
和
の
挨
拶
の
際
に
接
触
し
な
い
こ
と

は
、
飛
沫
感
染
が
主
要
な
感
染
経
路
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る

と
、
新
規
感
染
を
決
定
的
に
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
じ

こ
と
は
、
健
康
で
あ
る
と
感
じ
る
人
の
み
の
参
加
に
も
当
て
は
ま

る
。
あ
る
人
が
健
康
で
あ
る
と
感
じ
る
か
、
そ
れ
と
も
病
気
で
あ

る
と
感
じ
る
か
は
「
主
観
的
評
価
」
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
及
び
、
こ
の
感
覚
は
、
実
際
の
健
康
状
態
と
必
然
的
に
関

連
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
別
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

スS
A

R
S

-C
oV

-2

に
関
し
て
は
、
健
康
で
あ
る
と
「
感
じ
て
い

る
」
人
が
ウ
イ
ル
ス
を
感
染
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
実
際
の
デ
ー
タ
に
基
づ
く
と
、
患
者
は
症
状
が

現
れ
る
二
・
五
日
前
に
は
感
染
能
力
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

提
案
さ
れ
て
い
る
諸
条
件
は
、
教
会
に
お
け
る
会
合
を
禁
止
す
る

措
置
と
同
等
に
適
合
的
な
手
段
で
は
な
い
（S

. 12 f.

）。

申
立
人
は
、
講
じ
ら
れ
た
措
置
の
適
合
性
及
び
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
危
険
性
に
疑
い
を
持
つ
医
学
者
の
見
解
を
指
摘
し
て
、
講
じ

ら
れ
た
措
置
の
適
合
性
に
つ
い
て
疑
問
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
に
対

し
て
は
、
措
置
の
適
合
性
は
命
令
制
定
者
の
評
価
特
権
に
服
す
る

こ
と
、
命
令
制
定
者
は
、
決
定
の
基
礎
が
不
確
実
で
あ
る
場
合
は
、

）
五
四
四
（
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二
〇

八�

　二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
上
級
行
政
裁

判
所
決
定

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

九
日
の
決
定

（
15
）（

判
例
⑧
）
に
お
い
て
、
教
会
施
設
に
お
け
る
会
合

の
一
律
（
例
外
の
な
い
）
禁
止
の
執
行
停
止
を
求
め
る
申
立
て
を

斥
け
た
。
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
労
働
・
社
会
・
保
健
・
女
性
・
家

族
省
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

S
A

R
S

-C
oV

-2 

感
染
拡
大
阻
止
の
た
め
の
必
要
な
措
置
に
関
す

る
命
令
（
以
下
、「
本
件
命
令
」
と
い
う
。）
を
制
定
し
た
（R

n. 
2

）。
本
件
命
令
三
条
一
項
に
よ
り
、
二
人
以
上
に
よ
る
行
事
、
集

会
、
デ
モ
行
進
、
集
ま
り
及
び
そ
の
他
の
会
合
は
一
定
の
例
外
を

除
い
て
禁
止
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
教
会
の
施
設
、
モ
ス
ク
及
び

シ
ナ
ゴ
ー
グ
並
び
に
そ
の
他
の
宗
教
団
体
及
び
世
界
観
団
体
の
儀

式
部
屋
に
も
適
用
さ
れ
る
（R

n. 6

）。
申
立
人
は
、
テ
ュ
ー
リ
ン

ゲ
ン
州
に
あ
る
世
界
教
会
主
義
の
キ
リ
ス
ト
教
修
道
院
の
主
体

（
登
録
団
体
）
で
あ
り
、
仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
、
聖
金
曜
日
か

ら
復
活
祭
の
翌
日
の
月
曜
日
ま
で
の
期
間
と
そ
の
後
の
日
曜
日
に

修
道
院
付
属
の
教
会
に
お
い
て
衛
生
基
準
を
遵
守
し
つ
つ
公
開
の

礼
拝
を
執
り
行
う
権
利
の
保
障
を
求
め
た
（R

n. 1

）。
申
立
人
は
、

次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
法
規
命
令
は
、
公
開
の
礼
拝
を
ま
さ
に

る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の
宗

教
を
他
の
仕
方
で
行
使
す
る
こ
と
は
、
申
立
人
の
自
由
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。
申
立
人
は
、
ラ
イ
ブ
ス
ト
リ
ー
ム
に
よ
っ
て
礼
拝
に

参
加
し
、
他
の
信
者
と
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
に
」
集
ま
る
可
能
性
を

有
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
が
「
同
価
値
的
な
代
用
物
」
で

あ
る
こ
と
を
議
論
の
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
種
の
代
替
手
段
は
、
少
な
く
と
も
制
限

を
部
分
的
に
埋
め
合
わ
せ
る
の
に
適
合
的
で
あ
る
（S

. 15 f.

）。

加
え
て
、
制
限
に
は
本
件
命
令
に
よ
っ
て
二
〇
二
〇
年
四
月

三
〇
日
ま
で
と
い
う
時
間
的
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
期
限
を

付
す
こ
と
は
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
比
例
原
則
の

不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
期
限
を
付
す
こ
と
は
、
こ
の
種
の
厳
し

い
制
約
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
期
間
に
限
定
し
て
定
め
、
講
じ

た
措
置
の
必
要
性
を
審
査
し
、
定
期
的
に
、
遅
く
と
も
適
用
期
間

の
経
過
後
に
は
、
措
置
が
引
き
続
き
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
延

長
又
は
新
た
に
制
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
緩
和
が
可
能
で
あ
る
の

か
に
つ
い
て
決
定
す
る
と
い
う
相
手
方
の
義
務
の
表
出
で
あ
る
。

相
手
方
は
、
命
令
の
適
用
期
間
中
も
継
続
的
に
、
危
険
状
況
を
評

価
し
、
緩
和
の
可
能
性
を
審
査
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
（S

. 
15

）。

）
五
四
五
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二
一

ら
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 
24

）。上
級
行
政
裁
判
所
は
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
棄
却
し
た

（
主
文
）
が
、
信
教
の
自
由
の
制
約
に
関
し
て
は
、
理
由
の
中
で

次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
申
立
人
が
、
感
染
防
護
法
三
二
条
三
文
が
基
本
法
四
条
一

項
及
び
二
項
の
制
約
可
能
性
を
挙
げ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
基
本
法
一
九
条
一
項
二
文
の
憲
法
上
の
挙
示
要
請
の
違
反
を

主
張
し
て
い
る
と
解
す
る
と
、
こ
の
主
張
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
主
張
は
、
挙
示
要
請
は
、
明
文
上
の
授
権
に
基
づ

い
て
立
法
者
に
よ
っ
て
制
約
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
基
本
権
に
の

み
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
挙
示
要
請
は
、
基
本

法
四
条
の
よ
う
な
留
保
の
な
い
基
本
権
に
は
適
用
さ
れ
な
い

（R
n. 44

）。

ⅱ
　
官
庁
の
裁
量
は
、「
必
要
な
」
防
護
措
置
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
病
気
の
蔓
延
を
阻
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
法
律
は
、

時
間
的
ア
ス
ペ
ク
ト
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
措
置
は
、

必
要
な
期
間
に
限
っ
て
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
体
と

し
て
裁
量
は
、
比
例
原
則
に
よ
っ
て
限
界
が
設
定
さ
れ
る
（R

n. 

復
活
祭
に
関
連
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
最
高
の
祝
日
に
お
い
て
禁
止

し
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、
許
さ
れ
な
い
仕
方
で
基
本
法
四
条
に

基
づ
く
基
本
権
を
制
約
し
て
い
る
。
こ
の
基
本
権
は
、
人
間
の
尊

厳
の
内
容
の
表
出
と
し
て
個
人
的
及
び
集
団
的
基
本
権
行
使
を
保

障
し
て
お
り
、
他
の
基
本
権
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
侵
害
は
法
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
基
本
権
の
完
全

な
廃
止
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
本
件
の
措

置
は
比
例
原
則
に
反
す
る
。
禁
止
の
対
象
で
は
な
い
店
舗
と
は
異

な
っ
て
、
礼
拝
参
列
者
の
数
は
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
約
三
〇

人
か
ら
五
〇
人
）、
及
び
、
利
用
で
き
る
教
会
の
床
面
積
が
大
き

い
こ
と
（
一
階
席
の
面
積
約
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
、
二
階
席
の

面
積
約
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
に
か
ん
が
み
る
と
、
法
律
で
要

求
さ
れ
て
い
る
離
隔
距
離
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
申
立
人
は
、
こ
れ
以
外
の

衛
生
上
及
び
疫
学
上
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
蔓
延
や
病
院
内
感
染
爆
発
と
の
比
較
が
示
す
よ
う
に
、

全
体
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
危
険
性
は
過
大
評
価
さ

れ
て
い
る
。
教
会
に
お
け
る
沈
黙
の
祈
祷
と
い
う
許
さ
れ
た
代
替

的
手
段
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
礼
拝
の
枠
内

に
お
い
て
は
、
祭
壇
の
前
で
司
祭
と
の
適
切
な
距
離
を
保
ち
な
が

）
五
四
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

二
二

さ
ら
に
は
教
会
訪
問
者
と
聖
職
者
と
の
多
数
の
接
触
が
発
生
す
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
加
え
て
、
声
を
出
し
て

祈
り
歌
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
動
作
の
交
換
（
例
え
ば
、
平
和
の
挨

拶
）
は
宗
教
上
の
儀
式
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ

り
、
通
常
の
場
合
、
感
染
の
可
能
性
が
あ
る
エ
ア
ロ
ゾ
ル
（
飛
沫

核
）
の
強
力
か
つ
広
範
囲
の
放
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
故
、

こ
の
よ
う
な
会
合
の
禁
止
は
、
原
則
と
し
て
、
感
染
連
鎖
の
発
生

を
回
避
す
る
の
に
適
合
的
で
あ
る
（R

n. 58

）。
他
の
よ
り
深
刻

で
は
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
認
識
す
る
の

は
容
易
で
は
な
い
。
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
感
染
状
況
の
特

徴
は
著
し
い
不
確
実
性
と
専
門
知
識
の
不
断
の
継
続
的
発
展
に
あ

り
、
国
家
機
関
（
本
件
に
お
い
て
は
命
令
制
定
者
）
に
は
、
選
択

し
た
手
段
と
の
関
係
に
お
い
て
、
他
の
措
置
が
同
等
に
適
合
的
で

よ
り
負
担
の
少
な
い
手
段
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い
限
り
、

こ
れ
に
対
応
す
る
評
価
特
権
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（R
n. 59

）。
こ
の
基
準
に
よ
る
と
、
教
会
に
お
け
る
会
合
の
禁
止

と
比
べ
て
人
の
接
触
に
よ
る
危
険
を
減
少
さ
せ
る
の
に
同
等
に
効

果
的
で
実
効
性
の
あ
る
措
置
が
利
用
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
人
の
接
触
の
徹
底
的
な
最
小
化
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
よ
う
な

実
効
的
な
代
替
手
段
は
、
少
な
く
と
も
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
思
い

51
）。
本
件
命
令
三
条
一
項
二
文
に
基
づ
く
禁
止
、
す
な
わ
ち
教

会
施
設
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
は
比
例
原
則
に
反
し
な
い
と
解
す

る
根
拠
が
あ
る
（R

n. 52

）。

本
件
命
令
が
定
め
る
規
定
は
、
医
療
制
度
、
と
く
に
重
症
の
人

を
治
療
す
る
病
院
の
機
能
遂
行
能
力
の
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
共
同
体
利
益
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
た
医
療
制
度
の
機
能
遂
行
能
力
を
適
合
的
な
手

段
に
よ
り
保
障
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
医
療
制
度
の
過
重
負
担
に

よ
っ
て
直
接
的
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
者
の
生
命
及
び
健
康
を
保

護
す
る
こ
と
は
、
国
の
基
本
的
任
務
で
あ
る
。
基
本
法
二
条
二
項

一
文
は
、
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
を
保
護
し
促
進
す
る
こ
と
を

国
に
義
務
付
け
て
い
る
。
国
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
任
務
を
遂
行
す

る
の
か
は
、
広
い
形
成
余
地
に
服
す
る
。
憲
法
は
保
護
を
も
っ
ぱ

ら
目
的
と
し
て
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
形
成
を
詳

細
に
定
め
て
い
な
い
（R

n. 55

）。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、

教
会
の
会
合
場
所
を
閉
鎖
す
る
命
令
制
定
者
の
命
令
は
目
的
達
成

の
た
め
に
適
合
的
で
必
要
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
一
定
の
蓋
然
性

が
あ
る
（R

n. 56

）。

共
同
で
儀
式
を
執
り
行
う
こ
と
が
そ
の
基
盤
で
あ
る
会
合
、
と

く
に
礼
拝
に
お
い
て
は
、
通
常
の
場
合
、
教
会
訪
問
者
相
互
の
、

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
三

に
お
い
て
最
高
の
祝
祭
日
で
あ
り
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
団
体

の
宗
教
生
活
に
と
っ
て
格
別
の
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
公
知

の
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
日
に
共
同
で
礼
拝
を
執
り

行
え
な
い
こ
と
は
、
宗
教
上
の
行
為
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制

約
で
あ
る
（R

n. 65

）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
開
の
礼
拝
の

完
全
な
禁
止
が
生
命
に
対
す
る
危
険
に
対
処
す
る
と
い
う
具
体
的

関
心
事
と
の
関
係
に
お
い
て
な
お
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
少
な
く
と
も
簡
易
手
続
き
に
お
い
て
は
最
終
的
な
解
答

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 66

）。

ⅲ
　
申
立
人
が
一
般
公
衆
の
出
入
り
が
許
さ
れ
る
行
事
又
は
施

設
と
関
係
に
お
け
る
不
平
等
取
扱
い
を
主
張
し
て
い
る
と
理
解
す

る
と
、
こ
の
主
張
に
も
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に

命
令
制
定
者
は
、
区
別
を
設
け
る
と
き
に
、
基
本
法
三
条
一
項
に

基
づ
く
一
般
平
等
原
則
に
拘
束
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般

平
等
原
則
か
ら
、
規
制
の
対
象
と
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
応
じ

て
、
高
権
担
当
者
に
対
し
て
様
々
な
限
界
が
導
か
れ
、
そ
の
際
に
、

正
当
化
要
求
の
水
準
は
規
制
さ
れ
て
い
る
生
活
及
び
事
物
領
域
の

特
殊
性
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
（R

n. 67

）。
命
令
制
定
者
は
、
そ

の
評
価
特
権
の
枠
内
に
お
い
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
差
し

迫
っ
て
い
る
危
険
に
対
処
す
る
た
め
に
、
差
し
当
た
り
、
生
活
に

浮
か
ば
な
い
（R

n. 60

）。
申
立
人
は
、
他
の
行
事
に
適
用
さ
れ

る
安
全
条
件
（
本
件
命
令
三
条
五
項
）
及
び
一
般
的
衛
生
条
件

（
本
件
命
令
四
条
）
を
遵
守
し
つ
つ
礼
拝
を
執
り
行
う
こ
と
は
、

危
険
を
減
少
さ
せ
な
が
ら
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
評

価
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
に
、
申
立
人
は
、
こ
の
よ
う

な
規
制
は
、
州
全
域
で
他
の
宗
教
団
体
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
限
定
さ
れ
た
時
間
と
地

域
に
お
い
て
著
し
く
多
く
の
人
が
集
ま
る
結
果
と
な
る
こ
と
を
理

解
し
て
い
な
い
。
こ
の
結
果
は
、
人
の
接
触
を
制
限
す
る
と
い
う

法
律
上
の
規
制
の
原
則
的
意
図
に
矛
盾
す
る
。
第
二
に
、
教
会
の

内
部
に
お
い
て
は
、
人
の
集
ま
り
を
安
全
基
準
と
衛
生
基
準
が
遵

守
さ
れ
る
よ
う
に
統
制
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
教
会
の
出

入
り
の
際
に
統
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 61
）。
し
か
し

な
が
ら
、
本
件
規
制
が
対
立
す
る
憲
法
上
の
地
位
の
比
較
衡
量
を

し
た
場
合
に
相
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
本
案
の
手
続

き
に
お
け
る
審
査
に
留
保
さ
れ
る
（R

n. 62

）。

申
立
人
は
、
ま
さ
に
聖
金
曜
日
及
び
復
活
祭
の
日
に
合
同
で
執

り
行
わ
れ
る
公
開
の
礼
拝
が
申
立
人
の
構
成
員
の
宗
教
的
行
為
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
中
心
的
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

十
分
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
日
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
暦
年

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

二
四

月
二
三
日
の
決
定

（
16
）（

判
例
⑨
）
に
お
い
て
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン

州
コ
ロ
ナ
命
令
の
規
定
の
執
行
停
止
を
求
め
る
申
立
て
を
棄
却
し

た
（
主
文
）。
本
件
の
事
実
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

申
立
人
は
、
ム
ス
リ
ム
の
権
利
の
た
め
に
活
動
す
る
登
録
団
体
で

あ
り
、
申
立
人
が
使
用
し
て
い
る
モ
ス
ク
に
お
い
て
宗
教
的
会
合

を
開
催
し
て
い
る
（R

n. 1

）。
二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
に
制
定

さ
れ
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
防
護
す
る
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン

州
命
令
一
条
は
、
教
会
、
モ
ス
ク
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
及
び
そ
の
他
の

信
仰
共
同
体
の
会
合
を
禁
止
し
て
い
る
（R

n. 2

）。
申
立
人
は
、

二
〇
二
〇
年
四
月
二
一
日
に
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
上
級
行
政

裁
判
所
に
規
範
統
制
手
続
き
の
遂
行
の
申
立
て
を
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
関
連
し
て
仮
の
執
行
停
止
を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
。
申

立
人
は
、
モ
ス
ク
に
お
け
る
会
合
を
禁
止
す
る
規
定
は
、
基
本
法

四
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
集
団
的
な
信
教
の
自
由
（
宗
教
的

行
為
の
自
由
）
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
と
く

に
ラ
マ
ダ
ン
と
い
う
霊
的
で
も
っ
と
も
聖
な
る
月
に
お
い
て
は
そ

う
で
あ
る
と
主
張
し
た
（R

n. 9

）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
モ
ス

ク
に
お
け
る
集
団
的
な
宗
教
的
行
為
の
自
由
の
制
約
は
憲
法
上
正

当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
申
立
人
の
過
度
の
負
担
と
は
な
ら
な

い
と
判
断
し
た
（R

n. 48

）。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

と
っ
て
重
要
な
市
民
の
利
益
の
中
で
も
、
市
民
に
対
す
る
食
料
供

給
及
び
医
療
提
供
を
可
能
に
し
、
こ
れ
を
確
保
す
る
と
い
う
構
造

的
基
本
決
定
を
下
し
た
。
命
令
制
定
者
は
、
精
神
的
、
文
化
的
及

び
身
体
的
観
点
か
ら
す
る
と
同
じ
よ
う
に
根
源
的
な
他
の
欲
求
の

保
障
を
差
し
当
た
り
後
回
し
に
し
た
。
生
活
関
係
の
複
雑
性
と
、

出
来
る
限
り
迅
速
に
行
動
す
る
と
い
う
要
請
に
か
ん
が
み
る
と
、

法
的
に
は
、
そ
し
て
、
命
令
制
定
者
が
有
す
る
評
価
特
権
を
考
慮

す
る
と
、
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 68

）。

命
令
制
定
者
は
、
不
断
の
観
察
義
務
及
び
審
査
義
務
を
、
つ
ま
り
、

措
置
の
厳
格
化
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、
又
は
、
既
存
の
制
限

が
比
例
原
則
の
観
点
か
ら
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
撤
廃
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
持
続
的
に
審
査
す
る
義
務

を
負
う
。
こ
の
こ
と
は
、
上
記
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま

る
。
個
々
の
措
置
が
必
要
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
措
置
は
、
速
や
か
に

廃
止
又
は
改
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 69

）。

九�

　二
〇
二
〇
年
四
月
二
三
日
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
上
級
行

政
裁
判
所
決
定

ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
四

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

二
五

律
に
よ
る
と
金
曜
礼
拝
へ
の
「
本
格
的
な
」
宗
教
的
参
加
は
信
徒

の
身
体
的
参
列
を
求
め
て
お
り
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
礼
拝
（
例
え

ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
や
テ
レ
ビ
中
継
）
を
イ
ス
ラ
ム
神
学
上

排
除
し
て
い
る
と
の
主
張
を
構
築
し
て
い
る
が
、
と
く
に
こ
の
場

合
に
つ
い
て
は
、
侵
害
の
程
度
の
上
記
の
よ
う
な
評
価
が
当
て
は

ま
る
（R

n. 51

）。

ⅱ
　
上
記
の
範
囲
に
お
け
る
全
面
禁
止
の
適
合
性
も
肯
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 52

）。
ま
た
、
こ
の
禁
止
は
、
引
き

続
き
必
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
よ
り
緩
や
か
で
は
あ
る
が
、
感

染
予
防
法
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
同
等
に
効
果
的
な
手
段

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
申
立
人

が
列
挙
し
た
手
段
（
参
加
人
数
の
制
限
（
二
四
人
）、
信
者
間
に

一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
を
と
る
こ
と
、
マ
ス
ク
の
着

用
、
モ
ス
ク
に
入
る
前
に
手
洗
い
の
儀
式
を
行
う
こ
と
（
石
鹸
を

使
用
）、
消
毒
剤
の
用
意
等
の
制
限
や
条
件
付
き
で
礼
拝
を
許
可

す
る
こ
と
）
は
同
等
に
効
果
的
な
手
段
と
は
言
え
な
い
。
申
立
人

は
、
明
ら
か
に
、
本
件
命
令
三
条
七
号
に
基
づ
い
て
現
時
点
に
お

い
て
販
売
所
及
び
商
店
を
開
く
た
め
に
求
め
ら
れ
る
防
護
措
置
を

閉
鎖
空
間
に
お
け
る
宗
教
的
会
合
に
転
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
現
時
点
で
は
無
条
件
で
可
能
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

る
。ⅰ

　
二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
の
命
令
の
規
定
に
よ
り
、（
集

団
的
な
）
宗
教
的
行
為
の
自
由
は
、
一
部
の
態
様
に
お
い
て
の
み

影
響
を
受
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
モ
ス
ク
に
お
け
る
個
人
の

「
沈
黙
の
」
礼
拝
、
個
々
の
聖
職
者
に
よ
る
牧
会
活
動
、
死
に
ゆ

く
人
に
付
き
添
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
。
命
令
の
規
定
に
よ
り
、

二
人
以
上
の
「
屋
外
の
集
会
」
に
つ
い
て
も
一
定
の
感
染
防
護
に

関
連
す
る
制
限
と
条
件
の
下
で
禁
止
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
屋
外
の
宗
教
的
集
会
に
も
適
用
さ
れ
る
（
又
は
、

少
な
く
と
も
準
用
さ
れ
る
）。
最
後
に
、
自
己
の
住
居
に
お
い
て

家
族
の
範
囲
で
合
同
の
祈
祷
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
（R

n. 50

）。

し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
の
基
本
権
の
保
護

範
囲
に
対
す
る
侵
害
の
程
度
─
閉
鎖
空
間
に
お
け
る
集
団
的
・
宗

教
的
に
動
機
付
け
ら
れ
た
会
合
の
禁
止
─
は
極
め
て
重
大
で
あ
る

と
特
徴
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
と
く
に
ム
ス
リ

ム
に
と
っ
て
重
要
な
断
食
月
ラ
マ
ダ
ン
に
お
け
る
合
同
の
金
曜
礼

拝
の
排
除
は
、
当
該
宗
教
の
中
心
的
な
儀
式
的
行
為
の
禁
止
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
極
め
て

重
要
な
基
本
法
四
条
に
基
づ
く
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い

る
。
申
立
人
は
、
様
々
な
状
況
を
援
用
し
つ
つ
、
イ
ス
ラ
ム
の
戒

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

二
六

そ
れ
故
、
教
会
、
モ
ス
ク
及
び
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お
け
る
禁
止
さ
れ

た
会
合
は
、
広
い
範
囲
で
許
さ
れ
て
い
る
販
売
所
よ
り
も
、
コ
ン

サ
ー
ト
、
ス
ポ
ー
ツ
行
事
、
教
育
施
設
の
状
況
及
び
余
暇
活
動
の

よ
う
な
比
較
的
厳
格
に
禁
止
又
は
制
限
さ
れ
て
い
る
行
事
に
近
い
。

さ
ら
に
、
閉
鎖
空
間
に
お
け
る
礼
拝
は
、
信
者
の
目
的
的
な
合
同

の
活
動
（
と
く
に
同
時
に
祈
り
歌
う
場
合
に
、
大
量
の
ウ
イ
ル
ス

放
出
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。）
の
故
に
、「
受
動
的
」
観
客
を

伴
う
行
事
と
比
し
て
、
高
度
の
危
険
の
潜
在
的
可
能
性
を
含
む

（R
n. 55

）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

二
〇
二
〇
年
四
月
一
〇
日
の
決
定
に
お
い
て
認
め
た
疫
学
上
の
危

険
状
況
の
評
価
は
依
然
と
し
て
当
て
は
ま
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
ム

ス
リ
ム
の
上
部
団
体
も
、
礼
拝
の
中
止
を
通
知
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
無
条
件
に
こ
の
評
価
に
同
意
し
て
い
る
。
命
令
制
定
者
は
、

二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
の
改
正
後
も
、
こ
の
評
価
を
維
持
し
、

危
険
の
潜
在
的
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
閉
鎖
空
間
に
お
け
る

礼
拝
を
、
観
客
を
伴
う
行
事
、
激
し
い
接
触
を
伴
う
ス
ポ
ー
ツ
と

同
じ
よ
う
に
扱
い
、
買
物
に
よ
る
需
要
充
足
と
同
等
に
扱
わ
な

か
っ
た
。
こ
の
区
別
は
、
命
令
制
定
者
の
あ
る
程
度
理
解
で
き
る

コ
ン
セ
プ
ト
を
示
し
て
い
る
（R

n. 56

）

い
（R

n. 53

）。
何
故
な
ら
、
教
会
、
モ
ス
ク
、
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に

お
け
る
礼
拝
及
び
そ
の
他
の
会
合
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
感
染
予
防
法
上
の
危
険
の
潜
在
的
可

能
性
が
比
較
に
な
ら
な
い
程
に
高
く
、
上
記
の
礼
拝
及
び
会
合
を
、

比
較
的
多
く
の
人
が
販
売
所
に
訪
れ
た
場
合
と
比
較
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
リ
ス
ク
の
加
速
度
的
増
加
も

差
し
迫
っ
て
い
る
（R

n. 54
）。
ま
ず
、
目
的
的
会
合
は
、
買
物

の
よ
う
に
個
人
の
需
要
充
足
の
た
め
に
多
数
の
人
が
た
ん
に
偶
然

に
同
時
に
居
合
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
経
験
則
上
、
祈
り
を
し
た
い
人

は
多
数
で
あ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
と
く
に
ラ
マ
ダ
ン
に
お
い

て
は
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
典
型
的
に
は
面
積
が
小
さ
く

か
つ
狭
い
見
渡
せ
る
空
間
（
本
件
に
お
い
て
モ
ス
ク
の
面
積
は

三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
人
数
と
安
全
離

隔
距
離
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
困
難
に
す
る
。
安
全
離
隔
距
離
は
、

と
く
に
金
曜
礼
拝
の
会
合
中
に
は
常
に
下
回
る
危
険
が
あ
る
。
事

の
性
質
上
、
こ
の
宗
教
的
会
合
は
、
合
同
の
勤
め
（
活
動
）
に
伴

う
比
較
的
長
時
間
の
滞
留
を
す
る
と
い
う
性
質
を
有
す
る
。
こ
れ

が
、
ま
さ
に
訪
問
と
滞
在
の
目
的
で
あ
る
。
買
物
の
状
況
の
よ
う

な
人
の
た
ん
な
る
短
期
的
な
（
一
時
的
な
）
出
会
い
で
は
な
い
。

）
五
四
四
（
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二
七

よ
る
と
、
個
別
の
事
案
に
お
い
て
、
必
要
な
場
合
に
は
衛
生
当
局

と
の
調
整
を
し
つ
つ
、
状
況
に
即
し
た
条
件
及
び
制
限
を
付
け
て

例
外
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
の
な
い
モ
ス
ク
に
お
け

る
礼
拝
の
一
般
的
禁
止
は
基
本
法
四
条
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
と
見
解
を
示
し
た
（R

n. 9

）。
第
二
部
会
は
、
次
の
よ

う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
上
級
行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
医
療
シ
ス
テ
ム
の
過
重
負

担
を
防
ぐ
た
め
に
罹
病
の
拡
大
の
速
度
を
出
来
る
限
り
遅
く
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ス
タ
ン
ス
を
作

り
出
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
（R

n. 10

）。
モ
ス
ク
に
お
け
る

礼
拝
の
禁
止
は
感
染
を
回
避
す
る
た
め
に
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
。

モ
ス
ク
に
お
け
る
会
合
は
、
か
り
に
本
件
命
令
が
販
売
所
及
び
商

店
を
開
く
た
め
に
求
め
て
い
る
よ
う
な
防
護
措
置
が
モ
ス
ク
に
お

け
る
会
合
に
適
用
さ
れ
る
と
仮
定
し
て
も
、
販
売
所
や
商
店
を
訪

れ
る
場
合
よ
り
も
著
し
く
高
い
潜
在
的
危
険
性
を
有
す
る
。
モ
ス

ク
に
お
け
る
会
合
は
、
買
い
物
の
状
況
と
は
異
な
り
、
長
時
間
に

及
ぶ
目
的
的
な
合
同
の
活
動
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
と
く

に
祈
祷
や
歌
唱
を
同
時
に
行
う
た
め
に
大
量
の
ウ
イ
ル
ス
放
出
が

予
測
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
ラ
マ
ダ
ン
（
断
食
月
）

に
お
い
て
は
、
信
者
が
多
数
で
あ
り
、
多
く
の
祈
祷
部
屋
は
狭
い

一
〇�

　二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷

第
二
部
会
決
定

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月

二
九
日
の
決
定

（
17
）（

判
例
⑩
）
に
お
い
て
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州

コ
ロ
ナ
命
令
に
基
づ
く
教
会
、
モ
ス
ク
及
び
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お
け

る
礼
拝
、
並
び
に
合
同
の
宗
教
行
為
を
す
る
た
め
の
他
の
信
仰
共

同
体
の
会
合
の
禁
止
を
、
申
請
に
基
づ
い
て
個
別
の
事
案
に
お
い

て
禁
止
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
、

仮
命
令
の
方
法
に
よ
り
暫
定
的
に
停
止
し
た
（
主
文
）。
ニ
ー

ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
が
二
〇
二
〇
年
四
月
二
三
日

の
決
定
に
お
い
て
申
立
て
を
棄
却
し
た
後
、
本
件
憲
法
異
議
の
訴

え
の
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
か
ら
五
月
二
三
日
ま
で

の
間
、
本
件
命
令
の
諸
規
定
（
二
条
、
八
条
、
九
条
）
を
遵
守
し

つ
つ
金
曜
祈
祷
を
異
議
申
立
人
が
使
用
し
て
い
る
モ
ス
ク
に
お
い

て
行
う
こ
と
を
異
議
申
立
人
に
許
可
す
る
こ
と
を
求
め
る
仮
命
令

の
発
布
を
申
し
立
て
た
（R

n. 1

）。
第
二
部
会
は
、
仮
命
令
の
発

布
の
申
立
て
は
適
法
で
あ
り
、
主
文
か
ら
明
ら
か
に
な
る
範
囲
に

お
い
て
理
由
が
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 6

）。
第
二
部
会
は
、
上

級
行
政
裁
判
所
の
見
解
と
は
異
な
り
、
少
な
く
と
も
疫
学
上
の
危

険
状
況
に
対
処
す
る
た
め
の
知
見
及
び
戦
略
の
現
時
点
の
水
準
に

）
五
四
四
（



日
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　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

二
八

る
た
め
の
行
列
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る

（R
n. 13

）。

ⅱ
　
申
立
人
に
よ
る
と
、
モ
ス
ク
に
お
け
る
礼
拝
の
禁
止
は
、

少
な
く
と
も
ラ
マ
ダ
ン
中
の
金
曜
礼
拝
に
も
及
ぶ
範
囲
に
お
い
て
、

信
仰
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
約
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
観
点

か
ら
す
る
と
、
本
件
命
令
が
、
─
必
要
に
応
じ
て
衛
生
官
庁
の
意

見
も
聴
い
た
上
で
─
具
体
的
事
情
を
総
合
的
に
評
価
す
る
場
合
に

は
感
染
の
危
険
の
有
意
的
増
大
を
確
実
に
否
定
で
き
る
よ
う
な
礼

拝
を
個
別
事
案
に
お
い
て
例
外
的
に
許
可
す
る
可
能
性
を
ま
っ
た

く
認
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
現
時
点
の
危
険
状
況
、

こ
れ
に
依
拠
し
た
疫
学
上
の
危
険
に
対
処
す
る
現
在
の
戦
略
に
お

い
て
は
、
是
認
で
き
な
い
。
個
別
事
案
に
即
し
た
肯
定
的
評
価
を

す
る
こ
と
が
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
で
き
な
い
と
は
認
め
ら

れ
な
い
（R

n. 14

）。

各
々
の
教
義
に
依
拠
し
た
金
曜
祈
祷
の
や
り
方
や
モ
ス
ク
の
前

で
人
が
集
ま
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
る
措
置
は
す

で
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
申
立
人
は
、
さ
ら
に
、

所
轄
宗
務
部
局
と
の
話
し
合
い
に
よ
り
、
申
立
人
が
使
用
す
る
モ

ス
ク
に
お
い
て
金
曜
日
に
金
曜
礼
拝
を
複
数
回
実
施
し
、
こ
れ
に

よ
り
個
々
の
礼
拝
を
極
め
て
少
人
数
の
も
の
に
と
ど
め
る
こ
と
に

こ
と
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
機
能
せ
ず
、
安
全
距
離
が
常
に
保
た

れ
な
い
危
険
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
モ
ス
ク
、
教
会
及
び
シ
ナ
ゴ
ー

グ
に
お
け
る
集
会
は
、
販
売
所
よ
り
も
、
な
お
禁
止
又
は
厳
格
に

制
限
さ
れ
て
い
る
コ
ン
サ
ー
ト
、
ス
ポ
ー
ツ
行
事
、
余
暇
活
動
に

近
い
（R

n. 10
）。

ⅱ
　
命
令
制
定
者
は
礼
拝
に
つ
い
て
買
い
物
を
す
る
場
合
と
同

じ
よ
う
な
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
必
要
は
な
い
（
危
険

状
況
に
つ
い
て
異
な
る
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
と
す
る
上

級
行
政
裁
判
所
の
考
え
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
人
の
接
触
に
よ
る
感
染
の
リ
ス
ク
の
評
価
は
、
モ
ス
ク
に

お
い
て
礼
拝
を
行
う
場
合
は
、
よ
り
広
い
範
囲
に
お
い
て
、
個
別

事
案
の
具
体
的
事
情
に
左
右
さ
れ
る
。
申
立
人
自
ら
が
、
イ
ス
ラ

ム
教
の
礼
拝
は
教
義
に
よ
っ
て
著
し
く
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
申
立
人
の
信
奉
す
る
教
義
に
よ
る
と
、
金
曜
礼
拝
に
お
い

て
歌
う
こ
と
は
な
く
、
祈
祷
に
お
い
て
も
イ
マ
ー
ム
だ
け
が
声
を

出
す
。
リ
ス
ク
評
価
に
際
し
て
は
、
と
り
わ
け
、
各
々
の
モ
ス
ク

の
大
き
さ
、
立
地
条
件
及
び
建
築
上
の
状
況
、
並
び
に
宗
教
団
体

の
規
模
及
び
構
造
も
重
要
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
自
己
の
教
区
の

約
一
三
〇
〇
人
の
構
成
員
の
大
部
分
を
知
っ
て
お
り
、
信
者
を
個

別
的
に
金
曜
礼
拝
に
招
く
こ
と
に
よ
り
、
モ
ス
ク
の
前
で
待
機
す

）
五
四
四
（
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二
九

一
一�

　二
〇
二
〇
年
五
月
一
八
日
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ

ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

二
〇
二
〇
年
五
月
一
八
日
の
決
定

（
18
）（

判
例
⑪
）
に
お
い
て
、
礼
拝

中
に
お
け
る
感
染
防
護
措
置
を
定
め
た
州
政
府
の
コ
ロ
ナ
命
令
及

び
文
化
省
の
命
令
の
諸
規
定
は
現
在
の
と
こ
ろ
適
法
で
あ
る
と
の

判
断
を
示
し
た
。
二
〇
二
〇
年
五
月
一
六
日
の
コ
ロ
ナ
命
令
を
改

正
す
る
州
政
府
第
一
次
命
令
の
文
言
に
お
け
る
二
〇
二
〇
年
五
月

九
日
のS

A
R

S
-C

ov-2

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
阻
止
す
る
感
染

防
護
措
置
に
関
す
る
州
政
府
命
令
（
以
下
、「
本
件
命
令
」
と
い

う
。）
は
、
一
定
の
公
共
的
地
区
に
お
け
る
マ
ス
ク
着
用
義
務
、

一
定
の
範
囲
の
接
触
制
限
及
び
学
校
活
動
の
制
限
に
加
え
て
、
命

令
に
よ
っ
て
学
校
活
動
の
原
則
的
禁
止
を
一
定
の
基
準
に
従
っ
て

拡
大
又
は
緩
和
す
る
文
化
大
臣
の
権
限
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
。

さ
ら
に
、
本
件
命
令
三
条
四
項
は
、
教
会
並
び
に
宗
教
団
体
及
び

信
仰
共
同
体
が
宗
教
的
行
為
の
た
め
に
行
う
行
事
及
び
そ
の
他
の

集
ま
り
は
許
さ
れ
る
と
定
め
、
法
規
命
令
に
よ
り
、
上
記
行
事
及

び
そ
の
他
の
集
ま
り
に
加
え
て
、
す
べ
て
の
埋
葬
、
葬
儀
、
儀
式

的
遺
体
洗
浄
に
関
す
る
感
染
防
護
基
準
及
び
実
施
規
則
を
定
め
る

権
限
を
文
化
省
に
与
え
た
（R

n. 2, 148

）。
申
立
人
は
、
行
政
裁

つ
い
て
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
比
較
的
多

く
の
人
々
が
比
較
的
長
い
時
間
一
緒
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
、
買
い
物
の
状
況
よ
り
も
高
い
感
染
の
危
険
性
を
回
避
す
る
た

め
に
、
さ
ら
な
る
措
置
と
し
て
、
マ
ス
ク
の
着
用
を
信
者
に
義
務

付
け
る
こ
と
、
信
者
が
祈
祷
の
た
め
に
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
る

部
分
に
印
を
付
け
る
こ
と
、
安
全
距
離
を
販
売
所
に
適
用
さ
れ
る

基
準
よ
り
も
数
倍
拡
大
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（R

n. 
15

）。ⅲ
　
モ
ス
ク
に
お
け
る
会
合
の
禁
止
の
暫
定
的
な
一
部
失
効
に

よ
り
、
申
立
人
は
、
礼
拝
の
例
外
的
許
可
を
求
め
る
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
所
轄
官
庁
は
、
例
外
的
に
礼
拝
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
を
個
別
事
案
に
即
し
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
禁
止
と
結
び
付
い
た
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
重
大

性
も
、
こ
の
評
価
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
り
、
こ
の
重
大
性
は
、

と
く
に
ラ
マ
ダ
ン
に
お
け
る
金
曜
礼
拝
に
つ
い
て
は
と
く
に
深
刻

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
、
条
件
及
び

制
限
の
遵
守
を
実
効
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
可
能
性
、
各
教
区

の
地
域
的
条
件
並
び
に
構
造
及
び
規
模
、
そ
し
て
、
と
く
に
、
社

会
的
接
触
か
ら
生
じ
る
生
命
に
対
す
る
危
険
の
現
時
点
で
の
評
価

が
決
定
的
で
あ
る
（R

n. 16

）。

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

三
〇

め
に
行
わ
れ
る
行
事
及
び
そ
の
他
の
集
ま
り
は
、
一
定
の
基
準
の

下
に
、
か
つ
そ
の
他
の
地
域
警
察
の
基
準
を
留
保
し
つ
つ
許
さ
れ

る
と
定
め
て
い
た
が
、
こ
の
基
準
に
は
、
と
く
に
、
人
と
人
の
間

の
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
を
保
持
す
る
こ
と
、
及
び
、

行
事
等
の
実
施
に
際
し
て
感
染
リ
ス
ク
を
出
来
る
限
り
減
少
さ
せ

る
こ
と
の
確
保
を
求
め
る
規
則
が
含
ま
れ
る
（R

n. 149

）。
上
級

行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
教
会
並
び
に
宗
教
団
体
及
び
信
仰
共
同

体
が
宗
教
的
行
為
の
た
め
に
行
う
行
事
及
び
そ
の
他
の
集
ま
り
は

許
さ
れ
る
と
定
め
る
本
件
命
令
三
条
四
項
一
文
は
、
上
記
の
行
動

様
式
が
原
則
と
し
て
国
に
よ
る
事
前
の
許
可
な
し
に
行
う
こ
と
が

許
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に
憲
法
上
の

疑
問
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
（R

n. 151

）。
つ
ぎ
に
、
上
級
行

政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
の
文
化
省
の
命
令
に
お
い

て
規
定
さ
れ
て
い
る
礼
拝
を
執
り
行
う
た
め
の
基
準
が
現
在
の
と

こ
ろ
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
申
立
人
の
基
本
権
を

侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
、
基
本
法
三
条
三
項
に
基

づ
く
差
別
の
禁
止
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
こ
と
を

説
い
て
い
る
（R

n. 154

）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に

説
示
し
た
。

ⅰ
　
申
立
人
の
信
教
の
自
由
が
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
の
命
令

判
所
法
四
七
条
六
項
に
基
づ
く
訴
え
を
提
起
し
（R

n. 1

）、
本
件

命
令
の
諸
規
定
が
申
立
人
の
諸
々
の
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
と

主
張
し
た
（R

n. 4

）。
以
下
で
は
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
に
関
す

る
部
分
に
限
定
し
て
申
立
人
の
主
張
及
び
決
定
の
内
容
を
紹
介
す

る
。申

立
人
は
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
古
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
構
成
員
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

二
〇
二
〇
年
四
月
一
九
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
聖
体
拝
領
の
儀
式

は
中
止
さ
れ
た
。
古
カ
ト
リ
ッ
ク
の
典
礼
様
式
に
従
っ
た
礼
拝
及

び
三
二
〇
人
に
よ
る
信
徒
集
会
は
引
き
続
き
禁
止
さ
れ
る
。
本
件

命
令
は
、
宗
教
的
行
為
の
絶
対
的
禁
止
で
あ
り
、
違
憲
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
（R

n. 8

）。

文
化
省
は
、
す
で
に
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
に
、
二
〇
二
〇
年

五
月
二
日
の
文
言
に
お
け
る
二
〇
二
〇
年
三
月
一
七
日
の
コ
ロ
ナ

命
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
礼
拝
、
そ
の
他
の
宗
教
的
行
事
及
び

集
ま
り
並
び
に
埋
葬
の
領
域
に
お
け
るS

A
R

S
-C

ov-2

ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
を
阻
止
す
る
感
染
防
護
措
置
に
関
す
る
命
令
を
制
定

し
、
同
命
令
は
二
〇
二
〇
年
五
月
四
日
に
発
効
し
て
い
た
（R

n. 
149

）。
こ
の
命
令
は
、
宗
教
的
目
的
で
使
用
さ
れ
る
教
会
並
び
に

宗
教
団
体
及
び
信
仰
共
同
体
の
空
間
に
お
い
て
宗
教
的
行
為
の
た

）
五
四
五
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

三
一

こ
の
手
段
が
現
時
点
に
お
い
て
相
当
で
あ
る
（
狭
義
の
比
例
性

を
失
し
て
い
な
い
）
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
の
命
令
一
条
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

基
本
権
制
約
は
、
申
立
人
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
宗
教
的
行
為
の

絶
対
的
禁
止
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
申
立
人
の
信
仰
の

自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
約
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
制
約
は

宗
教
儀
式
上
の
行
為
の
領
域
や
宗
教
上
の
慣
行
の
実
践
及
び
遵
守

の
領
域
に
影
響
を
与
え
、
こ
れ
に
よ
り
基
本
権
の
核
心
領
域
に
根

源
が
あ
る
行
為
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
係
す
る
多
数
の
人
々
の
生
命
に
対
す
る
同

じ
く
重
大
な
影
響
及
び
こ
れ
と
結
び
付
い
た
ド
イ
ツ
の
医
療
体
制

の
機
能
遂
行
能
力
の
維
持
が
こ
れ
と
対
立
す
る
。
こ
の
観
点
か
ら

存
す
る
上
述
の
危
険
に
か
ん
が
み
る
と
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日

の
文
化
省
の
命
令
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
狭
義
の
比
例
原
則
に
合

致
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
上
記
の
規
定
に
よ
っ
て
礼
拝
の
実

施
が
不
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
、
礼
拝
に
関
す

る
感
染
防
護
基
準
そ
れ
自
体
も
い
く
つ
か
の
「
可
能
性
の
留
保
」

の
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
な
お
い
っ
そ

う
当
て
は
ま
る
（R

n. 157

）。

ⅱ
　
基
本
法
三
条
三
項
一
文
は
、「
…
を
理
由
と
し
て

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
（R

n. 
155

）。
コ
ロ
ナ
命
令
の
制
定
者
と
し
て
の
州
政
府
は
、
感
染
の
危
険
を

減
少
さ
せ
、
感
染
速
度
を
全
体
と
し
て
遅
ら
せ
る
と
い
う
正
当
な

目
的
を
追
求
し
て
い
る
が
、
命
令
制
定
者
と
し
て
の
文
化
省
は
、

州
政
府
の
正
当
な
目
的
を
追
求
し
て
い
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
、
文
化
省
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
の
命
令
に
お
い

て
適
合
的
な
手
段
を
選
択
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
件
命
令
一
条

に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
に
、
と
く
に
、
人
と
人
の
間
の

一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
を
原
則
と
し
て
求
め

る
規
則
、
表
面
の
消
毒
等
に
よ
っ
て
感
染
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
る

こ
と
を
求
め
る
「
可
能
な
限
り
に
お
い
て
」
の
み
適
用
さ
れ
る
規

則
、
身
体
接
触
及
び
同
一
物
の
複
数
回
の
使
用
を
回
避
す
る
こ
と

を
求
め
る
同
じ
く
「
可
能
な
限
り
に
お
い
て
」
の
み
適
用
さ
れ
る

規
則
、
さ
ら
に
、
感
染
防
護
計
画
を
作
成
し
、
求
め
ら
れ
た
場
合

に
は
管
轄
官
庁
に
提
出
す
る
と
い
う
主
催
者
の
み
を
名
宛
人
と
す

る
規
則
に
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
は

必
要
で
も
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
。
申
立
人
は
、
よ
り
緩
や
か
で
あ

る
が
、
同
等
に
効
果
的
な
手
段
を
示
し
て
い
な
い
し
、
現
時
点
に

お
い
て
は
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
は
な
い
（R

n. 156

）。

）
五
四
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

三
二

た
。
二
〇
二
〇
年
六
月
一
九
日
の
第
六
次
バ
イ
エ
ル
ン
州
感
染
防

護
措
置
命
令
（
以
下
、「
本
件
命
令
」
と
い
う
。）
六
条
一
項
三
号

に
よ
り
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
（
本
件
命
令
一
条
二
項
）
は
、
教
会
、

シ
ナ
ゴ
ー
グ
及
び
モ
ス
ク
並
び
に
そ
の
他
の
信
仰
共
同
体
の
会
合

に
お
い
て
行
わ
れ
る
公
衆
の
出
入
り
で
き
る
礼
拝
の
参
列
者
に
も
、

自
己
の
座
席
か
ら
離
れ
る
範
囲
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
（R

n. 2

）。

申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
六
月
二
二
日
付
け
書
面
に
よ
り
、
上
級

行
政
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
、
同
日
、
マ
ス
ク
着
用
に
関
す
る

上
記
規
定
に
対
す
る
行
政
裁
判
所
法
四
八
条
六
項
に
基
づ
く
仮
の

権
利
保
護
を
申
し
立
て
た
。
申
立
人
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

申
立
人
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
に
属
し
て
い
る
。
申
立
人
は
、
自
己
の
生
活
を
カ
ト
リ
ッ
ク

の
教
義
に
準
拠
し
て
営
ん
で
お
り
、
自
己
の
宗
教
生
活
の
本
質
的

要
素
で
あ
る
聖
餐
式
に
出
来
る
限
り
毎
日
通
っ
て
い
る
。
と
く
に

聖
体
の
厳
か
な
拝
領
は
申
立
人
に
と
っ
て
高
い
価
値
を
有
し
て
い

る
。
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
定
に
基
づ
い
て
、
申
立
人
は
、
聖
体
拝

領
の
た
め
に
席
を
立
つ
と
き
に
わ
ざ
わ
ざ
マ
ス
ク
を
着
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
聖
体
拝
領
の
直
前
に
マ
ス
ク
を
─
た
い
て
い
は

も
た
も
た
と
─
外
し
て
、
聖
体
拝
領
の
直
後
に
再
び
着
用
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
基
本
法
四
条
に
基
づ
く
申
立
人
の
基
本
権
が
侵
害

（w
egen

）」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、

別
異
取
扱
い
が
基
本
法
三
条
三
項
一
文
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
メ
ル

ク
マ
ー
ル
に
依
拠
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
と
い
う
程
度
に
お
け
る
因

果
性
を
求
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
法
的

な
別
異
取
扱
い
の
た
め
の
結
節
点
と
し
て
援
用
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
の
命
令
の
制
定
者
は
、
信

仰
及
び
宗
教
的
世
界
観
を
別
異
取
扱
い
の
た
め
の
結
節
点
と
し
て

援
用
し
て
い
な
い
。
な
お
、
二
〇
二
〇
年
五
月
三
日
の
命
令
は
、

か
り
に
基
本
法
三
条
三
項
一
文
の
保
護
範
囲
該
当
性
を
肯
定
し
た

と
し
て
も
、
命
令
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
基
本
法
二
条
二
項

一
文
に
基
づ
く
衝
突
す
る
憲
法
に
関
す
る
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、

厳
格
な
基
準
を
適
用
し
た
と
し
て
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
厳
格
な

審
査
に
パ
ス
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
（R

n. 160

）。

一
二�

　二
〇
二
〇
年
六
月
二
六
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁

判
所
決
定

バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
六
月
二
六

日
の
決
定

（
19
）（

判
例
⑫
）
に
お
い
て
、
礼
拝
中
の
マ
ス
ク
着
用
を
義

務
付
け
る
命
令
は
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
基
本
権

（
信
教
の
自
由
）
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
判
断
を
示
し

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

三
三

司
教
区
の
感
染
防
護
計
画
と
併
せ
て
見
る
と
、
そ
の
適
合
性
に
対

す
る
著
し
い
疑
問
が
存
在
す
る
。
ミ
サ
の
間
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に

よ
っ
て
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
は
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

に
加
え
て
マ
ス
ク
着
用
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
何
の
必
要
性
も
な

い
。
少
な
く
と
も
制
約
の
相
当
性
は
欠
け
て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
ン

州
に
お
け
る
感
染
者
数
は
著
し
く
減
少
し
て
い
る
。
か
り
に
州
の

一
部
地
域
に
お
い
て
感
染
者
数
が
突
然
に
増
加
し
た
と
き
は
、
管

轄
官
庁
は
、
地
域
的
に
限
定
し
て
対
応
で
き
る
。
現
在
の
感
染
事

例
数
に
か
ん
が
み
る
と
、
各
基
本
権
主
体
は
、
各
自
の
一
般
的
行

為
自
由
の
枠
内
に
お
い
て
、
各
自
が
危
険
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す

る
か
に
つ
い
て
自
ら
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

基
本
法
四
条
に
基
づ
く
基
本
権
の
高
い
価
値
及
び
重
要
性
が
適
切

に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 4

）。

上
級
行
政
裁
判
所
は
申
立
て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
同
裁
判

所
は
、
規
範
統
制
の
申
立
て
が
本
案
に
お
い
て
勝
訴
の
見
込
み
が

な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
（R

n. 14

）
が
、
そ
の
中
で
、
基
本
法

四
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
基
本
権
の
制
約
は
少
な
く
と
も

「
衝
突
す
る
憲
法
」（
と
く
に
基
本
法
二
条
二
項
一
文
）
に
よ
っ
て

正
当
化
さ
れ
る
（R

n. 15

）
と
論
じ
て
い
る
。
同
裁
判
所
は
、
ま

ず
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

さ
れ
て
い
る
。
命
じ
ら
れ
た
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
、
礼
拝
式
を
損

な
う
と
も
に
、
個
人
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
。
礼
拝
式

の
根
源
的
要
素
で
あ
る
聖
体
拝
領
へ
の
参
加
は
、
外
部
か
ら
の
妨

害
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
な
ら
な
い
。
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
重
大

性
に
か
ん
が
み
る
と
、
信
者
が
で
き
る
の
は
聖
体
に
恭
し
く
近
づ

く
こ
と
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
適
切
な
態
度
は
、
マ
ス
ク
を

着
け
て
外
し
て
再
び
着
け
る
と
い
う
動
作
に
よ
っ
て
不
可
能
に
な

る
。
教
会
の
警
備
員
が
国
家
権
力
の
履
行
補
助
者
と
し
て
信
者
に

マ
ス
ク
を
正
し
く
着
用
す
る
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
が
、
厳
か
な

聖
体
拝
領
は
教
会
の
警
備
員
に
よ
っ
て
も
妨
害
さ
れ
て
い
る
。
外

観
か
ら
し
て
す
で
に
礼
拝
参
列
者
は
自
分
た
ち
を
も
は
や
「
信
仰

を
一
に
し
て
儀
式
を
行
う
信
徒
集
団
」
で
は
な
く
、
潜
在
的
感
染

者
又
は
病
人
で
あ
る
と
感
じ
る
。
聖
体
礼
拝
台
に
集
ま
っ
て
い
る

マ
ス
ク
を
し
た
信
徒
集
団
は
、「
死
が
迫
っ
て
い
る
者
の
悲
劇
的

な
集
ま
り
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
基
本
法
四
条
の

保
護
範
囲
が
著
し
い
影
響
を
受
け
て
い
る
（R

n. 3

）。
か
り
に
礼

拝
に
お
け
る
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
、
こ
れ
だ
け
を
切
り
離
し
て
考

察
す
る
と
、
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
抑
止
す
る
の
に
適
合
的
で

あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小

離
隔
距
離
及
び
そ
こ
か
ら
算
定
さ
れ
る
最
大
参
加
者
数
並
び
に
大

）
五
四
四
（
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ン
州
に
は
評
価
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、

こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 20

）。
マ
ス
ク

着
用
を
命
じ
る
こ
と
は
、
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と

も
、
身
体
的
接
触
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
、
又
は
他
の
人
と
の
間
で

出
来
る
限
り
長
い
離
隔
距
離
を
保
持
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
一
般

的
衛
生
規
則
を
厳
守
す
る
こ
と
と
組
み
合
わ
せ
る
と
、
原
則
的
に

適
合
的
な
手
段
で
あ
る
。
一
般
的
衛
生
規
則
及
び
離
隔
距
離
保
持

命
令
の
遵
守
に
追
加
し
て
マ
ス
ク
着
用
義
務
を
命
じ
る
こ
と
に
よ

り
他
の
制
限
及
び
禁
止
の
緩
和
な
い
し
廃
止
が
可
能
に
な
り
、
こ

れ
に
よ
り
経
済
生
活
及
び
社
会
生
活
に
復
帰
で
き
る
と
い
う
背
景

的
事
情
を
踏
ま
え
て
も
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
適
合
性
は
明
ら
か

で
あ
る
（R

n. 21

）。

そ
し
て
、
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
は
、
攻
撃
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
、
本
件
命
令
六
条
一
項
三
号
に
基
づ
く
礼
拝
及
び

そ
の
他
の
信
仰
共
同
体
の
会
合
の
出
席
者
に
対
す
る
マ
ス
ク
着
用

義
務
に
関
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に

基
づ
く
権
利
が
制
約
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
当
て
は
ま
る

（R
n. 23

）
と
判
断
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
少
な
く
と
も
申
立
人
の
主
張
に
よ
る
限
り
で
は
、
本
件
命

令
六
条
一
項
三
号
に
基
づ
く
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
基
本
法
四
条
一

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
二
〇
二
〇
年
六
月
二
一
日
付
け
報
告
書
に
よ
る
と
、
現

時
点
に
お
い
て
新
規
感
染
者
数
は
減
少
し
て
い
る
が
、
世
界
規
模

に
お
い
て
も
、
ま
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
極
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
で
深
刻
な
状
況
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

命
令
制
定
者
は
、
感
染
症
予
防
法
二
八
条
一
項
の
枠
内
に
お
い
て
、

あ
ら
ゆ
る
措
置
を
、
追
求
す
る
成
果
を
少
な
く
と
も
一
部
で
も
生

じ
さ
せ
る
蓋
然
性
を
高
め
る
範
囲
に
お
い
て
講
じ
る
責
務
が
あ
る
。

Ｒ
Ｋ
Ｉ
は
、
リ
ス
ク
・
グ
ル
ー
プ
を
保
護
し
、
感
染
力
を
減
少
さ

せ
る
た
め
に
、
公
共
の
空
間
に
お
い
て
一
定
の
状
況
の
下
で
マ
ス

ク
を
一
般
的
に
着
用
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。
マ
ス
ク
の
保

護
機
能
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
「
説
得
力

が
あ
る
」
も
の
で
、
他
の
措
置
─
と
く
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上

の
離
隔
距
離
の
保
持
、
咳
の
ル
ー
ル
、
手
の
衛
生
管
理
─
と
併
せ

た
追
加
的
構
成
要
素
と
し
て
マ
ス
ク
を
使
用
す
る
こ
と
は
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
の
速
度
を
遅
ら
せ
る
の
に
適
合
的
で
あ
る
（R

n. 19
）。

学
問
上
の
議
論
に
お
い
て
、
感
染
防
護
に
対
す
る
マ
ス
ク
着
用
の

一
般
的
義
務
の
有
効
性
に
つ
い
て
論
争
が
あ
り
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

の
展
開
に
対
処
す
る
際
に
こ
れ
と
は
別
の
実
際
上
の
不
確
実
性
も

存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
命
令
制
定
者
が
そ
の
決
定
に
際
し

て
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
上
記
の
立
場
を
基
礎
と
し
た
場
合
に
は
、
バ
イ
エ
ル

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

三
五

（R
n.24

）。

ⅱ
　
申
立
人
の
主
張
は
別
と
し
て
、
礼
拝
等
の
参
列
者
に
対
す

る
本
件
命
令
六
条
一
項
三
号
に
基
づ
く
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
、
宗

教
的
行
為
と
の
特
別
の
関
連
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本

法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
参
列
者
の
権
利
を
制
約
し
て
い

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
制
約
は
「
衝
突
す
る
憲
法
」（
と
く

に
基
本
法
二
条
二
項
一
文
）
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
信
教
の

自
由
は
留
保
な
く
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
信
教
の
自
由
は
、
そ
の

限
界
を
、
他
の
憲
法
法
益
の
重
要
性
が
個
別
事
案
に
お
い
て
信
仰

の
自
由
の
制
約
と
少
な
く
と
も
均
衡
を
失
し
て
い
な
い
限
り
、
他

の
憲
法
法
益
の
保
護
に
見
出
す
。
本
件
に
お
い
て
攻
撃
さ
れ
て
い

る
マ
ス
ク
着
用
義
務
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
信
教
の
自
由
の
制

約
は
─
少
な
く
と
も
迅
速
的
手
続
き
の
枠
内
に
お
い
て
は
─
著
し

い
重
大
性
を
有
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
衡
量
に
中
に
含

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
礼
拝
及
び
そ
の
他

の
宗
教
的
会
合
に
参
加
す
る
可
能
性
に
何
の
影
響
も
与
え
な
い
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
参
列
者
が
各
人
の
席
を
離
れ
て
い
る
時
間

に
限
り
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
宗
教
的
行
為
と
の
重
大
な
衝
突

は
、
宗
教
的
行
為
が
静
態
的
に
又
は
座
席
か
ら
離
れ
ず
に
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
範
囲
に
限
っ
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
申

項
及
び
二
項
に
基
づ
く
申
立
人
の
基
本
権
を
制
約
し
て
い
る
と
判

断
す
る
こ
と
に
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
か
り
に
、

聖
体
拝
領
が
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
会
内
規
則
に
よ
り
、

参
列
者
が
そ
の
た
め
に
自
己
の
席
を
離
れ
る
場
合
に
限
り
可
能
で

あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
申
立
人
は
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
、
聖
体

拝
領
の
際
の
「
適
切
な
態
度
」
を
妨
げ
、
そ
の
外
観
の
た
め
に
、

礼
拝
参
列
者
は
自
分
た
ち
を
も
は
や
「
信
仰
を
一
に
し
て
儀
式
を

行
う
信
徒
集
団
」
と
は
感
じ
な
い
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の

よ
う
な
申
立
人
の
差
し
当
た
り
た
ん
に
個
人
的
も
の
に
す
ぎ
な
い

感
覚
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
申
立
人
の
信
仰
の
内
容
又
は

行
使
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
得
る
の
か
に
つ
い
て
、
申
立
人
の
主

張
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ

ろ
そ
の
端
緒
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
際
に
、
申
立
人
が
属
し
て
い
る

ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
フ
ァ
イ
ス
カ
バ
ー
の
着
用
を
禁
止
し

た
り
、
そ
れ
に
（
宗
教
的
）
意
味
を
与
え
た
り
し
て
お
ら
ず
、
む

し
ろ
現
時
点
で
は
礼
拝
に
参
加
し
て
い
る
間
マ
ス
ク
を
着
用
す
る

こ
と
を
自
ら
命
じ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
役
職
者
か
ら
マ
ス
ク
着
用
義
務
に
対

し
て
宗
教
的
根
拠
の
あ
る
異
議
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら

れ
て
い
な
い
し
、
申
立
人
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い

）
五
四
四
（
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）

三
六

基
本
法
四
条
に
基
づ
く
信
仰
の
自
由
の
制
約
を
正
当
化
す
る
適
格

性
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
本
件
に
お
い
て
は
、
当
該
制
約
の
重

大
性
を
凌
駕
し
て
い
る
。
申
立
人
は
、
ミ
サ
の
開
催
中
す
べ
て
の

参
加
者
間
に
お
け
る
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
を
保
障

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
衛
生
上
の
要
求
は
充
た
さ
れ
て
い
る

と
主
張
す
る
が
、
こ
の
こ
と
も
上
記
の
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
。
礼
拝
及
び
そ
の
他
の
宗
教
的
会
合
は
、
通
常
の
場
合
、
閉

鎖
的
空
間
に
お
い
て
多
数
の
人
々
が
短
期
間
に
と
ど
ま
ら
な
い
滞

在
を
す
る
こ
と
と
結
び
付
い
て
お
り
、
純
粋
に
静
態
的
な
状
況

（
例
え
ば
、
席
に
座
っ
て
い
る
場
合
）
以
外
の
状
況
に
お
い
て

人
々
の
間
に
十
分
な
離
隔
距
離
を
全
面
的
に
確
保
す
る
こ
と
は
、

最
大
限
の
注
意
を
払
っ
た
と
し
て
も
で
き
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
本
件
命
令
六
条
一
項
三
号
に
基
づ
く
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
、

基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
基
本
権
の
制
約
及
び
意
義

の
重
大
性
と
の
関
係
に
お
い
て
相
当
の
比
例
性
を
有
し
て
い
る

（R
n. 26

）。

一
三�

　二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
七
日
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
裁

判
所
決
定

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
七

立
人
の
主
張
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
他
の
場
合
に
お
い
て
も
、
基

本
法
四
条
に
基
づ
く
権
利
の
重
大
な
制
約
は
、
そ
の
規
範
名
宛
人

に
つ
い
て
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
最
後
に
、
制
約
の
重
大

性
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
マ
ス
ク
を
外
す
こ
と
も
常
に

許
さ
れ
る
（
本
件
命
令
一
条
二
項
三
号
）
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に

減
じ
ら
れ
る
。
通
常
は
祭
壇
の
あ
る
場
所
の
中
心
で
行
わ
れ
る

ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
聖
体
拝
領
の
状
況
に
お
い
て

は
、
本
件
命
令
六
条
一
項
三
号
に
基
づ
く
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
免

除
さ
れ
る
。
い
か
な
る
時
間
に
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
免
除

が
認
め
ら
れ
る
の
か
は
、
各
々
の
教
義
の
内
容
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
に
、
聖
体
拝
領
の
ま
さ
に
直

前
か
ら
、
そ
し
て
聖
体
拝
領
の
間
に
限
り
マ
ス
ク
を
外
す
と
い
う

申
立
人
が
述
べ
る
大
司
教
区
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
と
同
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
の

実
践
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
理
由
は
な
い
（R

n. 25
）。

基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
礼
拝
参
列
者
の
権
利
の

制
約
は
、
基
本
法
二
条
二
項
一
文
に
基
づ
く
基
本
権
の
保
護
が
よ

り
重
大
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
感
染
症
予
防
法

上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
マ
ス
ク
着
用
命
令
は
、
住
民

の
生
命
及
び
健
康
の
保
護
（
基
本
法
二
条
二
項
一
文
）
を
追
求
し

て
い
る
と
こ
ろ
、
住
民
の
生
命
及
び
健
康
の
保
護
は
、
一
般
的
に

）
五
四
四
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Ｅ
教
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
礼
拝
の
「
厳
か
な
執
行
」

に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
礼
拝
に
お
い
て
、
現
行
の
コ

ロ
ナ
防
護
規
定
の
全
部
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、

司
教
総
代
理
の
職
務
指
令
に
対
応
し
て
法
律
の
規
定
を
上
回
る
よ

り
厳
格
な
防
護
措
置
及
び
衛
生
措
置
を
遵
守
し
て
い
る
。
マ
ス
ク

着
用
を
命
じ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
礼
拝
に
お
い
て
は
必
要
で
は
な
い
の
で
、
本
件
一
般
処
分
は
実

体
的
に
も
違
法
で
あ
る
。
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
集
計
し
た
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、

「
感
染
環
境
」
の
項
目
「
礼
拝
」
は
、
他
の
感
染
環
境
と
比
べ
て

副
次
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
カ
ト

リ
ッ
ク
の
礼
拝
に
お
い
て
席
で
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
こ
と
は
必
要

で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
信
者
は
礼
拝
中
静
か
に
座
り
、
ひ
ざ
ま

ず
き
、
又
は
起
立
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
際
に
も
一
・
五
メ
ー
ト

ル
の
離
隔
距
離
を
相
互
に
保
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
申
立
人
が

知
る
限
り
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ア
ム
マ
イ
ン
及
び
リ
ン
ブ
ル
ク
大

司
教
区
の
地
区
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
に
お
い
て
感

染
事
例
は
発
生
し
て
い
な
い
。
申
立
人
は
、
官
庁
が
礼
拝
に
お
け

る
従
来
の
感
染
防
護
措
置
を
徹
底
的
に
監
視
す
る
こ
と
が
マ
ス
ク

着
用
義
務
よ
り
も
緩
や
か
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
件
一
般

処
分
は
、
信
者
と
ミ
サ
執
行
司
祭
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。
絶
対

日
の
決
定

（
20
）（

判
例
⑬
）
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の

司
祭
に
対
し
て
礼
拝
中
マ
ス
ク
着
用
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
適
法

で
あ
る
と
判
断
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
ア
ム
マ
イ
ン
市
は
、

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
五
日
の
市
内
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
（S

A
R

S
-C

ov-2

）
感
染
拡
大
阻
止
対
策
の
た
め
の
一
般
処

分
（
以
下
、「
本
件
一
般
処
分
」
と
い
う
。）
五
号
に
よ
り
、
コ
ロ

ナ
接
触
制
限
及
び
営
業
制
限
命
令
（C

oK
oB

eV

）
一
条
二
ａ
項

に
基
づ
く
合
同
の
宗
教
的
行
為
の
た
め
の
信
仰
共
同
体
の
会
合
並

び
に
葬
儀
及
び
埋
葬
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
参
加
者
に
対
し
て

マ
ス
ク
（M

und-N
asen-B

edeckung
）
の
着
用
を
命
じ
る
と
の

規
定
（
六
号
一
文
）
を
本
件
一
般
処
分
に
追
加
し
た
。
ま
た
、
本

件
一
般
処
分
に
は
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
と
併
せ
て
、
マ
ス
ク
を
外

す
こ
と
も
、
そ
れ
が
必
要
な
宗
教
的
行
為
を
行
う
た
め
に
ど
う
し

て
も
必
要
で
あ
り
、
そ
の
際
に
他
の
人
と
間
に
お
け
る
一
・
五

メ
ー
ト
ル
の
離
隔
距
離
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
短
期
間

に
限
り
許
さ
れ
る
と
定
め
る
例
外
規
定
（
第
六
号
三
文
）
も
導
入

さ
れ
た
（R

n. 2

）。
申
立
人
は
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
で
あ

る
（R

n. 1

）。
申
立
人
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
に
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
裁
判
所
に
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
て
訴
え
を

提
起
し
た
。
申
立
人
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
申
立
人
は
、

）
五
四
四
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三
八

申
立
人
が
示
し
た
制
限
は
劣
位
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
（R

n. 23

）
と
判
断
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
申
立
人
は
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
、
そ
の
宗
教
活
動
及
び

牧
会
活
動
に
お
い
て
、
と
く
に
、
聖
書
の
章
句
を
唱
え
、
説
教
を

す
る
と
き
に
申
立
人
を
強
く
妨
げ
、
さ
ら
に
、
マ
ス
ク
着
用
義
務

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
行
使
に
含
ま

れ
る
と
こ
ろ
の
聖
書
の
朗
読
及
び
解
釈
を
す
る
際
に
申
立
人
を
強

く
制
約
す
る
と
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
申
立
人
の
差
し
当
た
り
た

ん
に
個
人
的
も
の
に
す
ぎ
な
い
感
覚
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
お
い

て
申
立
人
の
信
仰
の
内
容
又
は
行
使
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
得
る

の
か
に
つ
い
て
、
申
立
人
の
主
張
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
そ
の
端
緒
に
と
ど
ま
る
。
し
か

し
、
そ
の
際
に
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
マ
ス
ク
着
用
を
自

ら
命
じ
て
お
り
、
申
立
人
が
持
ち
出
し
た
「
礼
拝
の
厳
か
な
執

行
」
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
リ
ム
ブ
ル
ク
司
教
区
の
二
〇
二
〇
年
九
月
七
日
以

降
に
行
わ
れ
る
礼
拝
式
に
関
す
る
職
務
指
令
に
よ
る
と
、
座
席
に

着
く
ま
で
と
教
会
を
去
る
際
に
マ
ス
ク
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
聖
体
拝
領
の
間
は
マ
ス
ク
着
用
を
強
制
的
に
命
じ
て
い
な

的
な
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
、
そ
の
宗
教
活
動
及
び
牧
会
活
動
に
お

い
て
、
と
く
に
、
聖
書
の
章
句
を
唱
え
、
説
教
を
す
る
と
き
に
聖

職
者
を
強
く
妨
げ
て
い
る
。
信
者
に
と
っ
て
も
、
マ
ス
ク
着
用
義

務
は
、
そ
の
信
教
の
自
由
の
重
大
な
制
約
で
あ
る
。
本
件
一
般
処

分
は
、
地
域
的
条
件
の
観
点
か
ら
も
区
別
を
設
け
て
い
な
い
。
エ

ア
ロ
ゾ
ル
（
飛
沫
核
）
に
よ
る
空
気
感
染
に
と
っ
て
、
つ
ま
り
感

染
リ
ス
ク
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
空
間
の
容
積
も
、
ま
た
、
そ

の
他
の
状
況
も
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 4

）。

行
政
裁
判
所
は
、
本
件
一
般
処
分
五
号
の
延
期
効
を
求
め
る
申

立
て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
行
政
裁
判
所
に
よ
る
と
、
感
染
事

象
と
信
仰
共
同
体
の
会
合
と
の
関
連
性
は
あ
り
得
る
も
の
で
あ
り
、

排
除
さ
れ
な
い
。
礼
拝
及
び
そ
の
他
の
宗
教
的
会
合
が
、
通
常
の

場
合
、
閉
鎖
的
空
間
に
お
い
て
多
数
の
人
々
が
短
期
間
に
と
ど
ま

ら
な
い
滞
在
を
す
る
こ
と
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
こ
の
こ
と
は
的
外
れ
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
（R

n. 21
）。

そ
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
少
な
く
と
も
、
基
本
法
四
条
に
基
づ

く
信
教
の
自
由
及
び
基
本
法
二
条
に
基
づ
く
一
般
的
行
為
の
自
由

と
い
う
関
係
す
る
保
護
法
益
と
住
民
の
健
康
の
保
護
及
び
医
療
制

度
の
過
重
負
担
の
阻
止
と
い
う
基
本
法
二
条
二
項
一
文
を
拠
り
ど

こ
ろ
と
す
る
公
共
的
目
的
と
を
比
較
し
て
結
果
衡
量
を
す
る
と
、

）
五
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い
。
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
屋
外
礼
拝
に
お
い
て
は
必
要
で
は
な
い

と
の
想
定
は
、
相
手
方
（
市
）
は
一
般
処
分
一
号
に
よ
っ
て
マ
ス

ク
着
用
義
務
を
市
内
の
人
通
り
の
多
い
道
路
に
お
い
て
も
命
じ
て

い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
各
々
の
会
合
の
形
態
に
よ
っ
て

区
別
す
る
こ
と
、
そ
れ
故
に
信
仰
共
同
体
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ

と
は
、
憲
法
上
の
中
立
性
要
請
に
反
す
る
。
申
立
人
が
挙
げ
て
い

る
、
官
庁
に
よ
る
礼
拝
中
の
衛
生
規
定
及
び
離
隔
距
離
規
定
の
監

視
並
び
に
制
裁
は
宗
教
的
モ
ー
メ
ン
ト
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
よ
り
緩
や
か
な
手
段
と
し
て
は
考
慮
に
値
し

な
い
。
職
務
指
令
の
基
準
に
よ
る
衛
生
計
画
が
存
在
し
て
い
る
と

の
申
立
人
の
異
議
も
効
き
め
が
な
い
。
感
染
拡
大
が
新
た
な
段
階

に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
、
既
存
の
措
置
に
「
追
加
的
」
措
置
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
ミ
サ
執
行
司
祭
を
例
外
と
し
、
信
者

に
対
し
て
の
み
マ
ス
ク
着
用
義
務
を
課
す
こ
と
は
、
感
染
を
阻
止

す
る
た
め
の
よ
り
緩
や
か
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
適
合
的
な
手
段

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 27

）。
当
裁
判
所
は
、

一
般
的
衛
生
規
則
及
び
離
隔
距
離
保
持
命
令
の
遵
守
に
加
え
て
マ

ス
ク
着
用
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
初
期

に
お
い
て
行
わ
れ
た
礼
拝
禁
止
の
よ
う
な
他
の
制
限
及
び
禁
止
を

行
わ
な
い
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
（R

n.28

）。

い
が
、
そ
れ
を
排
除
し
て
も
い
な
い
。
さ
ら
に
、
リ
ム
ブ
ル
ク
司

教
区
の
発
出
し
た
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
九
日
付
け
通
知
は
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
に
よ
る
礼
拝
中
の
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
制
定
を

踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
も
防
護
措
置
及
び
衛
生
措
置
を
礼
拝
等
に

お
い
て
実
施
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
今
後
と
も
継
続
す
る
と
い
う

内
容
の
地
区
担
当
者
の
メ
ー
ル
を
引
用
し
て
い
る
（R

n.24

）。

ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
マ
ス
ク
着
用
義
務
に
対
し
て
宗
教

的
根
拠
の
あ
る
異
議
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な

い
し
、
申
立
人
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い
。
マ
ス
ク
着
用

義
務
は
、
共
同
で
宗
教
的
行
為
を
行
う
た
め
に
信
仰
共
同
体
が
会

合
を
行
う
可
能
性
に
何
の
影
響
を
与
え
て
い
な
い
（R

n.25

）。

も
っ
と
も
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
、
司
祭
の
宗
教
活
動
及
び
牧
会

活
動
に
お
い
て
司
祭
に
影
響
を
与
え
、
こ
れ
に
よ
り
、
宗
教
的
行

為
並
び
に
宗
教
的
慣
行
の
実
践
及
び
遵
守
の
領
域
に
お
い
て
影
響

を
与
え
る
と
と
も
に
、
基
本
権
の
核
心
領
域
に
根
付
い
て
い
る
行

為
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
（R

n. 26

）。

ⅱ
　
申
立
人
は
、
よ
り
緩
や
か
な
手
段
と
し
て
、
合
同
の
宗
教

的
行
為
を
す
る
た
め
の
信
仰
共
同
体
の
会
合
が
行
わ
れ
る
空
間
的

条
件
に
よ
っ
て
区
別
を
設
け
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
基

準
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な

）
五
四
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四
〇

断
の
観
察
及
び
評
価
並
び
に
こ
れ
に
対
応
し
た
調
整
を
受
け
る
こ

と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
（R

n. 34

）。

Ⅲ
　
結
び
に
か
え
て

㈠
　
以
上
の
叙
述
に
よ
り
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け

る
信
教
の
自
由
の
制
限
に
関
連
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
の
動
向
は
ほ

ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

（
21
）

。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
問

題
と
な
っ
た
の
は
、
⑴
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
の
憲
法
適
合
性
（
判

例
①
～
判
例
⑩
）、
⑵
礼
拝
中
に
求
め
ら
れ
る
衛
生
規
則
及
び
マ

ス
ク
着
用
義
務
の
憲
法
適
合
性
（
判
例
⑪
～
判
例
⑬
）
で
あ
っ
た
。

以
下
、
結
び
に
か
え
て
、
上
記
の
論
点
に
含
ま
れ
る
理
論
的
問
題

点
を
抽
出
す
る
作
業
を
行
う
。

検
討
に
先
立
っ
て
、
信
教
の
自
由
の
保
護
範
囲
及
び
制
約
の
正

当
化
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
判
例
は
先

例
に
依
拠
し
て
お
り
、
新
た
な
解
釈
論
を
打
ち
出
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
基
本
法
四
条
は
「
留
保

の
な
い
基
本
権
」
を
定
め
て
い
る
が
、
信
教
の
自
由
の
制
約
が
衝

突
す
る
基
本
権
や
他
の
憲
法
上
の
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る

と
い
う
の
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
で
あ
る

（
22
）

。

住
民
の
健
康
の
保
護
及
び
医
療
制
度
の
過
重
負
担
の
阻
止
と
い

う
基
本
法
二
条
二
項
一
文
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
公
共
的
目
的

（R
n. 29

）
と
の
衡
量
を
す
る
に
際
し
て
、
裁
判
所
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ

に
よ
る
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
六
日
付
け
「C

O
V

ID
-19

の
リ
ス

ク
評
価
」
を
基
礎
に
置
く
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
は
、
極
め

て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
深
刻
な
状
況
に
あ
る
（R

n. 30

）。
現
在
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
感
染
の
急
激
な
拡
大
が
観
察
さ
れ
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ

は
、
全
住
民
が
感
染
防
護
に
取
り
組
む
よ
う
に
と
の
警
告
を
緊
急

に
発
し
て
い
る
（R

n. 31

）。
こ
の
よ
う
な
背
景
事
情
に
お
い
て
、

マ
ス
ク
着
用
義
務
は
、
新
規
感
染
者
数
を
少
な
く
と
も
一
時
的
に

減
少
さ
せ
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
速
度
を
遅
ら
せ
、

こ
れ
に
よ
り
回
避
可
能
な
死
亡
事
例
の
発
生
確
率
を
減
少
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（R

n. 32

）。
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能

性
の
あ
る
人
の
生
命
及
び
健
康
の
格
別
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
る

と
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
信
教
の
自
由
の
時
間
的
及
び

状
況
的
に
限
定
さ
れ
た
制
限
は
、
追
求
さ
れ
て
い
る
目
的
と
の
関

係
に
お
い
て
均
衡
を
失
し
て
い
な
い
。
マ
ス
ク
着
用
義
務
は
、
一

般
的
行
為
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
比
較
的
低
い
重
大
性
と
の
関

係
に
お
い
て
相
当
の
均
衡
を
失
し
て
い
な
い
（R

n. 33

）。
そ
の

際
に
当
裁
判
所
は
、
措
置
に
期
限
が
付
さ
れ
て
お
り
、
措
置
が
不

）
五
四
五
（
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四
一

論
じ
て
い
る
。
ハ
イ
ニ
ッ
ヒ
に
よ
る
と
、
こ
の
規
定
は
「
長
期
的

な
禁
止
」
で
は
な
く
、
多
く
の
人
を
救
済
す
る
た
め
に
保
健
衛
生

政
策
と
し
て
理
解
で
き
る
計
画
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
「
暫
定
的

措
置
」
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
措
置
は
、
特
定
の
宗
教
に
向

け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
宗
教
そ
れ
自
体
に
も
向
け
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
意
味
に
お
い
て
「
中
立
的
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ハ
イ
ニ
ッ

ヒ
は
、
会
合
が
禁
止
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
公
共
の
場
で
活
動

す
る
こ
と
も
、
牧
会
活
動
を
営
む
こ
と
も
、
宗
教
的
活
動
を
行
う

こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
は
、
今
後
も
ミ
サ
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
ん
に
参
列

者
が
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
ハ
イ
ニ
ッ
ヒ
の
こ
の
指
摘
は
、
公
開

の
礼
拝
の
禁
止
に
よ
る
信
教
の
自
由
の
制
約
の
程
度
（
重
大
性
）

を
低
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
手
段
の
相
当
性
を
肯
定
す
る
論

拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
と
く
に
注
目
す
る
の
は
最
後
の

論
拠
で
あ
る
。
ハ
イ
ニ
ッ
ヒ
は
、
宗
教
的
行
為
は
公
開
の
礼
拝
以

外
に
も
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
は
宗
教
的
行

為
の
一
部
を
制
約
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
こ
れ
以
外
の
形
態
の

宗
教
的
行
為
は
制
約
を
受
け
て
い
な
い
）
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

公
開
の
礼
拝
の
禁
止
に
よ
る
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
重
大

性
を
低
く
評
価
し
て
い
る
。
信
教
の
自
由
の
制
約
に
関
す
る
同
じ

従
っ
て
、
本
稿
で
紹
介
し
た
判
例
に
お
い
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
保
護
範
囲
及
び
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
の
解
釈
論

で
は
な
く
、
事
案
の
具
体
的
検
討
に
当
た
っ
て
の
事
実
評
価
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
以
下
、
上
記
の
点
に
着
目
し
な
が
ら
若
干
の
検

討
を
行
う
。

㈡
　
ま
ず
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
検

討
し
よ
う
。
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
が
信
教
の
自
由
（
宗
教
的
行
為

の
自
由
）
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
く
、

問
題
と
な
る
の
は
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
が
比
例
原
則
に
適
合
し
て

い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
規
制
目
的
の
正
当
性
と
手

段
の
適
合
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
特
に
異
論
は

な
い
だ
ろ
う
。
議
論
が
分
か
れ
る
の
は
手
段
の
必
要
性
及
び
相
当

性
の
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
で
は
相
当
性
の
要
件

に
絞
っ
て
検
討
を
加
え
る
。

判
例
①
か
ら
判
例
⑩
ま
で
の
判
例
は
、
公
開
の
礼
拝
を
禁
止
す

る
命
令
の
規
定
が
相
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
微

妙
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ハ
イ
ニ
ッ

ヒ
（H

ans M
ichael H

einig

）
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
七
日

の
論
説

（
23
）

に
お
い
て
、
公
開
の
礼
拝
を
禁
止
す
る
規
定
は
比
例
原
則

に
反
し
て
お
ら
ず
、
憲
法
上
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

）
五
四
五
（
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四
二

れ
に
対
し
て
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一

法
廷
第
二
部
会
決
定
（
判
例
④
）
は
、
公
開
の
礼
拝
の
開
催
と
礼

拝
へ
の
参
加
は
申
立
人
ら
の
信
仰
の
中
心
的
構
成
要
素
で
あ
り
、

こ
の
信
仰
上
の
行
為
を
、
教
会
へ
の
個
人
的
訪
問
又
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
礼
拝
の
中
継
と
い
っ
た
他
の
形
式
の
宗
教
活
動
に

置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
申
立
人
の
主
張
を
受
け
入

れ
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
は
、
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
基

づ
く
申
立
人
ら
の
権
利
（
信
仰
及
び
告
白
の
自
由
）
に
対
す
る

「
極
め
て
重
大
な
制
約
」
を
意
味
す
る
と
判
示
し

（
29
）

、
信
教
の
自
由

の
制
約
の
程
度
に
関
す
る
判
例
②
と
判
例
③
の
評
価
を
否
定
し
て

い
る
。
二
〇
二
〇
年
四
月
一
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第

二
部
会
決
定
（
判
例
⑥
）
も
同
じ
評
価
を
し
て
い
る

（
30
）

。
こ
れ
は
、

判
例
⑤
の
評
価
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
の
判
例

（
判
例
⑨
⑩
）
は
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
は
信
教
の
自
由
に
対
す

る
「
重
大
な
制
約
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
判

例
④
、
判
例
⑥
及
び
判
例
⑨
は
、
生
命
及
び
健
康
の
保
護
（
基
本

法
二
条
二
項
）
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る

「
重
大
な
制
約
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
開
の
礼
拝
を
禁
止
す
る
措

置
の
相
当
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て

二
〇
二
〇
年
四
月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会

よ
う
な
評
価
は
、
判
例
①
、
判
例
②
、
判
例
③
、
判
例
⑤
及
び
判

例
⑦
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
二
〇
年
四
月
三

日
ド
レ
ス
デ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
①
）
は
、
宗
教
的
会
合

が
禁
止
さ
れ
て
も
、
申
立
人
に
は
他
の
形
態
の
信
仰
活
動
が
残
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
24
）

。
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
ベ
ル

リ
ン
行
政
裁
判
所
判
決
（
判
例
②
）
は
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
に

よ
っ
て
、
申
立
人
は
、
そ
の
教
義
に
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
を

強
制
さ
れ
て
い
な
い
し
、
個
人
の
枠
内
に
お
い
て
宗
教
的
行
為
を

す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
信
教
の
自
由
の
核

心
領
域
は
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る

（
25
）

。
ま
た
、

二
〇
二
〇
年
四
月
八
日
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行

政
裁
判
所
決
定
（
判
例
③
）
も
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
公
開
の
礼
拝
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
26
）

。
さ
ら

に
、
二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
ヘ
ッ
セ
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

（
判
例
⑤
）
は
、
信
者
に
は
多
く
の
人
が
集
ま
る
こ
と
な
く
で
き

る
宗
教
的
行
為
の
す
べ
て
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る

（
27
）

。
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
行
政

裁
判
所
決
定
（
判
例
⑦
）
は
、
他
の
信
者
が
出
席
し
て
い
る
礼
拝

へ
の
参
加
又
は
礼
拝
の
開
催
の
禁
止
は
「
信
教
の
自
由
の
部
分
領

域
」
の
み
に
影
響
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る

（
28
）

。
こ

）
五
四
四
（
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三

と
考
え
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
公
開
の
礼
拝
の
全
面
的
禁

止
の
憲
法
適
合
性
を
疑
問
視
す
る
決
定
（
判
例
⑩
）
を
下
す
に

至
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
に
よ
る
信
教
の

自
由
に
対
す
る
制
約
の
程
度
が
重
大
で
あ
る
と
の
評
価
の
定
着
を

指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う

（
32
）

。

と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
ニ
ッ
ヒ
は
、
公
開
の
礼
拝
を
禁
止
す
る
規
定

が
比
例
原
則
に
反
し
な
い
論
拠
と
し
て
、
そ
れ
が
「
暫
定
的
措

置
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
挙
げ
て
い
る
。
判
例
①
か
ら
判
例
⑦
ま

で
の
判
例
は
、
禁
止
措
置
の
相
当
性
を
判
断
す
る
に
際
し
て
措
置

の
暫
定
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
〇
二
〇
年
四

月
二
九
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
二
部
会
決
定
（
判
例

⑩
）
は
こ
の
論
拠
に
言
及
し
て
い
な
い
。
ヒ
ル
グ
リ
ュ
バ
ー

（C
hristian H

illgruber

）
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
二
日
に
公

表
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
全
住
民
の
健
康
の
保
護
に
役

立
つ
こ
と
を
目
的
と
す
る
措
置
も
比
例
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
礼
拝
の
禁
止
が
、
信
教
の
自
由
に
適
合
す
る
た

め
に
は
ど
の
よ
う
な
期
間
ま
で
及
ぶ
の
か
を
き
め
細
か
く
見
極
め

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
礼
拝
の
数
週
間
に
も
及
ぶ
禁
止
を

根
拠
付
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
発
言
し
て
い
た

（
33
）

。
筆
者

は
、
判
例
⑩
が
個
別
の
事
案
に
お
い
て
例
外
的
許
可
を
与
え
る
可

決
定
（
判
例
⑩
）
が
公
開
の
礼
拝
の
全
面
的
禁
止
の
憲
法
適
合
性

を
疑
問
視
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
同
決
定
は
、
モ
ス
ク
に

お
け
る
礼
拝
の
禁
止
は
、
少
な
く
と
も
ラ
マ
ダ
ン
中
の
金
曜
礼
拝

に
も
及
ぶ
範
囲
に
お
い
て
、
信
仰
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
約

を
意
味
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
本
件
命

令
が
、
─
必
要
に
応
じ
て
衛
生
官
庁
の
意
見
も
聴
い
た
上
で
─
具

体
的
事
情
を
総
合
的
に
評
価
す
る
場
合
に
は
感
染
の
危
険
の
有
意

的
増
大
を
確
実
に
否
定
で
き
る
よ
う
な
礼
拝
を
個
別
事
案
に
お
い

て
例
外
的
に
許
可
す
る
可
能
性
を
ま
っ
た
く
認
め
て
い
な
い
こ
と

は
、
少
な
く
と
も
、
現
時
点
の
危
険
状
況
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
疫

学
上
の
危
険
に
対
処
す
る
現
在
の
戦
略
に
お
い
て
は
、
是
認
で
き

な
い
と
判
示
し
た

（
31
）

。
本
決
定
が
個
別
の
事
案
に
お
い
て
例
外
的
許

可
を
与
え
る
可
能
性
の
な
い
一
般
的
禁
止
の
基
本
法
四
条
適
合
性

を
疑
問
視
し
た
論
拠
と
し
て
複
数
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
少

な
く
と
も
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
が
信
教
の
自
由
に
対
す
る
「
重
大

な
制
約
」
で
あ
る
と
の
評
価
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
判
例
①
か
ら
判
例
⑩
ま
で
の
判
例

を
分
析
し
て
み
る
と
、
公
開
の
礼
拝
の
禁
止
に
よ
る
信
教
の
自
由

に
対
す
る
制
約
の
程
度
（
重
大
性
）
の
評
価
が
措
置
の
相
当
性
の

判
断
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

四
四

に
基
づ
く
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
に
基

づ
く
申
立
人
（
礼
拝
参
列
者
）
の
基
本
権
を
制
約
し
て
い
る
と
判

断
す
る
こ
と
に
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
と
指
摘
し

て
お
り

（
34
）

。
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
申
立
人
の
信
教
の
自
由
に
対
す
る

制
約
に
当
た
ら
な
い
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
裁

判
所
決
定
（
判
例
⑬
）
は
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
、
司
祭
の
宗
教

活
動
及
び
牧
会
活
動
に
お
い
て
司
祭
に
影
響
を
与
え
、
こ
れ
に
よ

り
、
宗
教
的
行
為
並
び
に
宗
教
的
慣
行
の
実
践
及
び
遵
守
の
領
域

に
お
い
て
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
基
本
権
の
核
心
領
域
に
根

付
い
て
い
る
行
為
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
と
指
摘

し
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
司
祭
の
信
教
の
自
由
を
制
約
し
て
い
る

と
考
え
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る

（
35
）

。
判
例
⑫
と
判
例
⑬
の
違
い
は
、

「
礼
拝
参
列
者
」
に
対
す
る
マ
ス
ク
着
用
義
務
か
、
そ
れ
と
も

「
司
祭
」
に
対
す
る
マ
ス
ク
着
用
義
務
か
と
い
う
事
案
の
違
い
に

起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
マ
ス
ク

着
用
義
務
を
課
す
こ
と
が
信
教
の
自
由
を
制
約
し
て
い
る
か
ど
う

か
が
一
つ
の
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
の
問
題
点
の
指
摘
で
満
足
す

る
ほ
か
な
い
。
最
後
に
、
礼
拝
中
以
外
の
場
面
に
つ
い
て
も
一
言

し
て
お
く
と
、
宗
教
上
の
戒
律
が
顔
を
覆
い
隠
す
こ
と
を
禁
止
し

能
性
の
な
い
一
般
的
禁
止
の
憲
法
適
合
性
を
疑
問
視
し
た
背
景
と

し
て
は
、
四
月
後
半
に
も
な
る
と
措
置
の
暫
定
性
は
論
拠
と
し
て

使
え
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。

㈢
　
つ
ぎ
に
、
礼
拝
中
の
衛
生
規
則
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の

憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
礼
拝
中
に
衛
生
規
則
の
遵

守
を
求
め
る
こ
と
は
宗
教
的
行
為
に
制
約
を
加
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
礼
拝
中

に
お
け
る
感
染
防
護
措
置
を
定
め
た
州
政
府
の
コ
ロ
ナ
命
令
及
び

文
化
省
の
命
令
の
諸
規
定
に
よ
る
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が

比
例
原
則
に
合
致
す
る
と
し
た
二
〇
二
〇
年
五
月
一
八
日
バ
ー
デ

ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑪
）

は
説
得
力
が
あ
り
、
と
く
に
検
討
を
要
す
る
問
題
は
な
い
。
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
礼
拝
中
の
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
憲

法
適
合
性
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
礼
拝
中
の
マ
ス
ク
着
用
義
務
が

信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
結
論
に
異
論
は
な

い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ

も
マ
ス
ク
着
用
義
務
を
課
す
こ
と
が
信
教
の
自
由
を
制
約
し
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
〇
二
〇

年
六
月
二
六
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例

⑫
）
は
、
少
な
く
と
も
申
立
人
の
主
張
に
よ
る
限
り
で
は
、
命
令

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

四
五

「【
ド
イ
ツ
】
コ
ロ
ナ
禍
の
自
治
体
支
援
の
た
め
の
憲
法
改
正
等
及

び
倒
産
防
止
策
延
長
」
外
国
の
立
法
二
八
五
・
二
号
（
二
〇
二
〇

年
）
四
頁
以
下
。
ま
た
、
水
島
朝
穂
が
自
己
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
る｢

直
言｣

に
も
継
続
的
に
ド
イ
ツ
の
状
況
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。「2020/7/6

：
コ
ロ
ナ
の
『
永
続
波
』
に
い
か
に
備

え
る
か
─
『
新
し
い
日
常
』
？
」（http://w

w
w

.asaho.com
/jpn/

bkno/2020/0706.htm
l

）、「2020/10/26

：
欧
州
に
お
け
る
コ
ロ

ナ
危
機

─G
o T

o 

ト
ラ
ブ
ル
の
日
本
」（http://w

w
w

.asaho.
com

/jpn/bkno/2020/1026.htm
l

）。
さ
ら
に
、
横
田
明
美
・
阿

部
和
文
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る C

O
V

ID
 19

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
）
へ
の
立
法
対
応
─
連
邦
と
州
の
権
限
配
分
及
び
行
政

情
報
法
の
観
点
か
ら
」JIL

IS
 

レ
ポ
ー
ト V

ol.3 N
o.2 

（
一
般
財

団
法
人
情
報
法
制
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）、
中
西
優
美
子
「
ド
イ

ツ
の
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
対
応
と
Ｅ
Ｕ
（
ド
イ
ツ
か
ら
の
報
告
）」
週

刊
経
団
連
タ
イ
ム
ス
・
緊
急
レ
ポ
ー
ト
（
短
期
集
中
連
載
②
）

二
〇
二
〇
年
五
月
一
二
日
（https://w

w
w

.keidanren.or.jp/
journal/tim

es/2020/covid19_E
U

02.htm
l

）、

山

本

真

敬

「C
O

V
ID

-19

と
ド
イ
ツ
の
法
状
況
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
四
六
号

（
二
〇
二
〇
年
）
七
一
頁
、
石
塚
壮
太
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
緊
急

事
態
宣
言
？
」
弘
文
堂
ス
ク
エ
ア
『〈
コ
ロ
ナ
〉
と
憲
法

　

C
O

V
ID

-19

感
染
拡
大
へ
の
各
国
対
応
と
緊
急
事
態
宣
言
か
ら
考

え
る
第
四
回
（2020-10-06

）』（https://coronatokenpou.
hatenablog.com

/entry/2020/10/06

）、
瀬
古
雄
祐
「【
ド
イ
ツ
】

経
済
安
定
化
基
金
の
創
設
─
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
対

て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
に
マ

ス
ク
着
用
義
務
を
課
す
こ
と
は
そ
の
人
の
信
教
の
自
由
に
対
す
る

制
約
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
36
）

。
し
か
し
、
そ

れ
以
外
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
信
教
の
自
由

の
制
約
に
当
た
る
か
ど
う
か
、
制
約
に
当
た
る
場
合
が
あ
る
と
し

て
、
制
約
に
当
た
る
と
い
う
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
要
件
が
必
要

な
の
か
。
こ
れ
は
、
理
論
的
に
は
極
め
て
興
味
深
い
論
点
と
言
え

よ
う
。

（
1
） 

岡
田
俊
幸
「
コ
ロ
ナ
危
機
下
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
」

日
本
法
学
八
六
巻
二
・
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
一
七
頁
以
下
。

こ
の
論
文
の
原
稿
は
二
〇
二
〇
年
六
月
八
日
に
提
出
さ
れ
た
。
同

論
文
の
脱
稿
後
に
公
表
さ
れ
た
（
又
は
そ
の
存
在
に
気
付
い
た
）

関
連
文
献
（
ド
イ
ツ
の
法
制
度
や
判
例
を
紹
介
し
た
論
文
）
と
し

て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
泉
眞
樹
子
に
よ
る
一
連
の
論

文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
泉
眞
樹
子
「【
ド
イ
ツ
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
関
連
法
（
そ
の
二
）」
外
国
の
立
法
二
八
四
・
一
号

（
二
〇
二
〇
年
）
一
二
頁
以
下
、
同
「【
ド
イ
ツ
】
コ
ロ
ナ
危
機
に

対
処
す
る
た
め
の
税
制
支
援
に
関
す
る
法
律
」
外
国
の
立
法

二
八
四
・
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
二
頁
以
下
、
同
「【
ド
イ
ツ
】

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
第
二
次
補
正
予
算
法
及
び
経
済
安
定
化
対
策
等
」

外
国
の
立
法 

二
八
五
・
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下
、
同

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

四
六

S
enats vom

 16. Juli 2020 - 1 B
vR

 1541/20 - , http://w
w

w
.

bverfg.de/e/rk20200716_1bvr154120.htm
l

）
や
、
長
時
間
の

無
言
デ
モ
の
禁
止
に
関
す
る
仮
命
令
の
発
布
の
申
立
て
を
斥
け
た

二
〇
二
〇
年
八
月
三
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会

決

定
（B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten 

S
enats vom

 30. A
ugust 2020 - 1 B

vQ
 94/20 - , http://

w
w

w
.bverfg.de/e/qk20200830_1bvq009420.htm

l

）
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
決
定
に
つ
い
て
も
紹
介

す
る
作
業
を
行
う
計
画
を
立
て
て
い
た
。
し
か
し
、
言
い
訳
に
す

ぎ
な
い
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
あ
え
て
申
し
上
げ
る
と
、
Ｉ
Ｔ
「
未

修
者
」
で
あ
る
筆
者
は
、
ま
さ
に
予
想
通
り
（
！
）
オ
ン
ラ
イ
ン

授
業
の
準
備
と
実
施
に
手
間
取
り
、
残
念
な
が
ら
上
記
の
計
画
は

実
現
で
き
な
か
っ
た
。

（
3
） 

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
三
日
に
提
出
さ
れ
た
。
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
が
研
究
の
対
象
と
す
る
判
例
は

二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
三
日
ま
で
に
筆
者
が
知
り
得
た
も
の
に
限

ら
れ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
は
、

大
林
啓
吾
「
コ
ロ
ナ
禍
の
信
教
の
自
由
」
弘
文
堂
ス
ク
エ
ア
『〈
コ

ロ
ナ
〉
と
憲
法

　C
O

V
ID

-19

感
染
拡
大
へ
の
各
国
対
応
と
緊
急

事
態
宣
言
か
ら
考
え
る
第
一
一
回
（2020-12-09

）』（https://
coronatokenpou.hatenablog.com

/entry/2020/12/09

）
に

よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
を
出
来
る
限
り
客
観
的
・
内
在
的

に
紹
介
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

策
─
」
外
国
の
立
法 

二
八
五
・
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
頁
以
下
、

横
田
明
美
「
ド
イ
ツ
感
染
症
予
防
法
の
多
段
改
正
と
市
民
へ
の
情

報
提
供
─C

O
V

ID
-19

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
）
へ
の

法
的
対
応
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
七
〇
頁

以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
法
制
度
等
に
関
す
る
記
述
を
含

む
論
文
と
し
て
、
井
田
敦
彦
「C

O
V

ID
-19

と
緊
急
事
態
宣
言
・

行
動
規
制
措
置
─
各
国
の
法
制
を
中
心
に
─
」
調
査
と
情
報
─

IS
S

U
E

 B
R

IE
F

─
一
一
〇
〇
号
（
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
二
〇

年
）
一
頁
以
下
が
あ
る
。
な
お
、
熊
谷
徹
『
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
露

わ
に
し
た
「
国
の
か
た
ち
」
欧
州
コ
ロ
ナ
一
五
〇
日
間
の
攻
防
』

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書
（
二
〇
二
〇
年
）、
翁
百
合
「
ド
イ
ツ
の
コ
ロ
ナ

対
策
か
ら
何
を
学
べ
る
か
─
医
療
態
勢
・
機
動
的
対
応
・
財
政
運

営
─
」
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ 

オ
ピ
ニ
オ
ン
ペ
ー
パ
ーN

o. 54 

（
二
〇
二
〇
年

一
〇
月
）（https://w

w
w

.nira.or.jp/pdf/opinion54.pdf

）
も
参

照
。

（
2
） 

岡
田
・
前
掲
注（
１
）
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が

二
〇
二
〇
年
三
月
中
旬
か
ら
五
月
末
日
ま
で
の
間
に
コ
ロ
ナ
・
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
連
す
る
事
案
に
つ
い
て
下
し
た
諸
決
定
を
時
系

列
に
沿
っ
て
紹
介
し
た
が
、
二
〇
二
〇
年
六
月
一
日
以
降
も
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
い
く
つ
か
の
注
目
に
値
す
る
決
定
を
下
し
て
い

る
。
例
え
ば
、C

O
V

ID
-19

と
の
関
連
に
お
い
て
ト
リ
ア
ー
ジ
規

制
を
し
な
い
立
法
者
の
不
作
為
に
対
す
る
仮
命
令
発
布
の
申
立
て

を
棄
却
し
た
二
〇
二
〇
年
七
月
一
六
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
三

部
会
決
定
（B

V
erfG

, B
eschluss der 3. K

am
m

er des E
rsten 

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

四
七

以
上
の
理
由
か
ら
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
性
格
を
有
す
る
に
と
ど
ま

る
本
稿
を
あ
え
て
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
6
） V

G
 D

resden, B
eschluss vom

 03. A
pril 2020 – 3 L

 
182/20 –, juris. 

以
下
、
判
例
の
引
用
は
、
本
文
中
に
当
該
箇
所

の
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
7
） V

G
 B

erlin, E
ntscheidung vom

 07. A
pril 2020 – 14 L

 
32/20 –, juris.

（
8
） B

V
erfG

E
 108, 282, 297; B

V
erw

G
E

 112, 227 ff., 314, 
318.

（
9
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, 

B
eschluss vom

 08. A
pril 2020 – O

V
G

 11 S
 21/20 –, juris.

（
10
） 

行
政
裁
判
所
は
、S

t. A
fra-K

irche

を
Ｓ
教
会
と
表
記
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
はS

t. A

教
会
と
表
記
し

て
い
る
。

（
11
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 10. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 31/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200410_1bvq003120.htm

l. 

こ
の
決
定
は
、
岡
田
・

前
掲
注（
１
）一
二
六
頁
以
下
に
お
い
て
も
紹
介
し
て
お
い
た
が
、

判
例
の
展
開
を
時
系
列
に
沿
っ
て
客
観
的
に
紹
介
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
こ
の
決
定
の
紹
介
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
で

も
繰
り
返
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
以
下
の
記
述
は
、
岡

田
・
前
掲
注（
１
）一
二
六
頁
以
下
の
記
述
を
利
用
し
て
い
る
。

（
12
） H

essischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 
07. A

pril 2020 – 8 B
 892/20.N

 –, juris.

の
作
業
は
、
あ
く
ま
で
も
信
教
の
自
由
に
対
す
る
制
約
の
憲
法
適

合
性
と
い
う
限
定
的
な
視
角
か
ら
行
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ

て
、
行
政
訴
訟
法
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
お
ら

ず
（
そ
も
そ
も
筆
者
に
は
こ
れ
を
紹
介
・
検
討
す
る
能
力
は
な
く
）、

客
観
的
・
内
在
的
に
ド
イ
ツ
の
判
例
を
紹
介
す
る
作
業
を
行
う
と

し
て
も
、
行
政
法
研
究
者
が
こ
の
作
業
を
し
た
場
合
に
は
、
全
く

別
の
紹
介
の
仕
方
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
（vgl. P

h
ilipp 

B
en

d
er, V

erw
altungsgerichtlicher R

echtsschutz gegen 
G

ottesdienstverbote durch M
aßnahm

en zur E
indäm

m
ung 

des C
orona-V

irus, in: N
V

w
Z

 - E
xtra 9b/2020.

）。

（
5
） 

本
稿
は
、
そ
の
多
く
の
部
分
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
及
び
行
政

裁
判
所
が
下
し
た
諸
決
定
を
時
系
列
に
沿
っ
て
客
観
的
・
内
在
的

的
に
紹
介
す
る
作
業
に
当
て
て
お
り
、
ま
た
、
諸
決
定
に
つ
い
て

若
干
の
検
討
を
行
う
部
分
も
含
ん
で
い
る
が
、
問
題
点
の
抽
出
に

と
ど
ま
り
、
立
ち
入
っ
た
理
論
的
考
察
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
は
、「
論
説
」
の
水
準
に
ま
っ
た
く
到

達
し
て
お
ら
ず
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
性
格
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
岡
田
・
前
掲
注（
１
）一
五
三
頁
で
述
べ

た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
述
べ
る
と
、
コ
ロ
ナ
危
機
の
時
期
に
お
け

る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
活
動
を
客
観
的
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
に

も
少
な
く
な
い
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
ド
イ
ツ

の
裁
判
所
の
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
な
お
継

続
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
わ
る
憲
法
上
の
問
題

を
考
察
す
る
上
で
も
一
つ
の
参
考
資
料
と
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

四
八

B
eschluss vom

 18. M
ai 2020 – 1 S

 1357/20 –, juris.

（
19
） B

ayerischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 
26. Juni 2020 – 20 N

E
 20.1423 –, juris.

（
20
） V

G
 F

rankfurt, B
eschluss vom

 27. O
ktober 2020 – 5 

L
 2749/20.F

 –, juris.

（
21
） 

二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決

定
（B

ayerischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 
09. A

pril 2020 – 20 N
E

 20.738 –, juris

）
は
取
り
上
げ
な

か
っ
た
。
以
下
に
そ
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
申
立
人

は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
住
所
を
有
し
て
い
る
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教

徒
で
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
四
月
六
日
付
け
書
面
に
よ
っ
て
、
教
会
、

モ
ス
ク
及
び
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
お
け
る
会
合
を
原
則
と
し
て
禁
止
し

た
バ
イ
エ
ル
ン
州
命
令
一
条
一
項
二
文
に
対
し
て
、
宗
教
的
行
使

の
自
由
（
基
本
法
四
条
一
項
及
び
二
項
）
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
、

行
政
裁
判
所
法
四
七
条
六
項
に
基
づ
く
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
た

（R
n. 6

）。
こ
れ
に
対
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

仮
の
権
利
保
護
手
続
き
に
対
す
る
権
利
保
護
の
必
要
性
を
否
定
し

て
、
申
立
て
を
斥
け
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判

示
し
た
。
大
司
教
区
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
及
び
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
は
、
自
発

的
に
、C

O
V

ID
-19

の
羅
病
の
拡
大
を
阻
止
し
、
と
く
に
危
険
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
を
保
護
す
る
た
め
に
、
二
〇
二
〇
年

四
月
一
九
日
ま
で
公
開
の
礼
拝
の
執
行
を
中
止
し
、
信
者
（
申
立

人
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。）
に
対
し
て
ミ
サ
に
参
列
す
る
義
務
を
免

除
し
て
い
る
。
大
司
教
区
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
及
び
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
の
決

（
13
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 10. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 28/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200410_1bvq002820.htm

l. 

こ
の
決
定
は
、
岡
田
・

前
掲
注（
１
）一
二
四
頁
以
下
に
お
い
て
も
紹
介
し
て
お
い
た
が
、

判
例
の
展
開
を
時
系
列
に
沿
っ
て
客
観
的
に
紹
介
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
こ
の
決
定
の
紹
介
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
で

も
繰
り
返
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
以
下
の
記
述
は
、
岡

田
・
前
掲
注（
１
）一
二
四
頁
以
下
の
記
述
を
利
用
し
て
い
る
。

（
14
） V

G
 H

am
burg, B

eschluss vom
 09. 04. 2020 - 9 E

 
1605/20. 

こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
欄
外
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
本
文
中
に
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
り
引
用
す
る
。

（
15
） T

hüringer O
berverw

altungsgericht, B
eschluss vom

 
09. A

pril 2020 – 3 E
N

 238/20 –, juris.

（
16
） O

V
G

 L
üneburg, B

eschluss vom
 23. A

pril 2020 – 13 
M

N
 109/20 –, juris.

（
17
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 29. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 44/20 - , http://w

w
w

.bverfg.
de/e/qk20200429_1bvq004420.htm

l. 

こ
の
決
定
は
、
岡
田
・

前
掲
注（
１
）一
三
八
頁
以
下
に
お
い
て
も
紹
介
し
て
お
い
た
が
、

判
例
の
展
開
を
時
系
列
に
沿
っ
て
客
観
的
に
紹
介
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
こ
の
決
定
の
紹
介
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
で

も
繰
り
返
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
以
下
の
記
述
は
、
岡

田
・
前
掲
注（
１
）一
三
八
頁
以
下
の
記
述
を
利
用
し
て
い
る
。

（
18
） V

erw
altungsgerichtshof B

aden-W
ürttem

berg, 

）
五
四
四
（



コ
ロ
ナ
危
機
下
の
信
教
の
自
由
（
岡
田
）

四
九

32/20 –, juris, R
n. 22.

（
26
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, 

B
eschluss vom

 08. A
pril 2020 – O

V
G

 11 S
 21/20 –, juris, 

R
n. 12.

（
27
） H

essischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 
07. A

pril 2020 – 8 B
 892/20.N

 –, juris, R
n. 53.

（
28
） V

G
 H

am
burg, 09.04.2020 - 9E

 1605/20, S
. 15.

（
29
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 10. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 31/20 - , R

n. 10, http://w
w

w
.

bverfg.de/e/qk20200410_1bvq003120.htm
l.

（
30
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 10. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 28/20 – , R

n. 11, http://w
w

w
.

bverfg.de/e/qk20200410_1bvq002820.htm
l.

（
31
） B

V
erfG

, B
eschluss der 2. K

am
m

er des E
rsten S

enats 
vom

 29. A
pril 2020 - 1 B

vQ
 44/20 - R

n. 14, http://w
w

w
.

bverfg.de/e/qk20200429_1bvq004420.htm
l.

（
32
） 

柴
田
正
義
「＜

研
究
ノ
ー
ト＞

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
と
礼
拝

の
自
由
」
金
城
学
院
大
学
論
集
社
会
科
学
編
一
七
巻
一
号

（
二
〇
二
〇
年
）
二
六
頁
以
下
（
三
九
頁
）
は
、「
特
に
キ
リ
ス
ト

教
に
お
い
て
、『
礼
拝
は
信
仰
の
い
の
ち
』
で
あ
り
信
教
の
自
由
の

中
核
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の

た
め
、
礼
拝
自
粛
に
伴
い
オ
ン
ラ
イ
ン
等
の
代
替
措
置
を
講
ず
る

こ
と
は
、
宗
派
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
本
質
的
意
義
を
損
な
う
こ
と

に
な
り
、
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い

定
は
、
教
会
の
内
部
領
域
に
お
け
る
自
律
的
法
設
定
と
し
て
、
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
構
成
員
で
あ
る
申
立
人
に
よ
っ
て
差
し
当
た
り

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
申
立
人
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
す
で
に
実
際
上
の
理
由
か
ら
、
自
己
の
属
す
る
信
仰
共

同
体
の
礼
拝
に
参
加
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
な
い
（R

n. 23

）。

B
ayerischer V

erw
altungsgerichtshof, B

eschluss vom
 09. 

A
pril 2020 – 20 N

E
 20.704 –

は
同
種
の
事
案
を
扱
う
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紹
介
し
な
い
。

ま
た
、
関
連
す
る
判
例
と
し
て
、V

G
 H

annover, B
eschluss 

vom
 07. A

pril 2020 – 15 B
 2112/20 –, juris; S

ächsisches 
O

berverw
altungsgericht, B

eschluss vom
 09. A

pril 2020 – 
3 B

 119/20 –, juris; S
ächsisches O

berverw
altungsgericht, 

B
eschluss vom

 09. A
pril 2020 – 3 B

 115/20 –, juris; O
V

G
 

L
üneburg, B

eschluss vom
 28. A

pril 2020 – 13 M
N

 90/20 –, 
juris

等
が
あ
る
が
、
紹
介
し
な
い
。

（
22
） B

V
erfG

E
 28, 243, 261.

（
23
） 

H
ans M

ichael H
einig, G

ottesdienstverbot auf G
rundlage 

des Infektionsschutzgesetzes: V
erfassungsrechtliche 

R
echtfertigung und G

renzen, V
erfB

log, 2020/3/17, 
https://verfassungsblog.de/gottesdienstverbot-auf-
grundlage-des-infektionsschutzgesetzes/.

（
24
） V

G
 D

resden, B
eschluss vom

. 03. A
pril 2020 - 3L

 
183120 -, juris, R

n. 22.

（
25
） V

G
 B

erlin, E
ntscheidung vom

 07. A
pril 2020 – 14 L

 

）
五
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

五
〇

（
34
） B
ayerischer V

erw
altungsgerichtshof, B

eschluss vom
 

26. Juni 2020 – 20 N
E

 20.1423 –, juris, R
n. 24.

（
35
） V

G
 F

rankfurt, B
eschluss vom

 27. O
ktober 2020 – 5 

L
 2749/20.F

 –, juris, R
n. 26.

（
36
） V

gl. D
ie W

issen
sch

aftlich
en

 D
ien

ste d
es D

eu
tsch

en
 

B
u

n
d

esta
g

es, „M
u

nd
-N

asen-B
ed

eck
u

ng
“ u

nd 
F

reiheitsrechte, W
D

 3 - 3000 - 109/20, S
. 9.

る
。
ま
た
、
土
井
健
司
「【
緊
急
提
言
】
礼
拝
学
の
視
点
か
ら

（
二
）　
礼
拝 

守
る
知
恵
と
工
夫
を
」（
二
〇
二
〇
年
三
月
一
一
日

付
け
キ
リ
ス
ト
教
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
は
、「
主
日
礼
拝
の
中
止
、

や
は
り
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
カ

ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
は
、
そ
の
中
心
に
『
エ
ウ
カ
リ
ス
テ
ィ
ア
』
が

あ
り
、
つ
ま
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
い
う
聖
餐
式
が
中
心
に
な
る
。

そ
の
た
め
信
徒
の
出
席
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
司
祭
は
ミ

サ
を
執
り
行
い
、
そ
の
祭
儀
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
対
し
て
私
た
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
礼
拝
は
、
み
言

葉
の
朗
読
と
そ
の
説
教
が
中
心
と
な
る
。
こ
こ
に
ミ
サ
と
礼
拝
の

違
い
が
あ
る
。
聖
餐
式
は
一
つ
の
儀
礼
と
し
て
参
加
者
が
い
な
く

と
も
司
祭
一
人
で
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
礼
拝
は
、
説
教
を
中
心
と
す
る
か
ぎ
り
牧
師
が
一
人
で

礼
拝
を
行
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。〔
改
行
〕
し
た
が
っ
て
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
、
主
日
礼
拝
の
中
止
は
、
一
週
間
の
区
切

り
の
中
で
教
会
と
し
て
礼
拝
を
ま
っ
た
く
行
わ
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
（http://w

w
w

.kirishin.
com

/2020/03/06/41698/

）。

（
33
） 

C
h

ristia
n

 H
illg

ru
b

er, K
önnen G

ottesdienste 
verboten w

erden? / K
irchenrechtler über R

eligionsfreiheit 
und C

orona, https://w
w

w
.dom

radio.de/them
en/

corona/2020-03-12/koennen-gottesdienste-verboten-
w

erden-kirchenrechtler-ueber-religionsfreiheit-und-
corona.

）
五
四
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

五
一

【
事
実
の
概
要
】

一
　
本
件
は
、
平
成
二
一
年
七
月
一
五
日
に
発
生
し
た
原
告
Ｘ
社

所
有
の
船
舶
（
以
下
、
本
船
と
い
う
）
が
中
華
人
民
共
和
国
か
ら

兵
庫
県
姫
路
港
へ
向
か
っ
て
航
行
し
て
い
た
際
、
浅
瀬
に
座
礁
し

た
こ
と
（
以
下
、
本
件
座
礁
事
故
と
い
う
）
に
つ
き
、
本
件
座
礁

事
故
の
原
因
は
本
船
の
水
先
業
務
に
従
事
し
て
い
た
被
告
水
先
人

Ｙ
１
が
本
船
を
右
転
さ
せ
る
べ
き
地
点
を
取
り
違
え
て
予
定
よ
り

早
く
右
転
さ
せ
た
重
過
失
に
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
社
が
Ｙ
１
ら
に
対

し
て
上
記
水
先
契
約
及
び
不
法
行
為
に
基
づ
き
損
害
賠
償
責
任
を

追
及
し
た
事
件
で
あ
る
。

Ｙ
１
は
、
平
成
二
一
年
七
月
一
五
日
午
後
五
時
五
〇
分
、
水
先

業
務
を
行
う
た
め
、
神
戸
市
和
田
岬
沖
合
で
本
船
に
乗
船
し
、
水

水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る

損
害
賠
償
責
任

─
大
阪
高
判
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
四
日 

W
estlaw

 Japan

文
献
番
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L
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C
A
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１
）

）
五
〇
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

五
二

者
に
請
求
し
な
い
も
の
と
す
る
。」

同
三
項

「
前
二
項
は
、
水
先
人
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
基
づ
く
責
任

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。」

Ｙ
１
が
、
本
船
乗
船
後
、
本
船
Ｄ
船
長
に
対
し
同
意
を
求
め
た

パ
イ
ロ
ッ
ト
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
カ
ー
ド
（
以
下
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
と

い
う
）
に
は
、
水
先
人
か
ら
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
〔
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー

ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
〕
の
実
践
と
し
て
、「
Ｐ
Ｉ
Ｃ
の
嚮
導
計
画

を
確
認
す
る
こ
と
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
の
記
載
と
水
先
人
の
実
際
の
嚮
導
に

矛
盾
が
あ
れ
ば
、
水
先
人
に
質
問
す
る
こ
と
」
が
、
ま
た
、
水
先

業
務
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
は
、「
本
船
へ
の
要
請
（
特
に

Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
〔
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
・

パ
イ
ロ
ッ
ト
〕
の
一
環
と
し
て
）
見
張
り
及
び
適
当
な
間
隔
で
船

位
測
定
、
海
図
へ
の
記
入
、
航
行
監
視
―
計
画
航
路
よ
り
大
き
く

外
れ
た
場
合
の
リ
マ
イ
ン
ド
、
Ｐ
Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｔ
の
操
船
意
図
／
意
見

に
疑
問
が
あ
る
と
き
の
質
問
」
が
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
、
船
側
の

チ
ェ
ッ
ク
を
求
め
て
い
る
。
Ｙ
１
は
、
Ｄ
船
長
か
ら
機
関
や
航
海

計
器
な
ど
に
異
常
が
な
い
旨
の
説
明
を
受
け
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
を
提
出
し
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
件
水
先
業
務
に
お
け
る
予
定
航
路
は
、
明
石

先
業
務
を
開
始
し
た
（
以
下
、
本
件
水
先
業
務
と
、
そ
の
た
め
の

水
先
契
約
を
本
件
水
先
契
約
と
い
う
）。
な
お
、
本
件
水
先
契
約

は
次
の
よ
う
な
規
定
を
含
む
内
海
水
先
区
水
先
約
款
（
以
下
、
本

件
約
款
と
い
う
）
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。

一
二
条
一
項

「
船
長
は
、
水
先
人
の
操
船
上
の
助
言
が
確
実
か
つ
迅
速
に
実
行

さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
常
に
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。」

同
二
項

「
船
長
は
、
一
般
見
張
り
を
厳
重
に
行
な
い
、
港
内
又
は
特
殊
な

水
域
航
行
中
は
適
当
な
場
所
に
見
張
員
を
配
置
し
（
レ
ー
ダ
ー
を

装
備
す
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
活
用
す
る
。）
異
常
を
認

め
た
と
き
は
速
か
に
水
先
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。」

二
一
条
一
項

「
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
は
、
水
先
人
に
水
先
を
さ
せ
た
場
合
に

お
い
て
、
水
先
人
の
業
務
上
の
過
失
に
よ
り
、
当
該
船
舶
、
船
長
、

船
員
又
は
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
水
先
人
の
責
任

を
問
わ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
水
先
人
は
、
当
該
船
舶
に

関
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
水
先
料
の
全
額
を
船
長
又
は
船
舶
所
有

）
五
〇
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

五
三

を
行
っ
た
。
当
直
航
海
士
は
、
日
本
の
港
に
入
る
の
は
初
め
て
で

あ
り
、
当
直
操
舵
手
は
、
日
本
へ
入
航
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
瀬

戸
内
海
を
航
行
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
当
直
操
舵
手
は
、

手
動
で
舵
を
と
っ
て
お
り
、
当
直
航
海
士
は
、
レ
ー
ダ
ー
を
見
る

な
ど
し
て
見
張
り
を
し
、
明
石
海
峡
航
路
を
出
て
か
ら
は
一
五
分

お
き
に
本
船
の
位
置
を
海
図
に
記
入
し
て
い
た
。
本
船
は
、
明
石

海
峡
航
路
を
通
航
し
て
い
た
が
、
同
日
午
後
六
時
四
三
分
頃
、
同

航
路
西
口
で
、
針
路
を
二
四
八
度
に
定
め
、
一
一
・
四
ノ
ッ
ト
の

速
力
で
航
行
し
た
。
本
船
が
播
磨
灘
航
路
に
入
っ
た
頃
、
本
船
よ

り
も
速
力
が
遅
い
二
隻
の
小
型
船
（
以
下
、
同
航
船
と
い
う
）
が
、

本
船
の
前
方
を
同
じ
方
向
に
航
行
し
て
い
た
。
Ｙ
１
は
、
鹿
ノ
瀬

西
方
灯
浮
標
の
周
辺
で
右
転
す
る
鹿
ノ
瀬
西
ル
ー
ト
・
北
ル
ー
ト

に
よ
り
、
姫
路
港
へ
向
け
て
航
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
同
航
船
を
い
か
に
追
い
越
し
て
右
転
す
る
か
に
気
を

遣
っ
た
。
本
船
は
、
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
を
航
過
し
た
午
後
七
時
三
〇

分
頃
、
本
船
に
近
い
方
の
同
航
船
一
隻
を
追
い
越
し
た
。
同
日
の

日
没
時
刻
は
午
後
七
時
一
五
分
で
あ
り
、
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
は
点
灯

し
て
い
た
。
日
没
後
の
薄
明
り
の
中
で
は
あ
っ
た
が
、
視
界
は
良

く
、
Ｙ
１
は
、
目
視
及
び
双
眼
鏡
に
よ
り
、
同
灯
浮
標
の
灯
火
、

塗
色
及
び
形
状
の
種
類
を
確
認
し
よ
う
と
思
え
ば
、
す
る
こ
と
が

海
峡
航
路
を
抜
け
た
後
、
推
薦
航
路
を
西
南
西
方
向
に
航
行
し
、

播
磨
灘
航
路
第
六
号
灯
浮
標
を
航
過
し
、
同
第
五
号
灯
浮
標
の
周

辺
で
右
転
し
、
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
（
た
だ
し
、
同
灯
浮
標
は

Ｐ
Ｉ
Ｃ
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
）
の
西
方
を
北
上
し
、
姫
路
港

広
畑
区
に
向
か
い
錨
泊
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
Ｙ

１
は
、
当
初
か
ら
、
鹿
ノ
瀬
西
ル
ー
ト
・
北
ル
ー
ト
を
航
行
す
る

こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
本
船
の
右
転
予
定
地
点
は
、
播
磨
灘
航

路
第
五
号
灯
浮
標
で
は
な
く
、
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
と
す
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
上
記
カ
ー
ド
に
よ
る
説
明
は
、
カ
ン
タ
マ
ル
ー
ト

を
避
け
て
、
鹿
ノ
瀬
西
ル
ー
ト
を
航
行
す
る
大
略
の
ル
ー
ト
を
示

す
趣
旨
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
右
転
予
定
地
点
が

鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
付
近
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
船
長
及

び
そ
の
他
の
乗
組
員
に
告
げ
ず
、
海
図
等
を
利
用
し
た
予
定
針
路

の
説
明
も
し
な
か
っ
た
。
本
船
は
、
同
日
午
後
六
時
一
八
分
頃
、

明
石
海
峡
航
路
に
入
航
し
た
後
、
午
後
六
時
三
〇
分
頃
ま
で
は
、

Ｄ
船
長
を
含
め
、
約
一
〇
人
が
船
橋
に
い
た
が
、
明
石
海
峡
大
橋

を
通
過
後
、
Ｙ
１
に
声
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
Ｄ
船
長
は
夕
食
を

と
る
た
め
船
橋
か
ら
降
り
た
。
そ
の
た
め
、
ブ
リ
ッ
ジ
内
に
は
Ｙ

１
の
ほ
か
、
一
等
航
海
士
Ｅ
（
以
下
、
当
直
航
海
士
と
い
う
）
と

操
舵
手
Ｆ
（
以
下
、
当
直
操
舵
手
と
い
う
）
が
残
り
、
航
海
当
直

）
五
〇
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

五
四

る
よ
う
指
示
し
た
（
以
上
の
Ｙ
１
の
灯
浮
標
誤
認
と
こ
れ
に
基
づ

く
右
変
針
指
示
を
「
本
件
Ｙ
１
の
行
為
」
と
い
う
）。
当
直
航
海

士
は
、
本
船
の
船
位
に
つ
い
て
「
鹿
ノ
瀬
の
南
西
沖
で
あ
り
、
も

う
少
し
で
北
西
側
に
位
置
す
る
浅
瀬
を
過
ぎ
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
た
が
、
Ｙ
１
に
は
報
告
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本

船
が
鹿
ノ
瀬
を
航
過
し
た
た
め
針
路
を
北
寄
り
に
向
け
た
の
だ
と

理
解
し
た
が
、
最
後
の
位
置
を
記
入
し
て
か
ら
あ
ま
り
時
間
が
経

過
し
て
い
な
い
た
め
、
少
し
不
安
に
駆
ら
れ
た
が
、
変
針
の
地
点

に
つ
い
て
も
Ｙ
１
に
尋
ね
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、

本
船
は
、
午
後
七
時
三
二
分
頃
、
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
を
正
横
に
見
な

が
ら
徐
々
に
右
変
針
し
、
そ
れ
以
上
は
変
針
す
る
こ
と
な
く
航
行

を
続
け
、
同
日
午
後
七
時
四
〇
分
頃
、
同
灯
浮
標
の
北
に
位
置
す

る
鹿
ノ
瀬
の
浅
瀬
に
座
礁
し
た
。
な
お
、
Ｙ
１
は
本
件
座
礁
事
故

に
つ
い
て
、
業
務
上
過
失
往
来
危
険
の
罪
で
起
訴
さ
れ
、
罰
金

三
〇
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
、
ま
た
、
海
難
審
判
に
お
い
て
一

か
月
間
の
業
務
停
止
に
処
せ
ら
れ
た

（
２
）

。

そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
１
に
対
し
て
水
先
契
約
の
債
務
不
履
行
及

び
不
法
行
為
に
基
づ
き
、
本
件
座
礁
事
故
に
よ
っ
て
Ｘ
が
被
っ
た

損
害
金
二
億
五
一
二
九
万
七
四
八
六
円
及
び
遅
延
損
害
金
を
、
さ

ら
に
、
Ｙ
１
が
所
属
す
る
被
告
水
先
人
会
及
び
被
告
水
先
人
連
合

で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
き
Ｙ
１
は
、
視
認
し
た
灯
浮
標
と

本
船
と
の
位
置
関
係
を
レ
ー
ダ
ー
及
び
目
視
で
確
認
し
、
レ
ー

ダ
ー
画
面
上
の
映
像
で
通
常
右
に
見
て
変
針
す
る
鹿
ノ
瀬
西
方
灯

浮
標
沖
に
お
け
る
同
灯
浮
標
と
本
船
と
の
相
関
映
像
の
情
景
と
、

本
件
座
礁
事
故
直
前
の
本
船
の
レ
ー
ダ
ー
画
面
に
映
し
出
さ
れ
た

鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
と
本
船
と
の
相
関
映
像
の
情
景
と
が
、
あ
ま
り
に

も
類
似
し
て
い
た
た
め
、
瞬
間
的
に
錯
覚
に
陥
り
、
視
認
し
た
鹿

ノ
瀬
灯
浮
標
を
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
で
あ
る
と
思
い
込
ん
だ
。
し

か
も
、
Ｙ
１
は
、
そ
の
際
、
自
ら
視
認
し
、
レ
ー
ダ
ー
で
も
認
識

し
た
灯
浮
標
の
種
類
を
確
認
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や

海
図
に
よ
っ
て
灯
浮
標
や
船
位
を
確
認
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
Ｙ
１
は
、
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
を
本
船
右
舷
側
に
一
マ

イ
ル
隔
て
て
航
行
す
る
針
路
を
取
れ
ば
、
本
船
を
安
全
に
右
転
さ

せ
、
姫
路
港
に
向
か
う
予
定
針
路
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
日
午
後
七
時
三
一
分
、
本
船
は
、
実

際
に
は
、
播
磨
灘
航
路
第
六
号
灯
浮
標
を
航
過
し
た
だ
け
で
、
鹿

ノ
瀬
西
ル
ー
ト
・
北
ル
ー
ト
の
右
転
予
定
地
点
で
あ
る
鹿
ノ
瀬
西

方
灯
浮
標
の
周
辺
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
直
操
舵
手
に
対
し
、
本
船
を
手
動
操
舵
に
切
り
替
え
、
右
転
の

た
め
針
路
二
五
五
度
を
指
示
し
、
さ
ら
に
、
徐
々
に
右
に
変
針
す

）
五
〇
五
（
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五
五

た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
免
責
す
る
こ

と
に
し
た
。
以
上
が
本
件
水
先
約
款
二
一
条
の
趣
旨
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
同
条
三
項
に
い
う

『
重
過
失
』
と
は
、
注
意
義
務
違
反
の
程
度
が
故
意
と
同
視
し
得

る
ほ
ど
顕
著
で
、
こ
の
免
責
規
定
に
よ
り
水
先
人
を
保
護
す
る
必

要
性
を
欠
く
場
合
、
す
な
わ
ち
水
先
人
が
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度

の
注
意
を
払
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払
う

こ
と
を
怠
ら
な
け
れ
ば
、
容
易
く
違
法
か
つ
有
害
な
結
果
を
予
見

し
、
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

僅
か
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
、
上
記
違
法
、
有
害
な
結
果

を
予
見
し
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
を
い
う
も
の

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、「
Ｙ
１
は
、
上

記
の
と
お
り
同
日
午
後
七
時
一
八
分
、
実
際
に
播
磨
灘
航
路
第
六

号
灯
浮
標
を
通
過
し
、
右
舷
側
に
鹿
ノ
瀬
の
浅
瀬
を
見
な
が
ら
南

西
方
向
へ
航
行
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
迂
闊
に
も
上
記
の

僅
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
怠
り
、
容
易
に
見
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
は
ず
の
『
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標
』
を
『
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
』
と

思
い
込
み
、
操
舵
手
に
対
し
て
本
船
の
右
転
を
指
示
し
た
上
、
そ

の
後
も
自
ら
の
誤
り
に
気
づ
か
ず
、
漫
然
と
鹿
ノ
瀬
の
浅
瀬
に
向

け
航
行
を
続
け
、
本
件
座
礁
事
故
を
招
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
い

会
（
Ｙ
２
）
に
対
し
て
、
Ｙ
１
の
使
用
者
で
あ
り
、
ま
た
Ｙ
１
を

監
視
監
督
す
る
義
務
が
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
怠
っ
た
と
し
て
、
不

法
行
為
又
は
使
用
者
責
任
に
基
づ
き
、
連
帯
し
て
上
記
損
害
賠
償

金
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
。

二
　
原
審
（
神
戸
地
判
平
成
平
成
二
七
年
九
月
三
日W

estlaw
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）
は
以
下
の
よ
う

に
判
示
し
て
、
Ｙ
１
に
対
す
る
請
求
の
一
部
を
認
容
し
た
。

「〔
本
件
水
先
約
款
二
一
条
の
〕
免
責
及
び
そ
の
排
除
規
定
の
趣

旨
・
目
的
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
船
舶

事
故
は
、
そ
の
性
質
上
、
常
に
船
舶
所
有
者
に
多
額
の
人
的
、
物

的
損
害
を
発
生
さ
せ
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、

船
舶
所
有
者
は
、
か
か
る
船
舶
を
所
有
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
水
先

人
な
ど
を
利
用
し
て
運
航
に
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
利
益

を
取
得
し
得
る
地
位
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
水
先
業
務

に
お
い
て
水
先
人
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
全
て
を
水
先

人
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
酷
に
過
ぎ
、
損
害
の
公
平
な
分
担
と
い
う

観
点
か
ら
も
水
先
人
の
責
任
を
一
定
の
範
囲
で
制
限
し
、
こ
れ
を

保
護
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
水
先
人
保
護
の

要
請
を
踏
ま
え
、
水
先
人
の
責
任
を
故
意
又
は
重
過
失
が
あ
る
場

合
に
限
定
し
、
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
尽
く
さ
な
か
っ

）
五
〇
五
（
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五
六

過
失
に
関
す
る
判
断
を
左
右
し
な
い
」
と
し
、
本
船
側
の
過
失
に

つ
い
て
二
割
、
過
失
相
殺
し
て
、
Ｙ
１
に
対
し
て
一
億
九
二
二
六

万
一
八
七
四
円
の
賠
償
を
認
め
、
Ｙ
２
に
対
す
る
請
求
は
棄
却
し

た
。
Ｘ
及
び
Ｙ
１
が
控
訴
。

【
判
旨
】
Ｙ
１
の
控
訴
に
基
づ
き
原
判
決
一
部
取
消
・
請
求
棄
却
、

Ｘ
の
控
訴
棄
却
。

Ⅰ
　
本
件
約
款
の
免
責
条
項
に
お
け
る
「
重
過
失
」
の
意
義

「
本
件
免
責
条
項
の
主
な
趣
旨
、
目
的
は
、
…
水
先
人
は
海
上
交

通
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
反
面
、
い
っ
た
ん
水
先
業

務
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
損
害
が
そ
の
負
担
能
力

を
は
る
か
に
超
え
て
甚
大
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
保
険
等

に
よ
り
適
切
に
補
て
ん
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
水

先
人
を
保
護
す
べ
く
、
そ
の
責
任
を
一
定
の
場
合
に
限
定
し
よ
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
…
本
件
免
責
条
項
に
お
い
て

水
先
人
が
免
責
さ
れ
な
い
重
過
失
と
は
、
単
に
、
過
失
の
程
度
が

重
大
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
水
先
人
の
注
意

義
務
違
反
の
程
度
が
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
顕
著
で
あ
り
、
上

記
の
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
、
目
的
に
照
ら
し
て
も
、
水
先
人
を

保
護
す
る
必
要
性
を
欠
く
場
合
、
す
な
わ
ち
、
①
水
先
人
が
、
違

得
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
Ｙ
１
の
行
為
に
お
け
る
同
被
告
の
注
意

義
務
違
反
の
程
度
は
、
他
に
『
特
段
の
事
情
』
が
認
め
ら
れ
な
い

限
り
、
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
重
大
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
」
と
し
て
、
そ
の
特
段
の
事
情
に
つ
い
て
、
第
一
に
、「
本

件
水
先
業
務
に
お
い
て
Ｂ
Ｒ
Ｍ
と
い
う
手
法
が
十
分
に
励
行
さ
れ

ず
、
本
船
の
船
長
ら
と
の
間
で
有
効
な
情
報
交
換
や
そ
の
提
供
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
い
ず
れ
の
側
の
安
全
意
識

に
も
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
に
基
因
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、

僅
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
怠
っ
た
Ｙ
１
の
注
意
義
務
違
反
の
程

度
を
通
常
の
過
失
レ
ベ
ル
に
ま
で
軽
減
さ
せ
る
よ
う
な
性
質
の
も

の
で
は
な
く
、
損
害
額
の
認
定
に
当
た
っ
て
損
害
の
公
平
な
分
担

と
い
う
見
地
か
ら
過
失
相
殺
の
一
事
情
と
し
て
斟
酌
さ
れ
る
に
と

ど
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
Ｙ
１
の
行
為
が
水
先
人
で

あ
る
Ｙ
１
と
本
船
の
船
長
ら
乗
組
員
と
の
間
で
適
切
な
Ｂ
Ｒ
Ｍ
が

励
行
さ
れ
ず
、
本
件
座
礁
事
故
の
防
止
に
向
け
通
常
で
あ
れ
ば
行

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
情
報
交
換
等
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
上

記
『
特
段
の
事
情
』
を
基
礎
づ
け
る
具
体
的
な
事
実
関
係
に
は
当

た
ら
」
な
い
と
し
、
第
二
に
、「
本
件
座
礁
事
故
の
発
生
地
点
周

辺
の
海
域
の
特
性
や
そ
の
と
き
の
周
辺
の
状
況
等
は
、
上
記
『
特

段
の
事
情
』
を
基
礎
づ
け
る
に
足
り
る
も
の
で
は
な
く
、
上
記
重

）
五
一
〇
（
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五
七

と
、
②
本
船
搭
載
の
二
台
の
レ
ー
ダ
ー
の
レ
ン
ジ
を
適
宜
変
更
し

て
…
、
視
認
に
係
る
上
記
灯
浮
標
と
周
辺
の
灯
浮
標
…
と
の
位
置

関
係
を
確
認
す
る
こ
と
、
③
右
転
開
始
の
予
定
時
刻
と
の
整
合
性

や
、
直
前
に
航
過
し
た
播
磨
灘
航
路
第
六
号
灯
浮
標
か
ら
の
所
要

時
間
を
確
認
す
る
こ
と
、
④
本
船
搭
載
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
海
図
を
用
い

て
船
位
を
確
認
す
る
こ
と
、
⑤
こ
れ
ら
に
よ
り
船
位
を
把
握
し
て

い
た
当
直
航
海
士
に
本
船
の
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
、
な
ど
の
比

較
的
容
易
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
措
置
す
ら
と
る
こ
と
も
な

く
航
行
を
続
け
た
と
い
う
Ｙ
１
の
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、

重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
。」

（
三
）「
Ｙ
１
は
、
当
時
、
灯
浮
標
の
灯
火
や
塗
色
等
を
識
別
す
る

こ
と
が
物
理
的
に
は
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
視
界
の
良
い
昼

間
や
灯
火
が
認
識
し
や
す
い
夜
間
の
場
合
の
よ
う
に
、
容
易
に
こ

れ
ら
を
識
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
え
ず
、
む

し
ろ
、
視
界
に
入
っ
た
約
一
マ
イ
ル
先
の
灯
浮
標
の
誤
認
が
起
こ

り
や
す
い
時
間
帯
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
…
。
…
加
え

て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
船
の
レ
ー
ダ
ー
に
映
る
鹿
ノ
瀬
灯
浮

標
と
本
船
と
の
位
置
関
係
は
、
一
見
す
る
と
、
Ｙ
１
が
右
転
を
予

定
し
て
い
た
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
と
本
船
と
の
位
置
関
係
に
酷
似

法
、
有
害
な
結
果
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、

そ
の
認
識
の
も
と
で
通
常
の
水
先
人
で
あ
れ
ば
行
う
は
ず
の
な
い

無
謀
な
行
為
を
し
た
よ
う
な
場
合
な
い
し
②
通
常
要
求
さ
れ
る
程

度
の
注
意
を
払
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払

う
こ
と
さ
え
怠
ら
な
け
れ
ば
、
た
や
す
く
違
法
か
つ
有
害
な
結
果

を
予
見
し
、
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
僅
か
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
、
上
記
違
法
、
有
害
な

結
果
を
予
見
し
、
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
を
い
う

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

Ⅱ
　
Ｙ
１
の
重
過
失
に
つ
い
て

（
一
）「
本
件
免
責
条
項
は
、
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
と
水
先
人
と

の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
重
過
失
と
認
め
ら
れ
る

か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
単
に
、
水
先
人
の
過
失
の
軽
重

の
み
に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
く
、
船
長
又
は
船

舶
所
有
者
側
に
水
先
人
の
水
先
業
務
の
遂
行
を
阻
害
す
る
よ
う
な

落
ち
度
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
慮
し
、

当
該
船
長
ら
の
落
ち
度
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
水
先
人
の
過
失
が

重
大
で
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

（
二
）「
Ｙ
１
が
、
こ
の
よ
う
な
錯
誤
か
ら
脱
す
る
に
は
、
①
Ｙ
１

が
実
際
に
視
認
し
た
灯
浮
標
の
色
、
形
、
灯
質
等
を
確
認
す
る
こ

）
五
一
一
（
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五
八

そ
し
て
、
…
水
先
人
乗
船
時
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
実
施
は
、
本
件
条
約
及

び
本
件
入
出
港
手
順
書
と
し
て
本
船
側
に
強
制
さ
れ
て
お
り
…
、

本
船
側
は
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
嚮
導
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、

安
全
に
対
す
る
船
長
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
、

そ
し
て
、
当
直
職
員
は
、
水
先
人
の
嚮
導
中
に
船
長
が
船
橋
に
不

在
の
場
合
に
は
、
船
の
安
全
運
航
に
つ
い
て
の
責
任
を
自
身
が
負

い
、
水
先
人
の
と
る
対
応
や
意
図
に
疑
問
が
生
じ
た
場
合
に
は
水

先
人
に
説
明
を
求
め
、
そ
れ
で
も
疑
問
が
残
る
場
合
は
、
船
長
に

報
告
し
、
さ
ら
に
、
緊
急
的
な
対
応
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、

自
ら
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
現
に
、
Ｙ
１
も
、
本
件
水

先
業
務
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
、
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
の
一
環
と
し
て
、

本
船
側
に
対
し
、
見
張
り
及
び
適
当
な
間
隔
で
の
船
位
測
定
、
海

図
へ
の
記
入
、
航
行
監
視
等
を
行
う
よ
う
、
要
請
し
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｄ
船
長
は
、
明
石
海
峡
大
橋

を
通
過
し
た
後
、
Ｙ
１
に
対
し
、
用
件
等
を
何
ら
告
げ
る
こ
と
な

く
船
橋
か
ら
姿
を
消
し
、
そ
の
後
い
っ
た
ん
は
戻
っ
た
も
の
の
、

結
局
本
件
座
礁
事
故
が
発
生
す
る
ま
で
の
間
、
Ｙ
１
と
操
船
に
つ

い
て
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
直
航
海
士

も
、
本
件
行
為
の
直
前
で
あ
る
午
後
七
時
三
〇
分
頃
、
本
船
の
位

置
を
海
図
に
記
入
し
て
い
た
際
、
本
船
の
位
置
が
『
鹿
ノ
瀬
の
南

し
て
い
た
。
な
お
、
目
視
に
よ
る
確
認
の
重
要
性
は
、
今
な
お
指

摘
さ
れ
て
い
る
…
も
の
の
、
近
年
は
、
レ
ー
ダ
ー
等
の
電
子
航
海

機
器
の
発
達
、
進
化
に
伴
い
、
電
子
航
海
計
器
に
よ
る
位
置
確
認

な
ど
が
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
…
。
そ
し
て
、
レ
ー
ダ
ー
の
誤
認
に
よ
る
船
位
不
確
認
を

引
き
起
こ
す
こ
と
も
、
必
ず
し
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
…
。
以

上
の
よ
う
な
状
況
は
、
水
先
人
に
と
っ
て
は
、
灯
浮
標
の
思
い
込

み
や
誤
認
が
起
こ
り
や
す
い
状
況
が
重
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
か
ら
、
Ｙ
１
が
、
い
か
に
、
専
門
資
格
を
有
す
る
水
先

人
で
あ
り
、
周
辺
海
域
等
を
熟
知
し
て
い
た
と
し
て
も
、
上
記
の

各
状
況
が
複
合
し
た
結
果
、
錯
覚
や
錯
誤
に
陥
り
、
灯
浮
標
の
思

い
込
み
や
誤
認
を
起
こ
す
こ
と
も
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
と

は
言
い
切
れ
な
い
。
そ
し
て
、
錯
誤
に
陥
っ
た
当
人
は
、
そ
の
こ

と
に
容
易
に
は
気
付
け
ず
、
外
部
か
ら
何
ら
の
指
摘
も
受
け
な
け

れ
ば
、
…
灯
浮
標
や
船
位
の
確
認
を
行
う
必
要
性
も
自
覚
で
き
な

い
ま
ま
、
結
果
と
し
て
錯
誤
が
見
過
ご
さ
れ
る
こ
と
も
、
あ
り
得

な
い
こ
と
で
は
な
い
…
。」

（
四
）「
Ｙ
１
の
過
失
の
程
度
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
船

に
お
け
る
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
実
際
の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
に
つ
い
て
も
、
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

）
五
一
五
（
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五
九

し
な
が
ら
、
Ｙ
１
に
そ
の
旨
の
指
摘
を
し
た
り
、
Ｙ
１
に
操
船
の

意
図
を
確
認
す
る
行
動
を
取
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
こ
と
も
ま
た
、
本
件
水
先
業
務
の
遂
行
に
与
え
た
影
響
は
、
無

視
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
照
ら
せ
ば
、
一
方

に
お
い
て
は
、
本
船
側
の
落
ち
度
を
軽
視
す
る
こ
と
も
ま
た
、
相

当
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
以
上
を
総
合
勘
案
す
れ
ば
、

本
件
座
礁
事
故
は
、
Ｙ
１
の
過
失
行
為
（
本
件
行
為
）
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
本
船
側
に
も
、
Ｙ
１

の
本
件
水
先
業
務
の
遂
行
を
阻
害
す
る
に
足
る
相
応
の
落
ち
度
が

あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
本
船
側
の
落
ち
度
は
、
…
条
約
に
よ
る
国
際
的
な
法

的
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
上
、
こ
れ
が
果
た
さ
れ
て
い
れ

ば
、
本
件
座
礁
事
故
を
未
然
に
防
止
で
き
た
可
能
性
が
少
な
く
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
Ｙ
１
の
本
件
行
為
に

よ
る
過
失
を
、
…
重
過
失
、
す
な
わ
ち
、
水
先
人
と
し
て
通
常
要

求
さ
れ
る
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
怠
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と

も
、
相
当
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

Ⅲ
　
Ｙ
２
の
不
法
行
為
・
使
用
者
責
任
・
債
務
不
履
行
責
任

（
一
）「〔
Ｙ
２
の
う
ち
水
先
人
会
〕
は
、
水
先
業
務
を
提
供
す
る

主
体
で
あ
る
水
先
人
個
人
の
業
務
が
、
膨
大
・
煩
雑
で
あ
り
、
か

西
沖
で
あ
り
、
も
う
少
し
で
北
西
側
に
位
置
す
る
浅
瀬
（
鹿
ノ

瀬
）
を
過
ぎ
る
と
こ
ろ
』
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
か
つ
、
そ
の

直
前
の
海
図
記
入
時
か
ら
時
間
が
経
過
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

Ｙ
１
の
右
転
指
示
に
対
し
、
少
し
不
安
を
感
じ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
Ｙ
１
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
報
告
し
た
り
、
あ

る
い
は
問
い
質
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
仮
に
、
こ
れ

ら
の
情
報
交
換
等
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
本
件
行
為

が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
本
件
座
礁
事
故
も
未
然
に
防
止
で
き
た

可
能
性
は
少
な
く
な
い
。
…
他
方
、〔
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
〕
条
約
に
よ
る

水
先
人
乗
船
時
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
実
施
は
、
船
長
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
水
先
人
を
船
長
の
助
言
者

あ
る
い
は
被
用
者
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
た
と
し
て
も
…
、
Ｂ
Ｒ
Ｍ

が
船
側
と
水
先
人
と
の
間
の
情
報
交
換
に
よ
り
成
立
す
る
と
い
う

性
質
上
、
船
側
に
の
み
課
さ
れ
た
義
務
と
見
る
の
は
相
当
で
は
な

く
、
水
先
人
に
対
し
て
も
、
ブ
リ
ッ
ジ
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、

そ
の
義
務
を
課
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
本
件
座

礁
事
故
の
場
合
、
Ｄ
船
長
が
離
橋
し
た
こ
と
は
と
も
か
く
、
少
な

く
と
も
当
直
航
海
士
が
抱
い
た
…
疑
念
は
、
正
に
、
本
件
座
礁
事

故
に
直
結
す
る
航
路
の
逸
脱
で
あ
っ
て
、
本
船
が
鹿
ノ
瀬
に
向

か
っ
て
い
る
（
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
）
こ
と
を
認
識

）
五
一
五
（
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〇

を
行
う
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
」。

（
三
）「〔
Ｙ
２
の
う
ち
連
合
会
〕
は
、
水
先
人
会
の
会
員
の
品
位

を
保
持
し
、
水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
に
資
す
る
た
め
、

水
先
人
会
及
び
そ
の
会
員
の
指
導
、
連
絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事

務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
上
記

各
会
則
も
、
水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
を
確
保
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
水
先
人
が
締
結
し
た
個
々
の
水
先
契
約
の

相
手
方
（
船
舶
所
有
者
等
）
や
そ
の
他
の
第
三
者
の
法
的
利
益
の

保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
連
合
会

は
、『
特
段
の
事
情
』
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
個
々
の
水
先
契

約
の
相
手
方
（
船
舶
所
有
者
等
）
や
そ
の
他
の
第
三
者
と
の
関
係

で
、
水
先
人
に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な
指
導
、
教
育
（
注
意
喚

起
）
を
行
う
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な

い
」。

（
四
）「
水
先
人
会
が
、
水
先
人
ら
が
定
め
た
会
則
に
基
づ
き
、

〔
水
先
人
会
が
設
置
す
る
合
同
事
務
所
を
経
由
し
て
水
先
契
約
の

締
結
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
水
先
人
会
が
、
水
先
人
の
指
導
、

連
絡
、
監
督
及
び
処
分
を
行
い
、
当
直
制
度
や
輪
番
制
を
整
備
す

る
こ
と
、
水
先
人
に
支
援
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
並
び
に
水
先
人

に
代
わ
っ
て
水
先
料
の
請
求
手
続
を
行
い
、
船
会
社
は
水
先
人
会

つ
公
益
性
の
高
い
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
事
務

的
・
物
理
的
な
側
面
か
ら
補
助
し
支
援
す
る
こ
と
を
事
業
の
目
的

と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
…
水
先
人

会
が
本
件
水
先
契
約
の
実
質
的
な
主
体
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に

基
礎
付
け
る
に
足
り
る
も
の
で
は
な
く
…
、
水
先
人
会
は
、
あ
く

ま
で
水
先
人
か
ら
委
託
を
受
け
、
一
元
的
に
、
水
先
人
の
す
る
水

先
の
引
き
受
け
に
関
す
る
事
務
の
取
次
な
い
し
は
窓
口
業
務
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
水
先
人
を
実
質
的
に

指
導
・
監
督
す
る
た
め
の
組
織
で
は
な
い
上
、
他
に
、
Ｙ
１
と
の

間
に
実
質
的
な
指
揮
監
督
関
係
（
使
用
関
係
）
を
基
礎
付
け
る
特

段
の
事
情
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」。

（
二
）「
水
先
人
会
の
行
う
水
先
人
に
対
す
る
指
導
、
監
督
等
は
、

あ
く
ま
で
水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め

の
教
育
的
な
補
助
支
援
活
動
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
水
先
人

が
締
結
し
た
個
々
の
水
先
契
約
の
相
手
方
（
船
舶
所
有
者
等
）
や

そ
の
他
の
第
三
者
の
法
的
利
益
を
直
接
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
水
先
人
会
は
、
他
に

『
特
段
の
事
情
』
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
個
々
の
水
先
契
約
の

相
手
方
（
船
舶
所
有
者
等
）
や
そ
の
他
の
第
三
者
と
の
関
係
で
、

水
先
人
に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な
指
導
、
教
育
（
注
意
喚
起
）

）
五
一
五
（
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六
一

下
級
審
裁
判
例
と
は
い
え
初
め
て
判
断
を
し
た
と
い
う
点
に
お
い

て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
本
件
で
は
後
述
す
る
よ
う

に
、
船
長
以
下
、
本
船
の
乗
組
員
と
水
先
人
と
の
関
係
に
関
す
る

ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
）
及
び
ブ

リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
・
パ
イ
ロ
ッ
ト

（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
）
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
水
先
行

為
の
履
行
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
法
的
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら

れ
て
い
る
の
か
を
示
し
た
も
の
と
し
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。

二
　
水
先
人
と
水
先
契
約

水
先
人
と
は
、
一
定
の
水
先
区
に
つ
い
て
水
先
人
の
免
許
を
受

け
、
船
舶
に
乗
り
込
み
当
該
船
舶
を
導
く
（
嚮
導
す
る
）
者
と
さ

れ
て
い
る
（
水
先
法
二
条
一
項
、
二
項
）。
水
先
制
度
は
、
座
礁

や
衝
突
と
い
っ
た
海
上
危
険
を
防
止
し
、
船
舶
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
の
も
の
と
さ
れ
る

（
６
）

。
な
お
、
水
先
人
は
、
一
定
の
水
先
区

に
お
い
て
船
舶
に
乗
り
込
み
、
船
長
以
下
乗
組
員
に
対
し
て
特
定

の
水
域
に
つ
い
て
有
す
る
専
門
的
知
識
を
提
供
し
、
船
舶
を
嚮
導

す
る
が
、
特
定
の
水
先
区
で
継
続
的
に
職
務
を
し
、
特
定
の
水
先

区
に
附
着
し
、
も
っ
ぱ
ら
特
定
の
船
舶
で
継
続
的
に
労
務
に
服
す

に
水
先
料
と
旅
費
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
の
各
業
務
〕
を
行
っ
て

い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
水
先
契
約
の
主
体
が
、
個
々
の
水
先
人
で

は
な
く
、
水
先
人
会
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」。

【
研
究
】

一
　
本
判
決
の
意
義

本
件
は
、
水
先
人
の
水
先
契
約
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
船
舶
所

有
者
（
船
主
・
本
船
側
）
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
が
直
接
的
に

争
わ
れ
、
ま
た
水
先
約
款
の
免
責
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
判
断
さ

れ
た
、
お
そ
ら
く
日
本
で
初
め
て
の
裁
判
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
来
、
水
先
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
水
先
人
に
よ
る
嚮
導
に
よ

り
他
船
と
衝
突
し
た
場
合
に
、
当
該
他
船
の
船
舶
所
有
者
に
対
す

る
水
先
人
の
責
任
が
ど
う
な
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
判
例

（
３
）

及
び

学
説
上

（
４
）

争
わ
れ
て
い
た
が
、
本
件
は
、
水
先
契
約
当
事
者
間
に
お

け
る
損
害
賠
償
責
任
関
係
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
本
件
に
係

る
評
釈
を
除
き
、
判
例
及
び
学
説
上
、
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
事
例
と
思
わ
れ
る

（
５
）

。
そ
の
た
め
、
先
例
と
な
る
裁
判
例

も
学
説
に
お
け
る
議
論
も
ほ
と
ん
ど
な
い
重
要
な
論
点
に
つ
い
て

）
五
一
五
（
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六
二

た
の
は
、
当
該
水
先
約
款
二
一
条
の
「
①
船
長
又
は
船
舶
所
有
者

は
、
水
先
人
に
水
先
を
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
水
先
人
の
業
務

上
の
過
失
に
よ
り
、
当
該
船
舶
、
船
長
、
船
員
又
は
第
三
者
に
生

じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
水
先
人
の
責
任
を
問
わ
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
水
先
人
は
、
当
該
船
舶
に
関
し
て
支
払
わ
れ
る
べ

き
水
先
料
の
全
額
を
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
に
請
求
し
な
い
も
の

と
す
る
。」「
③
前
二
項
は
、
水
先
人
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に

基
づ
く
責
任
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。」
と
い

う
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
水
先
契
約
に
基
づ
き
Ｙ
１
は

本
船
を
嚮
導
し
、
当
該
水
先
契
約
の
履
行
時
に
、
本
件
座
礁
事
故

を
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
Ｙ
１
に
本
件
水
先
契

約
の
履
行
に
お
い
て
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
本
船
に
損

害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
Ｙ
１
は
損
害
賠
償
責
任
を
免
除
さ

れ
得
な
い
が
、
他
方
で
、
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
場
合
（
軽
過
失
の

場
合
）
に
は
Ｙ
１
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
に
お
い
て
は
、
Ｙ
１
が
本
件
座
礁
事
故
に
つ
い
て
水
先
約
款

の
免
責
条
項
に
い
う
「
故
意
又
は
重
大
な
過
失
」
が
あ
っ
た
か
否

か
と
い
う
こ
と
が
主
た
る
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下

で
は
、
ま
ず
、
本
件
水
先
行
為
に
お
い
て
、
Ｙ
１
に
重
過
失
が

あ
っ
た
と
す
る
原
審
判
決
と
重
過
失
ま
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
控

る
者
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
船
員
と
は
区
別
さ
れ
る

（
７
）

。
ま
た
、
水

先
制
度
に
お
い
て
は
、
水
先
区
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
港
ま
た
は

水
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
船
舶
を
運
航
す
る
と
き
は
、
一
定
の
場

合
を
除
き
、
水
先
人
を
乗
り
込
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
強
制
水

先
の
制
度
（
水
先
法
三
五
条
一
項
）
と
、
法
律
上
、
水
先
人
の
乗

り
組
み
が
強
制
さ
れ
ず
、
船
長
の
要
請
に
よ
り
な
さ
れ
る
任
意
水

先
の
制
度
が
あ
る

（
８
）

。
な
お
、
本
件
で
は
、
本
船
が
石
炭
二
万

四
二
〇
〇
ト
ン
を
積
載
し
、
中
華
人
民
共
和
国
バ
ン
タ
ン
港
を
出

港
し
、
兵
庫
県
の
姫
路
港
へ
向
か
っ
て
い
た
が
、
姫
路
港
入
港
時

に
水
先
人
を
乗
り
込
ま
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
明
石
海
峡
航
路
等
の

一
部
の
水
域
が
強
制
水
先
区
に
な
っ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
水
先

人
に
よ
る
嚮
導
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
強
制
水
先
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
強
制
水
先
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
水
先
契
約
の
締
結

が
前
提
と
さ
れ
る
点
で
、
強
制
水
先
人
も
任
意
水
先
人
も
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
い
。

水
先
契
約
は
、
当
事
者
の
一
方
た
る
水
先
人
が
水
先
役
務
を
提

供
す
る
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
た
る
船
主
が
そ
の
対
価
と
し
て
水

先
料
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
、
諾
成
・
双
務
・
有
償
の
契
約
で

あ
る

（
９
）

。
そ
し
て
、
水
先
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
水

先
約
款
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
で
問
題
と
な
っ

）
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水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

六
三

ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
）
の
位
置
づ
け
や
結
論
に
も

影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
一
）
原
審
判
決
の
場
合

原
審
判
決
で
は
、
水
先
人
の
過
失
の
対
象
に
つ
い
て
、「
水
先

人
と
し
て
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
払
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
…
『
鹿
ノ
瀬

西
方
灯
浮
標
』
で
は
な
い
こ
と
を
容
易
に
認
識
し
、
本
件
座
礁
事

故
の
発
生
を
未
然
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
」、「
漫
然
と
鹿
ノ
瀬

の
浅
瀬
に
向
け
航
行
を
続
け
、
本
件
座
礁
事
故
を
招
い
た
」
と
し
、

「
Ｙ
１
の
行
為
に
お
け
る
Ｙ
１
の
注
意
義
務
違
反
の
程
度
は
、
他

に
『
特
段
の
事
情
』
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
故
意
と
同
視
し
得

る
ほ
ど
重
大
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
鹿
ノ
瀬
灯
浮
標

を
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
と
誤
認
し
て
、
右
転
す
る
よ
う
指
示
し
た

行
為
を
（
重
）
過
失
に
よ
る
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
水
先
人
の
（
重
）
過
失
の
対
象
を
、
右
転

す
る
よ
う
指
示
し
た
点
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
を
前
提
と
す
る
と
、
本
船
側
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
は
、
当
該
（
重
）

過
失
の
対
象
で
あ
る
水
先
人
に
よ
る
右
転
指
示
よ
り
も
時
間
的
に

後
ろ
側
に
く
る
こ
と
と
な
り
、
水
先
人
の
（
重
）
過
失
判
断
と
は

訴
審
判
決
を
比
較
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
件
に
お
い
て
追
及
さ
れ
て
い
る
Ｙ
１
の
責
任
が

本
件
水
先
契
約
の
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｙ

１
の
（
重
）
過
失
に
基
づ
く
不
法
行
為
責
任
で
あ
る
の
か
は
判
然

と
し
な
い

（
10
）

。
も
っ
と
も
、
水
先
行
為
の
履
行
債
務
を
手
段
債
務
と

し
て
位
置
づ
け
る
と
す
る
な
ら
ば

（
11
）

、
債
権
者
側
で
あ
る
本
船
側

（
Ｘ
）
が
Ｙ
１
の
履
行
の
不
完
全
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
と
な

り
、
こ
の
こ
と
は
不
法
行
為
と
構
成
と
し
た
場
合
の
水
先
人
の

「
過
失
」
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
と
大
差
な
い

（
12
）

。
結
局
、
問
題

は
、
本
件
水
先
契
約
の
履
行
に
お
い
て
、
水
先
人
Ｙ
１
に
つ
い
て

過
失
が
あ
っ
た
か
否
か
、
さ
ら
に
、
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
過
失

は
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。

三 

　（
重
）
過
失
の
対
象
―
原
審
判
決
と
控
訴
審

判
決
の
違
い

本
件
に
お
け
る
水
先
人
の
過
失
の
具
体
的
な
内
容
を
考
察
す
る

に
当
た
っ
て
、
ま
ず
は
過
失
の
対
象
が
何
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
て
お
き
た
い
。
本
件
で
は
、
過
失
の
対
象
が
原
審
判
決
と
控
訴

審
判
決
と
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ

）
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転
さ
せ
る
た
め
、
当
直
操
舵
手
に
二
五
五
度
を
指
示
し
、
そ
の
後

も
徐
々
に
右
に
変
針
す
る
よ
う
指
示
し
て
、
最
終
的
に
三
二
〇
度

に
定
め
た
上
、
上
記
誤
認
に
気
付
か
な
い
ま
ま
航
行
を
継
続
し
た

た
め
、
…
本
件
座
礁
事
故
を
発
生
さ
せ
た
」
と
し
、「
本
件
行
為

の
う
ち
、
…
本
船
の
右
転
を
開
始
し
た
こ
と
自
体
は
、
本
件
座
礁

事
故
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

第
一
審
判
決
と
異
な
り
、（
重
）
過
失
に
つ
い
て
、
右
転
指
示
だ

け
で
は
な
く
、
座
礁
事
故
に
至
る
ま
で
の
水
先
行
為
全
体
を
対
象

と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
実
際
、
重
過
失
の
存
否

に
つ
い
て
も
「
水
先
人
の
過
失
の
軽
重
の
み
に
よ
っ
て
判
断
す
る

こ
と
は
相
当
で
は
な
く
、
船
長
又
は
船
舶
所
有
者
側
に
水
先
人
の

水
先
業
務
の
遂
行
を
阻
害
す
る
よ
う
な
落
ち
度
が
認
め
ら
れ
る
場

合
に
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
慮
し
、
当
該
船
長
ら
の
落
ち
度
を

考
慮
し
て
も
な
お
、
水
先
人
の
過
失
が
重
大
で
あ
る
と
い
え
る
か

ど
う
か
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
た
う
え
で
、
確
か
に
、「〔
本

件
Ｙ
１
の
右
転
指
示
に
つ
い
て
、
種
々
の
〕
措
置
す
ら
と
る
こ
と

も
な
く
航
行
を
続
け
た
と
い
う
Ｙ
１
の
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て

は
、
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
」
と

し
つ
つ
も
、
本
件
の
事
実
関
係
を
下
に
「
Ｙ
１
の
過
失
の
程
度
を

評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
船
に
お
け
る
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
実
際
の
状

別
次
元
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
原
審
判

決
は
「
Ｂ
Ｒ
Ｍ
と
い
う
手
法
が
十
分
に
励
行
さ
れ
ず
、
本
船
の
船

長
ら
と
の
間
で
有
効
な
情
報
交
換
や
そ
の
提
供
が
行
わ
な
か
っ
た

こ
と
そ
れ
自
体
は
…
損
害
額
の
認
定
に
当
た
っ
て
損
害
の
公
平
な

分
担
と
い
う
見
地
か
ら
過
失
相
殺
の
一
事
情
と
し
て
斟
酌
さ
れ

る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
水
先
人
の
（
重
）
過
失
と
は
別
に
、

Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
不
励
行
を
本
船
側
で
あ
る
債
権
者
側
の
過
失
を
水
先
人

の
債
務
者
側
の
過
失
判
断
と
は
一
応
区
別
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
重
過
失
の
有
無
を
考
え

る
中
で
「
特
段
の
事
情
」
と
し
て
本
船
側
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
不
励
行
に

つ
い
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
控
訴
審
判
決
の
場

合
と
で
結
論
と
し
て
大
き
な
差
は
な
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
原
審
判
決
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
「
特
段
の
事

情
」
が
債
務
者
の
過
失
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
な
法
的
位
置
づ

け
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
、
や
や
不
明
瞭
な
内
容
に
な
っ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
控
訴
審
判
決
の
場
合

他
方
で
、
控
訴
審
判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
鹿
ノ
瀬
西
方
灯
浮
標
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
本
船
を
右

）
五
一
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

六
五

の
目
的
、
契
約
の
締
結
に
至
る
経
緯
等
の
債
務
の
発
生
原
因
と

な
っ
た
契
約
に
関
す
る
諸
事
情
を
考
慮
し
、
併
せ
て
取
引
に
関
し

て
形
成
さ
れ
た
社
会
通
念
も
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
て
き
た

（
13
）

。

さ
ら
に
、
従
来
、
民
法
学
説
に
お
い
て
は
、
債
務
不
履
行
に
つ

い
て
債
権
者
に
圧
倒
的
な
帰
責
性
が
あ
る
場
合
、
債
務
者
の
債
務

不
履
行
責
任
が
免
責
さ
れ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
14
）

。
つ
ま

り
、
債
務
者
に
過
失
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
単
に
債
務
者

の
行
為
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
債
権
者
の
行
為
に
も
着
目

し
、
債
務
者
の
過
失
の
判
断
要
素
に
含
ま
れ
得
る
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
水
先
人
（
債
務
者
）
の
過
失
を

検
討
す
る
上
で
は
、
本
船
側
（
債
権
者
）
の
過
失
を
取
り
込
む
こ

と
そ
れ
自
体
は
不
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

問
題
は
、
水
先
契
約
の
内
容
そ
れ
自
体
や
本
船
側
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
励

行
が
、
ど
の
よ
う
に
本
件
水
先
契
約
の
内
容
に
取
り
込
ま
れ
て
い

る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
点
を
水
先
人
の
過
失
を
考
え
る
う
え
で

考
慮
要
素
と
し
て
取
り
込
ん
で
も
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
水
先
契
約
の
内
容
と
Ｂ
Ｒ
Ｍ

前
述
し
た
よ
う
に
、
水
先
契
約
と
は
、
水
先
人
が
水
先
役
務
を

提
供
す
る
こ
と
を
約
し
、
船
主
が
そ
の
対
価
と
し
て
水
先
料
を
支

況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
原
審
判
決
の
（
重
）
過
失
の
対
象
は
、
あ
く
ま

で
本
件
座
礁
事
故
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
右
転
指
示
と
し
て
い
る

一
方
、
控
訴
審
判
決
は
、
本
件
座
礁
事
故
に
至
る
ま
で
の
水
先
行

為
全
体
と
し
て
い
る
点
で
異
な
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
控
訴
審
判

決
の
よ
う
に
（
重
）
過
失
の
対
象
を
設
定
し
た
場
合
、
本
船
側
の

Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
不
励
行
は
、
水
先
人
の
過
失
の
考
慮
要
素
の
中
に
取
り

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
過
失
相
殺
と
い
う
過
失
判
断
の
外
側
の

要
素
で
は
な
く
、
水
先
人
の
過
失
の
要
素
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

四
　
水
先
人
Ｙ
１
の
過
失

（
一
）
債
務
不
履
行
に
お
け
る
債
務
者
の
過
失

そ
こ
で
、
上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
水
先
人
の
過
失
の
判
断

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
従
来
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
、
民
法

四
一
五
条
の
過
失
（
帰
責
事
由
）
の
有
無
は
、
問
題
と
な
っ
た
債

務
に
係
る
給
付
の
内
容
や
不
履
行
の
態
様
か
ら
一
律
に
定
め
る
の

で
は
な
く
、
個
々
の
取
引
関
係
に
即
し
て
、
契
約
の
性
質
、
契
約

）
五
一
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

六
六

船
舶
の
航
法
に
つ
い
て
、
専
門
的
指
導
を
な
す
、
船
長
の
相
談
役

で
あ
り
、
そ
の
指
揮
権
は
依
然
と
し
て
船
長
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

と
さ
れ
て
い
る

（
15
）

。
実
際
、
水
先
約
款
で
も
、
そ
の
二
条
で
「
水
先

人
は
、
船
舶
交
通
の
安
全
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
船
舶
の
運
航
能
率

の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
船
長
に
助
言
す
る
者
と
し
て
の
資
格
に

お
い
て
、
水
先
業
務
に
誠
実
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、
安
全
運

航
に
対
す
る
船
長
の
権
限
及
び
そ
の
責
任
は
、
水
先
人
の
乗
船
に

よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
し
て
、
船
舶
の
指
揮

者
で
は
な
く
船
長
の
助
言
者
た
る
地
位
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
二
条

で
は
「
①
船
長
は
、
水
先
人
の
操
船
上
の
助
言
が
確
実
か
つ
迅
速

に
実
行
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
常
に
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。
②

船
長
は
、
見
張
り
を
厳
重
に
行
い
、
港
内
又
は
特
殊
な
水
域
航
行

中
は
適
当
な
場
所
に
見
張
員
を
配
置
し
（
レ
ー
ダ
ー
を
装
備
す
る

船
舶
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
活
用
す
る
。）、
異
常
を
認
め
た
と
き

は
速
や
か
に
水
先
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
③
船
長
は
、
常

に
機
関
及
び
錨
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

④
船
長
は
、
水
先
人
が
業
務
を
安
全
に
遂
行
す
る
た
め
、
引
船
の

使
用
そ
の
他
に
つ
い
て
水
先
人
の
要
求
に
対
し
て
協
力
す
る
も
の

と
す
る
。」
と
し
て
お
り
、
船
長
に
よ
る
水
先
行
為
へ
の
協
力
義

務
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
本
判
決
で
も
指
摘
さ
れ

払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
水
先

行
為
の
内
容
は
、
水
先
法
や
水
先
約
款
に
お
い
て
規
律
さ
れ
て
い

る
。本

件
は
、
ま
さ
に
水
先
行
為
に
お
け
る
過
失
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
が
、
当
該
過
失
を
考
え
る
う
え
で
は
、
水
先
行
為
は
水
先
人

に
よ
る
嚮
導
と
船
長
等
の
本
船
側
の
乗
組
員
と
の
関
係
が
重
要
と

な
る
。
こ
の
点
、
水
先
法
に
よ
れ
ば
、
そ
の
四
一
条
で
「
①
船
長

は
、
水
先
人
が
船
舶
に
赴
い
た
と
き
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場

合
の
ほ
か
、
水
先
人
に
水
先
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
前

項
の
規
定
は
、
水
先
人
に
水
先
を
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

船
舶
の
安
全
な
運
航
を
期
す
る
た
め
の
船
長
の
責
任
を
解
除
し
、

又
は
そ
の
権
限
を
侵
す
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定

め
、
さ
ら
に
、
四
三
条
で
「
水
先
人
は
、
船
舶
に
赴
い
た
場
合
に

お
い
て
水
先
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合

の
ほ
か
、
そ
の
求
め
に
応
じ
、
か
つ
、
誠
実
に
水
先
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
水
先
法
に
お
い
て

は
、
水
先
人
が
船
舶
に
乗
り
込
み
、
水
先
行
為
を
行
う
場
合
で

あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
船
舶
の
安
全
な
運
航
を
期
す
る
た
め
に
は
、

結
局
、
被
嚮
導
船
舶
の
船
長
が
最
終
的
な
運
航
責
任
者
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
、
学
説
に
お
い
て
も
、

）
五
五
〇
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

六
七

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
七
四
年
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約

（International C
onvention for the S

afety of L
ife at S

ea, 
1974: 

Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
）
附
属
書

　
第
Ⅸ
章

　
船
舶
の
安
全
運

航
の
管
理
に
お
い
て
、
国
際
安
全
管
理
（
Ｉ
Ｓ
Ｍ
）
コ
ー
ド
を
強

制
的
な
も
の
と
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
Ｉ
Ｓ
Ｍ
コ
ー
ド

に
お
い
て
は
、
安
全
管
理
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
を
作
成
し
、
こ

れ
を
規
定
し
、
実
施
す
る
た
め
の
安
全
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
船
内

へ
の
備
置
が
義
務
付
け
ら
れ
、
乗
組
員
に
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
、
水
先
人
乗
船
時
に
つ
い
て
、

自
船
情
報
の
提
供
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
業
務
と
同
人
意
図
の
把
握
と
打

合
せ
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
監
視
、
航
海
上
の
危
険
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

意
図
等
、
継
続
的
な
情
報
交
換
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
条
約
、
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
や
Ｉ
Ｓ
Ｍ
コ
ー
ド
で
示

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
水
先
人
が
乗
船
し
た
場
合
に
は
、
船
側
と

水
先
人
と
が
必
要
な
情
報
提
供
を
行
い
、
そ
の
た
め
の
協
力
、
意

思
疎
通
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
し

て
、
本
判
決
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
水
先
人
と
船
側

と
の
協
力
や
意
思
疎
通
は
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
・
フ
ォ
ー
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

て
い
る
よ
う
に
、
一
九
七
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明

並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（International 

C
onvention on S

tandards of T
raining, C

ertification and 
W

atchkeeping for S
eafarers, 1978: 

Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
条
約
）
の
船

員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
コ
ー
ド
、
コ
ー
ド

Ａ
部
、
Ｓ
Ｔ
Ｃ
Ｗ
条
約
の
付
属
書
の
規
定
に
関
す
る
強
制
基
準
、

第
八
章

　
当
直
に
関
す
る
基
準
、
四
九
に
お
い
て
も
水
先
人
が
乗

船
し
て
い
る
場
合
の
航
行
に
つ
い
て
「
船
舶
の
安
全
に
つ
い
て
の

船
長
及
び
航
海
当
直
を
担
当
す
る
職
員
の
任
務
及
び
義
務
は
、
水

先
人
の
任
務
及
び
義
務
に
関
わ
ら
ず
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
い
る

こ
と
に
よ
り
解
除
さ
れ
な
い
。
船
長
及
び
水
先
人
は
、
航
行
の
手

順
、
現
地
の
事
情
及
び
船
舶
の
特
性
に
関
す
る
情
報
を
相
互
に
交

換
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
船
長
及
び
／
又
は
航
海
当
直
を

担
当
す
る
職
員
は
、
水
先
人
と
密
接
に
協
力
し
、
か
つ
、
船
位
及

び
動
向
を
常
に
正
確
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
、

同
じ
く
五
〇
に
お
い
て
も
「
航
海
当
直
を
担
当
す
る
職
員
は
、
水

先
人
の
行
動
又
は
意
図
に
つ
い
て
何
ら
か
の
疑
問
が
あ
る
場
合
に

は
、
水
先
人
に
説
明
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
質
問
が
残
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
船
長
に
通
報
す
る
と

と
も
に
、
船
長
が
来
る
前
に
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の

）
五
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

六
八

Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
に
お
い
て
は
船
側
と
水
先
人
と
の
間
の
情
報
交
換
、
意

思
疎
通
や
協
力
行
為
が
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
各
種
条
約

に
お
い
て
法
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
水
先
契
約
は
、
水
先
人
の
行
為
の
み
な
ら
ず
、
本

船
側
の
協
力
動
作
等
に
つ
い
て
も
重
視
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
契
約
類

型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
る
と
、
水
先
契
約
の
履
行
に
当
た
っ
て
は
、

第
一
に
、
水
先
人
が
乗
船
し
、
船
舶
を
嚮
導
し
て
い
た
と
し
て
も
、

あ
く
ま
で
水
先
人
は
船
長
の
助
言
者
に
過
ぎ
ず
、
依
然
と
し
て
船

長
が
そ
の
運
航
の
責
任
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、（
各

種
条
約
等
に
お
い
て
強
制
さ
れ
て
い
る
）
Ｂ
Ｒ
Ｍ
や
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
と

い
っ
た
考
え
方
か
ら
、
水
先
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
水
先
人
の
行

為
だ
け
で
は
な
く
、
船
長
等
の
本
船
側
の
協
力
等
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
た
り
、
水
先
人
が
ミ
ス
等
を
行
う
よ
う
な
場
合
を
想
定
し

て
、
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
少

な
く
と
も
、
本
件
水
先
契
約
に
お
い
て
も
、
上
記
の
よ
う
な
本
船

側
の
事
情
も
ま
た
水
先
契
約
の
履
行
に
当
た
っ
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
お
り
、
水
先
人
の
過
失
に
よ
る
債
務
不
履
行
の
有
無
を
考

え
る
う
え
で
は
、
当
該
過
失
判
断
の
考
慮
要
素
に
取
り
込
ま
れ
る

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
端
的
に
い
え
ば
、
本
船
側
の
協

こ
れ
は
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
一
つ
で
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
い
る
場
合
の
も

の
で
あ
る
。
本
判
決
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
Ｂ
Ｒ
Ｍ
と
は
、
も

と
も
と
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
る
海
難
事
故
防
止
を
目

的
と
し
て
ブ
リ
ッ
ジ
（
船
橋
）
で
利
用
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
資
源
を

有
効
に
活
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ブ
リ
ッ
ジ
に
い
る
乗
組
員
等
同

士
、
互
い
に
う
ま
く
連
携
機
能
さ
せ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
フ
ァ
ク

タ
ー
に
よ
る
海
難
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
と
さ
れ
て
い

る
（
16
）

。
そ
し
て
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
き
た
場
合
に
は
、
水
先
人
も

ブ
リ
ッ
ジ
の
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
位
置
づ
け
、「
パ
イ
ロ
ッ
ト

と
の
融
和
」
を
図
る
よ
う
に
す
る
も
の
が
、
Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
で
あ
る

（
17
）

。

Ｂ
Ｒ
Ｍ
Ｐ
に
お
い
て
は
、「
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
行
動
に
疑
問
を
呈
す

る
の
は
非
礼
に
値
し
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
我
々
は
〔
船

側
は
〕
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
専
門
的
知
識
に
代
価
を
支
払
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
り
、
専
門
的
知
識
を
期
待
す
る
確
た
る
理
由
が
あ
る
。
し

か
し
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
操
舵
室
に
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
周
囲

で
発
生
し
て
い
る
出
来
事
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
義
務
を
失
う
も

の
で
は
な
い
。
理
に
適
っ
た
疑
問
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
問
い
か
け
る

当
直
オ
フ
ィ
サ
ー
や
船
長
は
良
好
な
作
業
関
係
と
、
一
段
と
快
適

で
効
率
的
な
運
航
を
生
み
出
す
航
海
へ
の
関
心
を
は
っ
き
り
と
パ

イ
ロ
ッ
ト
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。」

（
18
）

と
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

六
九

五
　
水
先
人
の
重
過
失
と
そ
の
判
断

（
一
）
水
先
人
の
重
過
失

四
ま
で
で
述
べ
た
よ
う
に
、
水
先
人
の
過
失
の
判
断
に
つ
い
て

は
、
本
船
側
の
事
情
も
加
味
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
し
た
う

え
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
水

先
人
の
重
過
失
で
あ
る
。
本
判
決
で
も
争
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う

に
、
水
先
約
款
で
は
水
先
人
に
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ

い
て
は
免
責
と
さ
れ
て
い
る
一
方
、
故
意
又
は
重
過
失
に
よ
っ
て

生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
免
責
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
本
件
に
お
い
て
、
水
先
人
に
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

軽
過
失
で
あ
る
場
合
に
は
免
責
さ
れ
る
一
方
、
重
過
失
で
あ
る
場

合
に
は
免
責
さ
れ
ず
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
点
、
原
審
判
決
で
は
、
一
般
論
と
し
て
「『
重
過
失
』
と

は
、
注
意
義
務
違
反
の
程
度
が
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
顕
著
で
、

こ
の
免
責
規
定
に
よ
り
水
先
人
を
保
護
す
る
必
要
性
を
欠
く
場
合
、

す
な
わ
ち
水
先
人
が
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
払
う
ま
で

も
な
く
、
そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
怠
ら
な
け
れ

ば
、
容
易
く
違
法
か
つ
有
害
な
結
果
を
予
見
し
、
こ
れ
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
僅
か
な
注
意
を
払
わ

力
行
為
等
が
水
先
契
約
の
中
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
単
に
、
水
先
人
が
ミ
ス
を
し
た
の
み
で
過
失
が
あ
る

と
即
断
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
本
船
側
が
ど
の

よ
う
な
行
為
を
し
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
も
判
断
要
素
と
し
て
組

み
込
ま
れ
る
べ
き
こ
と
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

本
件
水
先
契
約
の
内
容
に
は
、
本
船
側
の
行
為
も
取
り
込
ま
れ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
を
水
先
人
の
過
失
判
断
の
一
事
情
と
し
て
扱
う

べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
原
審
判
決
と
控
訴

審
判
決
と
で
異
な
っ
て
い
る
（
重
）
過
失
の
対
象
に
つ
い
て
、
本

件
座
礁
事
故
に
至
る
ま
で
の
水
先
行
為
全
体
と
し
た
控
訴
審
判
決

の
方
が
、
水
先
法
、
国
際
条
約
及
び
水
先
契
約
の
内
容
等
を
踏
ま

え
た
適
切
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
小
括

し
た
が
っ
て
、
確
か
に
、
本
件
に
お
い
て
、
水
先
人
は
不
適
切

な
右
転
指
示
を
出
し
た
点
に
つ
い
て
過
失
は
あ
る
も
の
の
、
水
先

契
約
の
債
務
不
履
行
の
成
立
要
件
を
考
慮
す
る
中
で
は
、
水
先
人

の
行
為
の
み
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
本
船
側
の
行
為
に
つ
い

て
も
考
慮
要
素
に
い
れ
て
、
水
先
人
の
過
失
を
判
断
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
し
、
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

）
五
五
五
（
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七
〇

は
、（
重
）
過
失
の
対
象
を
、
控
訴
審
判
決
は
本
件
座
礁
事
故
に

至
る
経
緯
全
体
か
ら
見
た
水
先
人
の
行
為
と
し
て
い
る
点
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

重
過
失
に
つ
い
て
、
失
火
責
任
法
に
お
け
る
重
過
失
が
問
題
と

な
っ
た
事
例
な
ど
に
お
い
て
は
、「
通
常
人
に
要
求
さ
れ
る
程
度

の
相
当
な
注
意
を
し
な
い
で
も
、
わ
ず
か
の
注
意
さ
え
す
れ
ば
、

た
や
す
く
違
法
有
害
な
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
で

あ
る
の
に
、
漫
然
こ
れ
を
見
す
ご
し
た
よ
う
な
、
ほ
と
ん
ど
故
意

に
近
い
著
し
い
注
意
欠
如
の
状
態
を
指
す
も
の
と
解
す
る
」

（
19
）

と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
重
過
失
の
意
義
に
つ
い
て
、
私
法

上
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
用
い
ら
れ
、
同
一
の
意
味
内
容
と
し
て

把
握
す
る
こ
と
は
必
然
で
は
な
く
、
相
対
的
な
概
念
で
あ
り
、
重

過
失
を
要
件
と
す
る
各
条
文
の
趣
旨
に
鑑
み
て

（
20
）

、
例
え
ば
、
そ
の

趣
旨
に
即
し
て
、
著
し
い
義
務
違
反
と
考
え
た
り
、
故
意
だ
け
を

問
題
と
し
つ
つ
、
故
意
の
立
証
の
緩
和
と
い
う
観
点
か
ら
重
過
失

を
要
件
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
わ
ず
か
な
注
意
さ
え
す
れ
ば
、

た
や
す
く
予
見
で
き
た
こ
と
を
重
過
失
と
し
た
り
し
て
い
る
と

い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

（
21
）

。
こ
の
点
、
従
来
の
裁
判
例
で

は
、
重
過
失
の
意
味
合
い
は
、
行
為
者
の
負
っ
て
い
る
注
意
義
務

の
程
度
を
考
慮
に
入
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
と
さ

な
か
っ
た
た
め
、
上
記
違
法
、
有
害
な
結
果
を
予
見
し
、
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
右
転
の
指
示
に
つ
い
て
重
過
失
が
あ
っ
た
か

否
か
を
判
断
し
て
い
る
。
他
方
で
、
控
訴
審
判
決
は
、「
水
先
人

の
注
意
義
務
違
反
の
程
度
が
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
顕
著
で
あ

り
、〔
水
先
人
の
保
護
と
い
う
〕
…
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
、
目

的
に
照
ら
し
て
も
、
水
先
人
を
保
護
す
る
必
要
性
を
欠
く
場
合
、

す
な
わ
ち
、
①
水
先
人
が
、
違
法
、
有
害
な
結
果
発
生
の
お
そ
れ

の
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
の
認
識
の
も
と
で
通
常
の
水

先
人
で
あ
れ
ば
行
う
は
ず
の
な
い
無
謀
な
行
為
を
し
た
よ
う
な
場

合
な
い
し
は
②
通
常
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
意
を
払
う
ま
で
も
な

く
、
そ
れ
以
下
の
僅
か
な
注
意
を
払
う
こ
と
さ
え
怠
ら
な
け
れ
ば
、

た
や
す
く
違
法
か
つ
有
害
な
結
果
を
予
見
し
、
こ
れ
を
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
僅
か
な
注
意
を
払
わ
な

か
っ
た
た
め
、
上
記
違
法
、
有
害
な
結
果
を
予
見
し
、
回
避
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
審
判
決
と

控
訴
審
判
決
と
を
読
み
比
べ
る
と
、
控
訴
審
判
決
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
認
識
あ
る
無
謀
行
為
（
国
際
海
上
物
品
運
送
法
一
〇
条

参
照
）
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
重
過
失
の
判
断
そ
れ
自

体
に
大
差
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
結
論
を
分
け
た
の

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
一

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
水
先
人
は
本
件
免
責
規
定
の
制
定

経
緯
や
趣
旨
、
す
な
わ
ち
、「
水
先
業
務
に
よ
り
事
故
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
損
害
が
そ
の
負
担
能
力
を
は
る
か
に
超
え
て
甚
大

に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
保
険
等
に
よ
り
適
切
に
補
て
ん
す

る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
先
人
を
保
護
す
べ
く
、
そ

の
責
任
を
一
定
の
場
合
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
」（
控
訴
審
判
決
）

と
い
う
こ
と
に
鑑
み
れ
ば

（
26
）

、
行
為
者
の
属
性
か
ら
、
高
度
な
注
意

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
水
先
人
の
保

護
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
逆
に
責
任
を
軽
減
す
る
方
向
に
解
釈
す

る
と
い
う
こ
と
（
本
判
決
の
文
言
に
即
し
て
い
え
ば
、「
水
先
人

の
注
意
義
務
違
反
の
程
度
に
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど
顕
著
」
で

あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
）
は
不
当
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
（
27
）

。
さ
ら
に
、
控
訴
審
判
決
で
は
、
重
過
失
の
対
象
を
本
件
座
礁

事
故
に
至
る
ま
で
の
水
先
行
為
全
体
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
本
船
側
の
過
失
が
そ
の
水
先
人
の
過
失
判
断
に
組
み
込
ま

れ
、
重
過
失
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
結
論

水
先
人
の
過
失
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
予
定
と
は
異

れ
る

（
22
）

。
そ
れ
で
は
、
水
先
人
の
重
過
失
と
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
本
件
免
責
規
定
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
従
来
、
行
為
者
に
着
目
し
た
判
断
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
と

い
う

（
23
）

。
例
え
ば
、
取
締
役
の
責
任
や
専
門
家
の
責
任
等
の
よ
う
な

場
合
で
あ
る
。
水
先
人
の
場
合
、
船
舶
嚮
導
の
専
門
家
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
従
来
の
判
断
に
従
え
ば
、
行
為
者
の
負
っ
て
い
る
注
意

義
務
の
程
度
は
高
く
な
り
、
そ
れ
と
の
乖
離
の
大
き
さ
が
重
過
失

判
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た

（
24
）

。
す
な
わ

ち
、
行
為
者
の
専
門
性
や
特
殊
技
能
等
を
考
慮
し
て
一
般
人
よ
り

も
、
注
意
義
務
そ
れ
自
体
の
水
準
が
高
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場

合
に
お
い
て
、
行
為
者
が
そ
の
高
め
ら
れ
た
標
準
的
行
為
を
行
わ

な
か
っ
た
と
き
に
重
過
失
と
判
断
さ
れ
る
余
地
が
あ
る

（
25
）

。
し
た

が
っ
て
、
水
先
人
が
専
門
家
と
し
て
、
水
先
行
為
を
受
託
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
水
先
人
が
通
常
に
従
っ
て
い
る
（
高

度
化
さ
れ
た
）
注
意
義
務
の
基
準
を
も
と
に
、
そ
れ
と
の
乖
離
が

問
題
と
さ
れ
、
重
過
失
を
単
に
故
意
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
捉
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
、
も
し
、
重
過
失
の
対
象
を
第
一
審
判
決
の
よ
う
に
、
右
転
指

示
に
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
水
先
人
に
重
過
失
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
可
能
性
は
充
分
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

）
五
五
五
（
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七
二

ま
ず
、
水
先
人
会
の
責
任
に
つ
い
て
で
あ
る
。
水
先
人
会
の
責

任
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
本
件
水
先
契
約
は
水
先
人
会
と
締
結

し
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、
債
務
不
履
行
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に

第
二
に
、
水
先
人
の
不
法
行
為
に
よ
る
使
用
者
責
任
（
民
法

七
一
五
条
一
項
）
が
認
め
ら
れ
る
と
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
水
先

人
会
と
は
、
水
先
人
が
会
員
と
な
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
人
で
あ
り

（
水
先
法
四
八
条
三
項
）、
そ
の
目
的
は
、
会
員
の
品
位
を
保
持
し
、

水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
遂
行
に
資
す
る
た
め
、
合
同
事
務

所
（
29
）

の
設
置
及
び
運
営
、
水
先
人
の
要
請
並
び
に
会
員
の
指
導
、
連

絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
（
水
先
法

四
八
条
二
項
）。
本
件
原
審
判
決
（
控
訴
審
判
決
も
そ
の
多
く
を

引
用
）
に
よ
れ
ば
、
水
先
人
会
に
つ
い
て
、
水
先
法
及
び
水
先
約

款
の
各
種
規
定
か
ら
「
水
先
人
の
水
先
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識

や
経
験
に
対
す
る
信
頼
を
重
視
し
た
上
、
当
該
水
先
人
が
、
自
ら

定
め
た
約
款
を
踏
ま
え
、
独
立
し
て
誠
実
に
自
己
の
水
先
業
務
を

行
い
、
そ
の
相
手
方
で
あ
る
船
舶
所
有
者
ら
に
対
し
、
予
め
対
価

と
し
て
定
め
置
い
た
水
先
料
を
請
求
す
る
関
係
を
前
提
に
し
て
い

る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
こ
ろ
、
現
に
、
Ｙ
１
ら
内

海
水
先
区
の
水
先
人
は
、
免
許
を
受
け
て
被
告
水
先
人
会
に
所
属

し
、
神
戸
税
務
署
長
に
対
し
、
水
先
人
と
し
て
個
人
事
業
の
開
業

な
る
地
点
に
お
い
て
右
転
の
指
示
を
出
し
た
点
に
着
目
す
れ
ば
、

原
審
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
重
過
失
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
余

地
は
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
実
際
、
控
訴
審
判
決
に
お
い

て
も
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
と
し

て
い
る
）。
し
か
し
、
控
訴
審
判
決
で
は
、
水
先
人
の
重
過
失
の

有
無
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
本
件
座
礁
事
故
に
至
る
経
緯
全
体

を
検
討
し
て
お
り
、
本
船
側
の
Ｂ
Ｒ
Ｍ
（
Ｐ
）
の
不
励
行
と
の
関

係
か
ら
、
重
過
失
を
否
定
し
て
い
る
。
本
件
の
事
実
関
係
の
下
で
、

重
過
失
を
右
転
指
示
だ
け
で
は
な
く
一
連
の
水
先
行
為
全
体
に
焦

点
を
当
て
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
本
船
側
に
も
Ｂ
Ｒ
Ｍ

（
Ｐ
）
の
不
励
行
も
存
在
し
て
お
り
、
故
意
と
同
視
し
得
る
ほ
ど

顕
著
で
あ
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（
28
）

。

六
　
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先
人
連
合
会
の
責
任

（
一
）
水
先
人
会
の
責
任

本
件
で
は
、
Ｙ
１
だ
け
で
は
な
く
Ｙ
１
が
所
属
す
る
水
先
人
会

及
び
日
本
水
先
人
連
合
会
に
つ
い
て
も
責
任
追
及
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先

人
連
合
会
の
責
任
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
三

業
務
の
運
営
の
た
め
に
、
通
信
そ
の
他
の
事
務
施
設
を
必
要
と
す

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
業
務
運
営
上
必
要
な
施
設
の
整
備
を

目
的
と
し
、
加
え
て
水
先
人
同
士
の
親
睦
及
び
福
祉
を
は
か
る
こ

と
を
目
的
と
さ
れ
て
お
り
、
水
先
業
務
そ
れ
自
体
は
水
先
人
個
人

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
き
た

（
30
）

。
そ
の
た
め
、
水
先
人
会
自

身
が
水
先
契
約
締
結
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
く
、

加
え
て
、
本
件
原
審
判
決
及
び
控
訴
審
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
、

水
先
人
会
は
水
先
人
の
事
務
の
取
次
や
窓
口
業
務
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
、
水
先
人
と
水
先
人
会
と
の
間
に
指
揮
命
令
関

係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
控
訴
審

判
決
で
追
加
的
に
Ｘ
か
ら
主
張
さ
れ
た
点
と
し
て
、
水
先
人
会

（
組
合
）
に
関
す
る
大
審
院
判
決
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
付
言
し

て
お
く
。
大
判
昭
和
九
年
一
二
月
二
一
日
民
集
一
三
巻
二
四
号

二
三
六
四
頁
は
当
時
の
水
先
人
組
合
に
お
け
る
組
合
規
約
の
一
部

改
正
に
つ
き
、
組
合
員
で
あ
る
水
先
人
が
、
当
該
改
正
に
つ
い
て

は
全
員
一
致
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
全
員
一
致
に
よ
り
議
決
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
決
議
無
効
事
由
に
当
た
る
な
ど
と
主
張

し
た
事
案
で
あ
る
。
同
事
件
に
お
い
て
は
、
水
先
人
組
合
は
民
法

上
の
組
合
で
あ
る
と
し
た
事
例
で
あ
る
が

（
31
）

、
も
し
、
水
先
人
会
が

民
法
上
の
組
合
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
組
合
員
個
人
で
あ
る
水

届
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
…
、
自
ら
内
海
水
先
区
水
先
約
款
を

定
め
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
水
先
契
約
を
締
結
し
て
水
先
業
務
を

行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
を
総
合
考
慮
す
る
と
本
件
水
先
契

約
は
、
他
に
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
実
質
的
に
水

先
人
で
あ
る
Ｙ
１
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で

あ
る
。」
と
し
、
さ
ら
に
「
水
先
人
会
は
、
水
先
業
務
を
提
供
す

る
主
体
で
あ
る
水
先
人
個
人
の
業
務
が
、
膨
大
・
煩
雑
で
あ
り
、

か
つ
公
共
性
の
高
い
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
事

務
的
・
物
理
的
な
側
面
か
ら
補
助
し
支
援
す
る
こ
と
を
事
業
の
目

的
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
」
と
し
て
特
段
の
事
情
も
認
め
ら
れ

な
い
と
し
、
や
は
り
水
先
契
約
の
主
体
は
、
あ
く
ま
で
Ｙ
１
で

あ
っ
て
水
先
人
会
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
使
用
者
責

任
に
つ
い
て
も
、「
被
告
水
先
人
会
は
、
あ
く
ま
で
水
先
人
か
ら

委
託
を
受
け
、
一
元
的
に
、
水
先
人
の
す
る
水
先
の
引
き
受
け
に

関
す
る
事
務
の
取
次
な
い
し
は
窓
口
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
水
先
人
を
実
質
的
に
指
導
・
監
督
す
る

た
め
の
組
織
で
は
な
い
上
、
他
に
、
Ｙ
１
と
の
間
に
実
質
的
な
指

揮
監
督
関
係
（
使
用
関
係
）
を
基
礎
付
け
る
特
段
の
事
情
を
認
め

る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」
と
し
て
、
使
用
者
責
任
も
否
定
し
て

い
る
。
前
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
水
先
人
会
は
、
水
先

）
五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

七
四

水
先
人
会
の
会
員
の
品
位
を
保
持
し
、
水
先
業
務
の
適
正
か
つ
円

滑
な
遂
行
に
資
す
る
た
め
、
水
先
人
会
及
び
そ
の
会
員
の
指
導
、

連
絡
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
で
あ
る
（
水
先
法

五
五
条
二
項
）。
確
か
に
、
水
先
人
連
合
会
は
、
水
先
人
会
及
び

水
先
人
に
対
し
て
、
会
則
に
基
づ
き
、
必
要
な
監
督
、
指
示
又
は

指
導
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
加
え
て
、
個
々
の
水
先
人
に
対
す
る

処
分
も
各
水
先
人
会
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
原
審
判
決
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
か
ら
日

本
水
先
人
連
合
会
と
Ｙ
１
（
水
先
人
）
と
の
間
に
実
質
的
な
指
揮

監
督
関
係
が
あ
る
と
ま
で
は
言
い
に
く
く
、
日
本
水
先
人
連
合
会

に
つ
い
て
使
用
者
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
水
先
人
会
及
び
日
本
水
先
人
連
合
会
の
責
任
を

否
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
原
審
判
決
及
び
控
訴
審
判
決
い
ず
れ

も
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

七
．
結
び
に
代
え
て

本
判
決
に
関
連
し
て
、
国
土
交
通
省
が
設
置
し
て
い
た
「
水
先

人
の
人
材
確
保
・
育
成
等
に
関
す
る
検
討
会
」
の
会
合
に
お
い
て
、

先
人
が
水
先
契
約
の
当
事
者
と
な
る
の
で
は
な
く
、
水
先
人
会
が

契
約
当
事
者
に
な
る
と
主
張
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
当
該
大
審
院
判
決
は
あ
く
ま
で
組
合
規
約
の
改
正
決
議
の

無
効
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
っ
て
、
水
先
人
個
人
が
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
ま
で
も
否
定
し
た
裁
判
例
で
あ
る
と
ま
で
い
え
ず
、

さ
ら
に
、
昭
和
二
四
年
の
水
先
法
改
正
に
伴
い
、
権
利
能
力
な
き

社
団
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
組
合
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
（
32
）

、
ま
た
平
成
一
八
年
の
水
先
法
改
正
に
よ
り
法
人
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
先
例
性
は
小
さ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、

本
判
決
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
立
法
論
と
し
て
法
人
た
る
水
先

人
会
が
水
先
契
約
の
主
体
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
や
は
り
水
先
人
会
が
本
件
に
お
け
る
水
先
契
約

の
当
事
者
で
あ
る
と
の
判
断
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
（
33
）

。（
二
）
日
本
水
先
人
連
合
会
の
責
任

次
に
、
日
本
水
先
人
連
合
会
の
責
任
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日
本

水
先
人
連
合
会
と
は
、
全
国
の
水
先
人
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た

法
人
で
あ
り
（
水
先
法
五
五
条
一
項
、
三
項
）、
そ
の
目
的
は
、

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
五

（参考図：海難審判庁・海難審判所裁決録22巻428頁より引用）

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本

航
海
学
会
第
一
四
三
回
秋
季
講
演
会
海
上
交
通
法
規
研
究
会
に
て

報
告
し
た
も
の
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
参
加
者

水
先
人
の
責
任
制
限
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
第
八
回
会
合

の
会
議
資
料
に
よ
れ
ば
、
日
本
水
先
人
連
合
会
か
ら
、
本
件
で
問

題
と
な
っ
た
水
先
約
款
二
一
条
三
項
の
「
重
大
な
過
失
」
の
定
義

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
ど
が
要
望
さ
れ
、
ま
た
、
控
訴
審
判
決

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
故
意
又
は
損
害
の
発
生
の
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
し
た
自
己
の
無
謀
な
行
為
」
に

改
正
す
る
こ
と
の
当
否
や
、
重
大
な
過
失
に
よ
る
場
合
で
も
、
責

任
制
限
制
度
（
責
任
限
度
額
）
を
設
け
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も

議
論
の
俎
上
に
上
っ
た

（
34
）

。
結
果
的
に
は
、
責
任
制
限
制
度
な
ど
に

つ
い
て
は
、
本
判
決
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
法
人
引
受
け
制
度
と

の
関
係
で
議
論
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
水

先
人
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
責
任
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は

引
き
続
き
議
論
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）
五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

七
六

害
を
与
え
た
事
件
に
お
い
て
、
水
先
人
が
乗
船
し
て
い
た
船
主
か

ら
水
先
人
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
態
度
を
示
さ
れ
た
者

の
、
結
果
的
に
東
京
湾
水
先
人
組
合
が
強
硬
に
反
対
し
た
結
果
、

請
求
を
断
念
し
た
事
例
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

中
村
真
澄
＝
箱
井
崇
史
『
海
商
法
（
第
２
版
）』（
成
文
堂
、

二
〇
一
三
年
）
一
四
〇
頁
、
田
中
誠
二
『
海
商
法
詳
論
（
増
補
３

版
）』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
）
二
一
七
頁
。

（
7
） 

前
掲
註
６
・
田
中
二
一
七
頁
。

（
8
） 

前
掲
註
６
・
中
村
＝
箱
井
一
四
〇
頁
、
岡
田
豊
基
『
現
代
保

険
法
・
海
商
法
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一
五
四
頁
。

（
9
） 

藤
崎
道
好
『
水
先
契
約
の
研
究
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
七
〇

年
）
二
五
頁
。

（
10
） 

原
審
判
決
で
は
水
先
約
款
二
一
条
の
規
定
に
つ
い
て
「
こ
の

免
責
規
定
が
水
先
人
の
債
務
不
履
行
責
任
だ
け
で
な
く
、
不
法
行

為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
に
も
適
用
が
あ
る
と
い
う
点
で
当
事

者
の
認
識
は
一
致
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
原
審

判
決
で
は
結
論
に
お
い
て
不
法
行
為
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
と
も

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
控
訴
審
判
決
で
は
結
論
部
分
に
お
い
て

「
Ｙ
１
の
本
件
行
為
に
つ
い
て
は
、
本
件
免
責
条
項
が
適
用
さ
れ
る

か
ら
、
Ｙ
１
は
、
Ｘ
に
対
す
る
債
務
不
履
行
責
任
及
び
不
法
行
為

責
任
を
免
責
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
） 

こ
の
点
、
従
来
、
水
先
契
約
は
請
負
契
約
た
る
性
質
を
有
す

る
と
の
見
解
も
あ
る
（
鹽
田
環
「
水
先
人
ヲ
論
ズ
」
国
家
学
会
雑

誌
二
三
巻
一
〇
号
（
一
九
〇
九
年
）
三
七
頁
）。
す
な
わ
ち
、
水
先

に
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
研
究
は

Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費18H

00805

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 
神
戸
地
方
海
難
審
判
所
平
成
二
二
年
六
月
四
日
裁
決
（
海
難

審
判
庁
・
海
難
審
判
所
裁
決
録
二
二
巻
四
二
五
頁
〔
貨
物
船
ハ
ン

ジ
ン
ブ
リ
ス
ベ
ン
乗
揚
事
件
〕）。
な
お
、
海
難
審
判
所
に
よ
る
事

故
時
の
状
況
の
図
に
つ
い
て
は
参
考
図
と
し
て
別
掲
し
た
。

（
3
） 

大
判
昭
和
一
〇
年
六
月
三
日
大
審
院
判
決
全
集
一
輯
一
九
号

一
五
頁
。

（
4
） 

志
津
田
氏
治
「
水
先
人
と
船
主
責
任
」
同
『
堪
航
能
力
と
海

事
法
の
研
究
』（
酒
井
書
店
、
一
九
七
一
年
）
二
一
三
頁
［
初
出

一
九
五
九
年
］、
原
茂
太
一
「
水
先
人
の
過
失
と
対
外
責
任
の
帰

属
」
吉
永
榮
助
編
『
田
中
誠
二
先
生
古
稀
記
念

　
現
代
商
法
学
の

諸
問
題
』（
千
倉
書
房
、
一
九
六
七
年
）
五
〇
七
頁
等
。

（
5
） 

も
っ
と
も
、
藤
崎
道
好
『
水
先
法
の
研
究
』（
成
山
堂
書
店
、

一
九
六
七
年
）
六
三
〇
頁
は
「
水
先
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

の
追
及
は
、
現
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
将
来
に
お
い
て

発
生
す
る
可
能
性
が
あ
」
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
本
件
の
よ
う
な

訴
訟
が
生
じ
う
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

一
九
五
五
年
四
月
に
、
横
浜
港
に
お
け
る
米
軍
と
東
京
湾
水
先
人

組
合
に
お
い
て
、
水
先
契
約
に
お
い
て
、
水
先
人
の
過
失
に
よ
り

米
軍
に
与
え
た
損
害
に
対
し
、
水
先
人
が
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き

で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
事
例
（
最
終
的
に
は
水
先
人
組
合
に
よ
る

抗
議
に
よ
り
賠
償
責
任
条
項
が
撤
回
）
や
、
実
際
に
、
水
先
人
が

外
国
船
に
お
い
て
水
先
行
為
を
し
た
際
に
、
同
船
及
び
他
船
に
損

）
五
五
〇
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
七

主
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
可
能
性
が
出
て
く
る
（
雇
用
契
約
で

あ
る
と
性
質
決
定
し
た
場
合
に
は
、
商
法
六
九
〇
条
の
適
用
に
よ

り
、
準
委
任
契
約
で
あ
る
と
性
質
決
定
し
た
場
合
に
は
、
商
法

六
九
〇
条
の
類
推
適
用
な
い
し
は
民
法
七
一
五
条
の
適
用
が
考
え

ら
れ
る
）。
そ
の
た
め
、
本
件
の
よ
う
に
、
水
先
人
の
本
船
船
主
に

対
す
る
責
任
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
立
場
に
与
し
た
と
し
て
も
、

基
本
的
に
は
、
主
張
・
立
証
の
対
象
や
立
証
責
任
の
分
配
に
多
少

の
違
い
が
生
じ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
雇

用
契
約
説
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
被
嚮
導
船
舶
の
船
主
の
水
先
人

に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
、
民
法
七
一
五
条
三
項
に
お

け
る
求
償
権
に
対
す
る
制
限
の
よ
う
な
議
論
は
あ
り
得
る
か
も
し

れ
な
い
。

（
12
） 

奥
田
昌
道
＝
佐
々
木
茂
美
『
新
版
債
権
総
論
（
上
巻
）』（
判

例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
二
〇
年
）
二
三
〇
頁
参
照
。

（
13
） 

前
掲
註
12
・
奥
田
＝
佐
々
木
一
五
七
頁
。
こ
の
点
、
平
成

二
九
年
民
法
改
正
四
一
五
条
一
項
但
書
で
は
「
債
務
の
不
履
行
が

契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照

ら
し
て
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
そ
の
こ
と
を
明
文

化
し
た
（
筒
井
健
夫
＝
村
松
秀
樹
編
著
『
一
問
一
答
民
法
（
債
権

関
係
）
改
正
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
七
四
〜
五
頁
参
照
）。

（
14
） 

潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）

三
八
五
頁
。

（
15
） 
小
町
谷
操
三
『
船
舶
衝
突
法
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）

契
約
に
基
づ
く
水
路
の
嚮
導
は
請
負
の
性
質
を
帯
び
、
そ
の
仕
事

の
完
成
、
す
な
わ
ち
、
船
舶
を
嚮
導
し
て
安
全
に
船
舶
を
入
港
さ

せ
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を

敷
衍
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
座
礁
事
故
の
発
生
に
よ
り
、
債
務

不
履
行
（
不
完
全
履
行
）
の
事
実
が
あ
る
と
さ
れ
、
他
方
で
、
水

先
人
の
側
に
お
い
て
、
本
件
座
礁
事
故
に
つ
い
て
帰
責
事
由
の
な

い
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

現
在
で
は
、
雇
用
契
約
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
前
掲
註

６
・
中
村
＝
箱
井
一
四
一
頁
）
や
、
準
委
任
契
約
と
す
る
見
解

（
逸
見
真
「
水
先
人
の
民
事
免
責
―
水
先
約
款
免
責
条
項
の
現
代
的

意
義
と
妥
当
性
」
日
本
航
海
学
会
論
文
集
一
二
六
号
（
二
〇
一
二

年
）
一
二
八
頁
、
三
好
登
志
行
＝
藤
本
昌
二
「
水
先
標
準
約
款
21

条
３
項
『
重
大
な
過
失
』
の
意
義
に
つ
い
て
」
海
事
法
研
究
会
誌

二
三
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
五
頁
）
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
契
約
の
性
質
が
主
と
し
て
理
論
的
に

問
題
と
な
る
の
は
、
水
先
人
の
嚮
導
に
従
っ
て
船
舶
を
運
航
し
て

い
た
場
合
に
、
他
船
と
衝
突
し
た
場
合
の
水
先
人
と
被
嚮
導
船
舶

の
船
主
の
他
船
船
主
に
対
す
る
衝
突
責
任
の
場
面
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
請
負
契
約
説
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
注
文
者
で
あ
る
本
船

側
に
つ
い
て
は
責
任
を
問
わ
れ
ず
、
水
先
人
の
み
が
衝
突
相
手
船

主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
一
方
（
民
法
七
一
六
条
参

照
）、
他
方
で
雇
用
契
約
や
準
委
任
契
約
で
あ
る
と
性
質
決
定
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
民
法
七
一
五
条
な
い
し
は
商
法
六
九
〇
条
に
基
づ

く
使
用
者
責
任
ま
た
は
船
主
責
任
に
よ
り
、
水
先
人
及
び
本
船
船

）
五
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

七
八

（
25
） 

奥
田
昌
道
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
10
）
Ⅱ
債
権
（
１
）』〔
潮

見
佳
男
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
二
四
頁
。

（
26
） 

も
と
も
と
水
先
約
款
に
お
け
る
水
先
人
の
免
責
条
項
は
、
本

来
、
水
先
人
は
船
長
に
対
す
る
助
言
者
に
過
ぎ
ず
、
水
先
行
為
に

よ
っ
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
船
舶
所
有
者
が
負
担
す
べ
き
も

の
で
あ
る
と
い
う
水
先
法
の
考
え
方
を
前
提
と
す
る
。
水
先
人
に

対
し
て
船
主
か
ら
損
害
賠
償
責
任
が
追
及
さ
れ
た
場
合
、
水
先
業

務
の
運
営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
免
責
条
項
を
水
先
約
款
に
挿
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

当
時
の
水
先
人
協
会
か
ら
は
、
水
先
人
の
故
意
ま
た
は
重
過
失
に

よ
ら
ず
し
て
生
じ
た
損
害
に
対
し
て
は
免
責
さ
れ
る
旨
の
条
項
が

提
案
さ
れ
、
英
国
船
主
責
任
保
険
組
合
八
団
体
及
び
日
本
船
主
協

会
と
の
協
議
に
よ
り
、
認
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
（
前
掲

註
５
・
藤
崎
六
三
〇
頁
〜
六
三
四
頁
参
照
）。

（
27
） 

前
掲
註
11
・
三
好
＝
藤
本
一
一
頁
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
法

に
お
い
て
も
、
水
先
人
に
は
適
切
な
賠
償
責
任
保
険
が
な
く
、
賠

償
リ
ス
ク
を
分
散
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
一
方
、
船
主
は
賠
償

リ
ス
ク
を
最
も
容
易
に
付
保
で
き
、
か
つ
ほ
と
ん
ど
追
加
費
用
も

か
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
水
先
人
の
賠
償
責
任
の
免
責
規
定
を
有

効
と
し
て
い
る
（T

hom
as J. S

choenbaum
, A

D
M

IR
A

L
T

Y
 

A
N

D
 M

A
R

IT
IM

E
 L

A
W

, V
ol. 2 

（W
est P

ub. 5th ed., 
2011

）, p.94-95

）。

（
28
） 
債
権
者
側
の
過
失
と
の
関
係
で
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、

債
務
者
の
過
失
を
検
討
す
る
中
で
、
債
権
者
の
過
失
を
も
考
慮
要

一
一
三
頁
、
石
井
照
久
『
海
商
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）

一
九
五
頁
〜
一
九
六
頁
、
前
掲
註
４
・
志
津
田
二
二
九
頁
。
た
だ

し
、
森
清
『
海
商
法
原
論
（
全
訂
改
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
四
一

年
）
六
三
頁
は
反
対
。

（
16
） M

ichael R
. A

dam
s

／
廣
澤
明
（
訳
）『
ブ
リ
ッ
ジ
・
リ
ソ
ー

ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
四
頁
等
参

照
。
例
え
ば
、
船
長
は
、
た
と
え
レ
ー
ダ
ー
を
利
用
し
て
い
た
と

し
て
も
、
当
直
担
当
者
に
対
し
て
航
海
当
直
の
状
況
等
を
船
長
に

知
ら
せ
る
よ
う
促
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（S

ee, T
uuli 

A
nna M

esser, M
A

S
T

E
R

’S
 H

A
N

D
B

O
O

K
 O

N
 S

H
IP

’S
 

B
U

S
IN

E
S

S
 

（C
ornell M

aritim
e P

ress, 3
rd. ed.

）, p.8

）。

（
17
） 

前
掲
註
16
・M

ichael

／
廣
澤
一
三
〇
頁
以
下
。

（
18
） 

前
掲
註
16
・M

ichael

／
廣
澤
一
四
三
頁
。

（
19
） 

最
判
昭
和
三
二
年
七
月
九
日
民
集
一
一
巻
七
号
一
二
〇
三
頁
。

（
20
） 

神
田
秀
樹
「
判
批
」
江
頭
憲
治
郎
ほ
か
編
『
商
法
（
総
則
・

商
行
為
）
判
例
百
選
（
第
５
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）

一
九
五
頁
。

（
21
） 

道
垣
内
弘
人
「
重
過
失
」
法
学
教
室
二
九
〇
号
（
二
〇
〇
四

年
）
三
九
頁
。

（
22
） 

道
垣
内
弘
人
「『
重
過
失
』
概
念
に
つ
い
て
の
覚
書
」
能
見
善

久
ほ
か
『
民
法
学
に
お
け
る
法
と
政
策
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）

五
六
一
頁
。

（
23
） 

前
掲
註
22
・
道
垣
内
五
六
五
頁
〜
五
六
六
頁
参
照
。

（
24
） 

前
掲
註
11
・
逸
見
一
二
八
頁
。

）
五
五
五
（



水
先
人
の
重
過
失
と
被
嚮
導
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
（
南
）

七
九

（
29
） 

会
員
の
す
る
水
先
の
引
受
け
に
関
す
る
事
務
を
統
合
し
て
行

う
た
め
の
事
務
所
（
水
先
法
四
八
条
二
項
括
弧
書
き
）。

（
30
） 

前
掲
註
９
・
藤
崎
六
五
頁
。

（
31
） 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
藤
崎
道
好
「
水
先
人
組
合
の
決
義
無

効
確
認
の
訴
」
我
妻
栄
編
『
海
事
判
例
百
選
（
増
補
版
）』（
有
斐

閣
、
一
九
七
三
年
）
六
四
頁
参
照
。

（
32
） 

前
掲
註
６
・
田
中
二
二
〇
頁
〜
二
二
一
頁
。

（
33
） 

な
お
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
も
、
水
先
人
会
（pilot 

associations

）
は
、
そ
の
会
員
で
あ
る
水
先
人
の
不
法
行
為
に
つ

い
て
代
位
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
確
立
し
て
い
る
と

さ
れ
る
。
水
先
人
は
水
先
人
会
の
代
理
人
と
し
て
の
機
能
は
有
し

て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
一
般
公
衆
に
対
し
て
水
先
人
の
専
門
的
な

行
為
に
つ
い
て
保
証
を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

S
choenbaum

, supra note 27, p.96.

（
34
） 

国
土
交
通
省
「
第
８
回
水
先
人
の
人
材
確
保
・
育
成
等
に
関

す
る
検
討
会
」<available at https://w

w
w

.m
lit.go.jp/com

m
on/ 

001154333.pdf 

（L
ast access: 12/1/2020

）>

素
と
し
得
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
債
権
者
の
過
失
に
つ
い
て
、

過
失
相
殺
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
契
約
は
契
約
当
事
者
を
拘
束
す

る
も
の
で
あ
り
、
債
権
者
の
過
失
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
債

務
者
の
側
と
同
様
に
、「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取

引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
」
判
断
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
債
権
者
に

過
失
が
あ
る
と
い
え
る
か
の
判
断
に
お
い
て
も
、
債
務
不
履
行
に

該
当
す
る
事
実
の
発
生
に
関
す
る
リ
ス
ク
が
契
約
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い
た
か
が
出
発
点
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と

に
な
る
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
（
潮
見
佳
男
ほ
か
編
『
詳
解
改
正

民
法
』〔
長
野
史
寛
〕（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
一
六
二
頁
）。

こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
本
件
水
先
契
約
に
お
い
て
は
、
債

権
者
側
で
あ
る
本
船
側
に
も
、
水
先
人
は
船
長
の
助
言
者
で
あ
る

こ
と
を
前
提
に
、
水
先
人
の
嚮
導
に
疑
問
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合

に
は
情
報
交
換
等
を
行
う
な
ど
し
て
、
損
害
の
発
生
を
回
避
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
本
件
で
は
、

ま
さ
に
損
害
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
債
権
者
に
課
さ
れ
て
い

る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
債
務
者
の
過

失
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
は
不
当
と
は
言
え
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
、
少
な
く
と
も
、
水
先
人
（
債
務
者
）

に
過
失
が
な
い
と
い
う
事
案
で
は
な
く
、
水
先
人
に
過
失
は
あ
る

も
の
の
、
水
先
人
の
嚮
導
に
対
す
る
本
船
側
の
過
失
あ
る
不
作
為

（
Ｂ
Ｒ
Ｍ
の
不
励
行
）
に
よ
っ
て
、
重
過
失
と
ま
で
は
い
え
な
い
と

い
う
事
案
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

）
五
五
五
（





日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
一
二

ゲルマン私法からみた所有と
その自然本性一般について

クリスティアン・トマジウス
ヨーハン・ゲオルク・フランク

出　雲　　孝　訳

1 　解題

本稿は、プロイセンの法学者クリスティアン・トマジウス（Christian	

THOMASIUS,	1655-1728年）（ 1 ）が主査を務めた学位請求論文「ゲルマン私

法からみた所有とその自然本性一般について De dominio et ejus 

natura in genere intuitu juris Germanici privati」（1721年）の日本語

訳である（以下、本学位請求論文そのものを指すときは「本史料」、訳者の訳

文を指すときは「本邦訳」と呼ぶ）。学位請求者は、ヨーハン・ゲオル

ク・フランク（Johann	Georg	FRANCK,	生没年不詳）というハレの正規ア

ドヴォカート（羅 advocatus	ordinarius、独 Ordentlicher	Advokat）である。

近世ドイツにおけるアドヴォカートという職業は、法廷代弁人で

あったプロクラトール（羅 procurator、独 Prokurator）と対をなす法律職

であり、裁判外で訴訟手続の準備を担当したり、法的なアドバイスを

したりする役割を担っていた（ 2 ）。現代日本の弁護士業と比較した場合、

法廷弁護を独占する職がプロクラトール、裁判外での法律相談や書類

作成を引き受ける職がアドヴォカートと呼ばれ、区分されていたこと

になる。本史料における学位請求者のフランクは、後者の法実務家で

あったものと推測される。

翻　訳

）
六
五
五
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アドヴォカートの学位請求論文を翻訳する意義とは何であるか、と

いう理由の一部については、別稿において解説したことが当てはま

る（ 3 ）。すなわち、本史料は、学位請求者であるフランクの著作という

よりも、むしろ、近世ドイツの高名な自然法論者トマジウスの著作で

あると認定することが可能だからである。これに加えて、本史料に関

しては、日本語訳を世に出すもうひとつの学術的な理由が存在する。

それは、哲学者イマニュエル・カント（Immanuel	KANT,	1724-1804年）が

本史料を読み、彼の『法論 Rechtslehre』に反映させたと推量する十分

な根拠があることである。

カントが本史料の存在を知っていたことは、直接的に実証すること

ができる。というのも、カントは、1767年から1788年の間に担当した

自然法の講義において、ゴットフリート・アッヘンヴァル（Gottfried	

ACHENWALL,	1719-1772年）の『自然法 Jus naturae』（ 2 巻本、1755-1756

年出版、カントが参照していたのは1763年の第 5 版）を用いており（ 4 ）、その

第 1 巻第 2 部第 3 章「所有権 dominium」に、本史料が主要参考文献と

して掲載されていたからである（ 5 ）。

すると、カントは本史料の中身に実際に目を通したのか否か、とい

う点が問題となる。これについても、以下の理由から肯定的に解する

ことができる。カントの『法論』と本史料とは、①私法の主たる規律

対象は「私のもの」と「君のもの」との区別であること（『法論』第 1 部

第 1 章の章題 B56（ 6 ）、および本史料第 1 節を参照）、②それゆえに私法の基

盤は所有権法であり、契約法や家族法はそのあとに続くこと（『法論』

第 1 部第 2 章第 1 節 B80、第 2 節 B97、第 3 節 B105、および本史料第 1 節から

第 8 節までを参照（ 7 ））、これら 2 点において一致している。ところで、

これらの主張は、当時の主流派の見解とは異なっていた。したがって、

カントとトマジウスとが似通っているのは、両者が18世紀ドイツに広

く流布していた見解に従ったからに過ぎない、とは言えない。すると、

両者の一致を説明するためには、以下の 2 つの仮説のいずれかを採用

しなければならない。すなわち、カントは自分が指定した教科書に
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載っていたトマジウスの本史料を参考にしたか、あるいは参考にしな

かったにもかかわらず体系が一致したかの、いずれかである。前者の

仮説のほうが、後者の仮説よりも尤もらしい。直感的にそれが尤もら

しい、というわけではなく、以下のように明確な理由を挙げることが

できる。

まず、①の用語法について、トマジウスとカントが用いている「私

のものと君のもの（羅 meum	et	tuum、独 Mein	und	Dein）」という言い回し

は、アッヘンヴァル『自然法〔第 5 版〕』第 1 巻第 2 部第 3 章「所有権

dominium」の第142節にもみられる（ 8 ）。したがって、カントが本史料

に目を通さなくとも、「私のものと君のもの meum	et	tuum」という表

現を知ることは可能であったし、彼がこの表現を最初に知ったのはお

そらくアッヘンヴァルのこの箇所を通じてなのであろう。しかし、こ

の「私のものと君のもの」という言い回しは、アッヘンヴァルの著作

の中では註に近いかたちで言及されており、本文で多用されているわ

けではない。本文中に出てくるのは、「私の物 res	mea」（ 9 ）、「私に固有

な / 専有された物 res	mihi	propria」（10）、「固有な / 専有された物 res	

propria」（11）、「自分の物 res	sua」（12）、「私の物、他人の物 res	mea,	res	

aliena」（13）、「自分に固有な / 専有された物 res	sibi	propria」（14）である。

もしカントがトマジウスではなくアッヘンヴァルを参照しただけで

あるならば、本文中で複数回使われている表現を無視してまで、わざ

わざ註で触れられているものを選択する必要はなかったはずである。

特に、近世の著名な自然法論者たちは、アッヘンヴァル自身がそうで

あったように、「固有な / 専有された proprium」というラテン語形容詞

のほうを好んで用いていた。例えば、ザミュエル・フォン・プーフェ

ンドルフ（Samuel	von	PUFENDORF,	1632-1694年）はその主著『自然法と

万民法 De jure naturae et gentium』（ 8 巻本、1672年）において、所有と

は物の「固有性 / 専有 proprietas」であると捉えている（15）。また、クリ

スティアン・ヴォルフ（Christian	WOLFF,	1679-1754年）は、『科学的な方

法で研究された自然法 Jus naturae methodo scientifica pertractatum』

）
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五
四
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（ 8 巻本、1740-1748年）において、「固有な / 専有された物 res	propria」

を論述の対象として挙げて、これを所有権と結びつけている（16）。した

がって、仮にカントがトマジウスの本史料を無視して他の主流派の用

語法に依拠したならば、『法論』第 1 部第 1 章の表題は「外的な私のも

のと君のもの一般に関する私法 Das	Privatrecht	vom	Äusseren	Mein	

und	Dein	überhaupt」ではなく、「外的な固有の / 専有されたもの一般

に関する私法 Das	Privatrecht	vom	Äusseren	Eigenen	überhaupt」と

なったはずである。カントは本史料に目を通さなかったにもかかわら

ず「私のものと君のもの」をわざわざ章題に選んだ、と考えることは

不自然である。

さて、以上の議論に対しては、次のような疑問が生じるかもしれな

い。カントとトマジウスとの用語法が偶然一致する可能性は低いと見

積もられているけれども、アッヘンヴァルの用語法とトマジウスのそ

れとが一致した事実は、そのような偶然が起こりうることの証左では

ないであろうか、と。この疑問に対しては、アッヘンヴァルの用語法

とトマジウスのそれとが一致していることそれ自体がそもそも偶然で

はない、という反論を加えることができる。というのも、アッヘン

ヴァルは『自然法〔第 3 版〕』（1755年）において、「私のものと君のも

の」や「私の物と君の物」という表現を用いておらず（17）、この表現が

同書に初めて現れるのは、トマジウスの本史料が主要参考文献に挙げ

られた第 4 版（1758年）においてだからである（18）。つまり、アッヘン

ヴァルが「私のものと君のもの」という言い回しを用いるようになっ

た時期と、彼が本史料を引用した時期とは重なっている。これは、

アッヘンヴァル自身が本史料からそもそも影響を受けていた、という

ことの証拠である。このように、「私のものと君のもの」という言い回

しは、本史料を目にした者でなければ容易に思いつかない表現なので

ある。

次に、②の体系の問題に移ろう。法制史の観点から言えば、トマジ

ウスやカントが構想した物権法を基礎とする体系は、当時は異色で
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あった。例えば、プロイセンの官僚ザミュエル・フォン・コクツェ

イー（Samuel	von	COCCEJI,	1679-1755年）は、彼が起草を担当した『フ

リードリヒ法典草案 Projekt des Corporis Juris Fridericiani』（1781年

の『フリードリヒ法典 Corpus Juris Fridericianum』とは別物である。）にお

いて、第 1 部に「人の法 jus	personarum」を、第 2 部に「物の法 jus	

rerum」を置いている（19）。これは、『ユスティニアヌス帝の法学提要

Institutiones Justiniani』の配列と一致している。また、1756年にバ

イエルンで施行された『マキシミリアン・バイエルン法典 Codex 

Maximilianeus Bavaricus civilis』も、『ユスティニアヌス帝の法学提

要』に従い、人の法を先行させている。その後、1794年のプロイセン

で施行に至った『プロイセン一般ラント法 Allgemeines Landrecht für 

die Preußischen Staaten』は、『ユスティニアヌス帝の法学提要』の構

成からはやや外れているものの、人や契約に関する規定を、物権法の

前に置いている。このように、近世ドイツの立法史において、物権法

をまず規定するという発想は、採用されていなかった（20）。仮にカント

が当時の一般的な法体系から影響を受けていたならば、『法論』におい

ても家族法などを先に説明したはずである。したがって、『法論』の構

成がローマ法の伝統や当時の実定法に依拠したものでないことは、明

らかであろう。

同様に、法思想史の観点からみても、トマジウスとカントの体系は

革新的であった。まず、フーゴー・グロチウス（Hugo	GROTIUS,	1583-

1645年）の『戦争と平和の法 De jure belli ac pacis』（1625年）やエメー

ル・ド・ヴァッテル（Emer	de	VATTEL,	1714-1767年）の『万民法 Le 

droit des gens』（1758年）のように、国家活動を体系の初めから前提と

するものは、カントの論述にそぐわない。また、プーフェンドルフは

『自然法と万民法』において、損害賠償法（第 3 巻第 1 章）や契約法総論

（第 3 巻第 4 章以下）を、物権法（第 4 巻第 3 章以下）の前に置いている。

同様に、ヴォルフも『科学的な方法で研究された自然法』において、

物権法（第 2 部）の前に不法行為法を置いており（第 1 部第 3 章）、所有
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を私法の根幹とみる発想を持っていなかった。本史料でトマジウスが

提示しているところの、物権法のみならず契約法、相続法、民事訴訟

手続、それどころか人の法ですら、私法の文脈では所有なしには成立

しえない、というアイデアは、近世の主だった自然法論者には見られ

ないものである。

つまり、近世ドイツの法制史、特に法典編纂史と、法思想史、特に

自然法論との両領域において、トマジウスの学説は孤立していた。し

たがって、カントがトマジウスから影響を受けなかったと考えるため

には、彼は本史料が講義テキストの主要参考文献にあがっていたにも

かかわらず目を通しておらず、それでいながら用語と体系においてト

マジウスの独自説と似通った結論に達していた、という仮定を受け入

れなければならない。しかし、この仮定よりも、カントは自分が採用

した教科書に掲載されていたトマジウスの論文に目を通し、それに触

発された、と推測するほうが尤もらしい。

以上の論述から、本史料の歴史的な価値は明らかになったと思われ

る。すなわち、本史料の価値は、カントの『法論』を部分的に規定し

たことにある。この観点からみると、例えば本史料第14節は、カント

が批判している「原始的共有 communio	primaeva」であることが分かる

であろう。詳細な比較については、別稿に譲ることとしたい。

2 　凡例

本史料については、全集等の校訂を経たテキストが令和 2 年12月11

日時点では存在していない。訳者は、中央大学図書館ライヒ最高裁判

所図書館旧蔵17～18世紀学位論文コレクション91-10を底本としつつ、

誤植と思しき箇所については、マックス・プランク＝ヨーロッパ法史

研究所の蔵書等と比較照合し、校正した。校正した箇所とその内容に

ついては、本邦訳の訳註にて明記した。貴重書の閲覧を許可してくだ

さった中央大学図書館には、この場を借りて御礼申し上げる。
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本邦訳の訳文中における括弧の使い方は、以下の通りである。丸括

弧は、トマジウスおよびフランク自身が原文で使用したものである。

角括弧は、原文にない言葉を訳文に補うときに、訳者が挿入したもの

である。亀甲括弧は、訳者が註釈をつけるとき、訳註に落とし込むほ

どではないと判断した場合に、訳者が挿入したものである。鉤括弧お

よび五重鉤括弧に対応する記号は原文にはなく、訳者が日本語の慣用

に照らして挿入したものである。

本邦訳における註について、ａ）ｂ）ｃ）とアルファベットに右丸括弧

で表記されているものは、原註である。原文はいわゆる脚注を用いて

おらず、本文にそのまま併記しているので、訳文もこれに従った。い

わゆる脚注のかたちになっているものは、訳註である。

本邦訳における文字の装飾については、以下の通りである。原文の

本論部分においてイタリックになっている箇所は、訳文において太字

で強調した。これに対して、原註はすべてイタリックになっているけ

れども、これらをすべて太字にすることはしなかった。トマジウスは

序文、註、目次などをイタリックで書く癖があり、強調の意図ではな

いと解されるからである。

最後に、トマジウスとフランクがラテン語およびドイツ語を解説し

ているときは、これを訳文に載せた。綴りの現代化も控えた。歴史的

用語法の解説である以上、原文を尊重する必要があると考えたからで

ある。

3 　翻訳

第 1 節　私法はあまねく、私のものと君のものとに関わっているので

あるが、私のものと君のものとの差異はすべて、所有 dominium に由来

しているので、所有の観念に確固たる基礎を与えるように、熱心に努

力するべきである。なぜなら、私法の教えはすべて、所有に鑑みてい

るか、またはその自然本性から導き出されるかの、いずれかだからで
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ある。そして、たとえこの主張が、広義の所有、すなわち無体物 res	

incorporalis の所有についても真であるとしても、しかし、［本稿で］

述べられたことから明らかになるように、ここで私はもっぱら、狭義
の所有、すなわち有体物 res	corporalis の所有を念頭に置く。なぜなら、

有体物の所有がなければ、無体物の所有はおよそ観念しえないからで

ある。

第 2 節　というのも実に、他の場所〔＝「ゲルマン私法からみた物の

差異について De rerum differentiis intuitu juris Germanici privati」

［1721年］〕で論じておいた物の区別はどれも、物の所有を取得したり

維持したり移転したりすることに関していろいろと考察を加えるべき

ときにしか、有用さをもたらさない。これらの［取得、維持、移転と

いう］効果全体について考察するときであれ、いずれかについてのみ

考察するときであれ、そうである。またそれだけでなく、法学が関わ

るその他の権利もすべて、所有を前提にしており、しかも、所有を目

的としているかまたは所有から生じているかの、いずれかである。

第 3 節　なるほど、物における権利 jus	in	re に関して言えば、仮に所

有というものが存在しなかったならば、役権も質権も相続も存在しな

かったであろうことに、疑いの余地はない。ところで、役権と質権と

が、自然法の原理にもとづく所有の効果として成り立っているのに対

して、遺言による承継取得は、決して所有の自然本性から導き出すこ

とができず、むしろ任意の法〔＝実定法〕の規定のみから導き出され

る。主査であるトマジウス先生は、既に専門論文「遺言相続の起源に

ついて De origine successionis testamentariae」［1705年］において、

このことを詳しく導き出している。後述第46節を参照。無遺言の被相

続人からの承継取得も、市民法にもとづく所有の取得方法に数え入れ

られるべきである。
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第 4 節　占有 possessio そのものは、たとえ物における権利 jus	in	re

や物に対する権利 jus	ad	rem に本来的には属さないとしても、さらに、

占有に関する章において述べられるべきことがらによれば、所有は占

有から始まるので、むしろ所有のほうが占有に依存しているとみられ

るかもしれないとしても、しかし、占有が法学において考察されると

きは、占有のほうが所有を前提としており、所有を目的としているの

である。なぜなら、法的な占有はすべて、自己のために持つ心を伴う

からである。

第 5 節　ところで、約束 pactum や契約 contractus（21）というものはすべ

て、［ 1 ］売買のように、所有を取得したり移転したりすることを目的

としているか、あるいは、［ 2 ］賃約のように、所有者が自分の物から

生じる利益の特定の部分を相手方に移転することを目指しているか、

あるいは、［ 3 ］委任や寄託の多くの場合においてそうであるように、

自分の物の所有を維持することを目指しているか、あるいは、［ 4 ］私

人間でおこなわれる恭順や服従の約束のように、所有が［制度として］

導入されていないときでもまったく無用なわけではないが、しかしほ

とんど無用であるか、［ 5 ］あるいは最後に、［所有との関係を無視す

るときは］市民生活においてほとんど効果をもたらさないかの、いず

れかである。最後のたぐいの約束は、所有に服する物とは無関係な、

純粋に人的な約束である。例えば、他人に情報を伝える約束、他人の

病気を診る約束、絵を描く約束などである。［これらの約束は、物とは

直接的に関わり合いを持たないので］、それゆえに法律も、これらの約

束およびそれに類する事案においては、原告のために、利害に対する

訴権〔＝損害賠償を求める訴権〕を発明したのである。とはいえ、利

害は、所有を前提とする。［したがって、あらゆる約束と契約は、所有

を前提とする。］

第 6 節　ところで、物の量すなわち物の価格も、所有なしには観念さ
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れえないはずである。反対に、所有が［制度として］置かれるとすぐ

に、所有に服している物同士の比較が、すなわち、物の価値と価格と

が生まれ、さらにそれらの物同士の交換が生まれた。ここから商取引

が生じたのであるけれども、この商取引の隆盛は、貨幣や金銭を生み

出した。

第 7 節　ところで、私法に関する法的な手続は総じて、所有に奉仕し

ており、またそれが所有から生じる諸権利を判定する手続である限り、

［所有の］取得または維持にも奉仕している。それゆえに、物から所有

が取り除かれるならば、法的な手続もここ〔＝私法〕では存在する余

地がなかったであろう。

第 8 節　それどころか、人の法も、それが私法と関わっている限りに

おいては、物の所有のみを念頭においている。あるいは少なくとも一

次的には、物の所有を念頭においている。というのも、家長の権限、

主人の権限、夫の権限、自由、外国籍と対置されるところの市民権、

年齢、位階、そのほか身分というものは何であれ、その身分に属する

人々が、所有を取得、維持または譲渡する能力を独自に持っているか

否かという観点がなければ、私法と関係しないからである。

第 9 節　というわけで、私たちは本題へと入るわけであるが、所有
dominium という言葉は、人に対する支配 imperium という特殊な意味

で解されて、公法に割り当てられることがある（例えば、奴隷たちを支配

する所有者 dominus の権限は、支配 imperium である。なぜなら、この権限はそ

れ自体では、第 8 節にもとづいて、公法に属するからである。それが専制的な

支配であるのか、それとも協調的な支配であるのかは、関係がない）。他方で、

所有という言葉は、この支配と対置されるところの、物の法と解され

ることもあり、そして後者こそが、この論文のテーマである。という

のも、支配は人間に向けられた権利でしかないけれども、所有は、所
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有に服する限りでの人と物とに向けられた権利だからである。それゆ

えに、海の所有に関する論争（22）において、ある人々は、所有の代わり

に海の支配という用語をもちいているわけであるが、これはおよそ適

切ではない。［なぜなら、海の所有は、人に向けられた権利ではないか

らである。］

第10節　所有 dominium は、物の共有 communio〔＝後掲第11節の消極

的な共有〕とは正反対のものであり、専有 proprietas も、この共有と

は正反対のものである。したがって、所有と専有とは、ひとつのもの

である。そしてそれゆえに、所有とは、物を専有する権利である。そ

して、役権や質権や債務それ自体のような無体物も、広い意味では専

有されたり（23）所有に服したりするわけであるけれども、しかしこれま

で述べられてきたことによれば、無体的な権利は、有体物の所有を前

提としているので、ここから、狭義の所有すなわち有体物の所有が、

広義の所有よりも上位の種であることが分かる。ところで、専有され

ていない物は、共有されている。

第11節　共有 communio には、消極的な意味の共有がある。消極的な意

味の共有とは、専有と現実の所有とをすべて排除したときをいう。す

なわちそこでは、あらゆる人々が、彼らの任意に物を使用する平等な

権利を持っているだけでなく、その物の所有を取得する平等な権利を

も持っていると観念される。また、共有には、積極的な意味の共有が

ある。積極的な意味の共有とは、ある視点からみれば専有を前提にし

ているけれども、別の視点からみれば共有を前提にしているときをい

う。例えば、2 人以上の人々が一体となって、物を専有しているときが、

そうである。というのも、彼ら以外の人々の視点からみれば、物は彼

ら〔＝共有者たち〕の所有に服している。すなわち、物は専有されて

いる。その結果、彼らは、彼ら以外の人々をその物の使用から排除す

ることができる。他方で、この 2 人以上の人々が相互に参照されると
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きは、この物はだれにも専有されておらず、またそれゆえに、各人が

この物を任意に使用することができるわけでもない。むしろ、物の自

然本性が要求するところに応じて、また、他の人が自分の権利を行使

しているときにこれを邪魔しないようにするために、しばしば、共有

物の使用においては、［許可を求める人の立場よりも］禁止を求める人

の立場のほうが優位である。

第12節　さらにまた、共有のこの区別にあたって、消極的な意味の共

有は、より下位の種となる。なぜなら、消極的な意味の共有の対象は、

無主物であるけれども、積極的な意味の共有の対象は、本来の意味に

おける狭義の共有物だからである。それゆえに、主査であるトマジウ

ス先生が既に他の場所で、すなわち『万民法と自然法の基礎

Fundamenta juris naturae et gentium』［1705年］第 2 巻第10章第 8

節およびそこに付された註において忠告したように、消極的な意味の

共有という用語は、省いても問題がない。なぜなら、ことがらそれ自

体からして、消極的な意味の共有の本質は、あらゆる所有の否定から

成り立っているからである。

第13節　したがって、積極的な意味の共有は、専有と共有とが入り交

じったものであるから、所有もまた、共同所有 dominium	commune と

単独所有dominium	propriumとに区別されるのが慣わしである。前者は、

例えば 2 、 3 の人々が同じ家屋を買うか、あるいはその家屋が彼らに

遺贈されるときである。後者は狭義の所有であり、物がたったひとり

の人間に専有されている場合をいう。ここでもういちど、共同所有は

所有の下位の種である、ということが明らかになる。

第14節　さて、人類の起源についてどのような仮説を置こうとも、す

なわち、たったひとりの人間〔＝アダム〕から全人類が派生したと考

えるキリスト教徒またはユダヤ教徒の仮説を置くのであれ、最初の人
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間たちは大地のいずこかから生まれたと教える異教徒たちの仮説を置

くのであれ、次のことは明らかである。消極的な意味における物の共

有は、物の所有よりも古くから存在していた。すなわち、すべての有

体物は当初、それがだれかに合法的に専有されるまでは、無主物 res	

nullius であった。なぜなら、［消極的な意味の共有においては］平等な

人々が平等な権利を有しており、また、［消極的な意味の共有において

も可能な人的支配である］家長の権限や夫の権限というものは、その

自然本性からすれば、子供たちの財産や妻の財産を取得する権利をも

たらさないからである。

第15節　ところで、プロテスタントのあいだでも、およそプーフェン

ドルフの時代まで通説化していた誤りにもとづいて、神は、最初の両

親〔＝アダムとイヴ〕に告げられた祝福において、被造物に対する人

間たちの所有を、特別な処置として、しかも法のかたちで導入したの

だと教えられていたけれども、これは聖職者たちの極めて愚昧な作り

話に属するものであると、今や心ある人々によって気づかれている。

このことは、主査であるトマジウス先生が、他の場所で、すなわち

『神法学提要 Institutiones jurisprudentiae divinae』［1688年］第 2 巻

第10章および『自然法と万民法の基礎』同巻同章で証明した通りであ

る。

第16節　さて、専有という言葉も所有という言葉も、やや曖昧であり、

そしてそれゆえに、第10節における主張、すなわち、所有とは物を専

有する権利であるという主張は、所有の定義としては十分ではないの

で、専有という観念が他にどのようなことがらを含んでいるのかを、

今から見てみるべきであろう。ローマ法の教えから離れて、また、市

民法の規定や合意された約束から生じるさまざまな制限からも離れて、

もし君が所有というものを考察するならば、（有体物であれ無体物であれ）

専有とは（所有者の視点からみれば）任意に物を使用する権限であり、
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（それ以外の人々の視点からみれば）他者一般をこの使用から排除する権限
である。

第17節　ここから今や、次のことが明白になる。所有の対象となりう

る物については、すぐうえで述べられた権限がそれらの物に関して現

実化されうること、すなわち、それらの物が使用不能ではないこと、そ

して無尽蔵に使えるものでもないことが要求され、またこれに加えて、

それらの物の所持、占有、保管が、いくつかの仕方に限って可能であ

ることも要求される。不可能なことがらについては義務が存在しない

ように、不可能なことがらについては権利も存在しえないはずである。

第18節　ところで、これらのことから、あらゆる所有は占有から始ま

ることのみならず、以下のこともまた帰結する。すなわち、もし君が

共有の原始的な起源に着目するならば、（積極的な意味の）共有の権利は

占有に由来しており、またそれゆえに、所有の権利も共有の権利も、

決して占有されることがない物や占有すべきでない物には、拡張され

ることができない。また、その自然本性からして保管が不可能であり、

他の人々による使用を防ぐことができない物にも、これらの権利は拡

張されることができない。というのも、私たちの能力を上回る物につ

いて所有を試みることは、愚かで不合理であるのみならず、決して使

用することができない物に共有の何らかの権利を及ぼそうとすること

もまた、同じくらい愚かだからである。

第19節　ここから、海の所有に関する論争、地球全体の所有に関する

論争（あるいはまた普遍君主政 monarchia	universalis に関する論争）、月の窪

みの売買に関する論争、さらにはミシシッピ川流域の大地の売買に関

する論争、また極めて頻繁におこなわれているところの空気の取引全

般に関する論争について、どのように決定すべきであるのかが、容易

に判断されうるであろう。しかし、この件について私の判断をより詳
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しく述べることは、分別の規則にもとづいて、差し控えることにした

い。その理由はとりわけ、これらの問題が、私法ではなくむしろ公法

に属していると考えられるからである。

第20節　ところで、述べられたことから同時に、無主物 res	nullius は

共有物 res	communis や専有物 res	propria とどのように異なるのかも、

明らかになる。無主物とは、専有物や共有物になることはできるけれ

ども［現時点では］共有物や専有物になっていない物、あるいは、い

かなる所有にも服さないので共有物にも専有物にもなっていない物で

ある。共有物とは、その物について、複数の人々が一体となって、他

の人々を排除しながらこれを使用する権利を有しているときをいう。

専有物とは、この種の権利が、たったひとりにだけ帰属している場合

である。さて、例を挙げて説明しよう。次のように考えなさい。未だ

かつて先占されていない島、つまり無人島（すなわち無主物）がある。

その島へ、そこに留まるつもりの人々が上陸する（そしてこれによって、

彼らはこの島を共有物とする）。そしてそのあとで、各人が特定の部分を

先占する（そして彼らはこれらの部分を専有物とする）。

第21節　したがって、地球全体は、人類の起源に関して、信仰のある

人々の仮説に従うのであれ信仰のない人々の仮説に従うのであれ、当

初は共有物でも専有物でもなく、無主物であった。ところで、先占は、

共有を生じさせるものであれ［単独］所有を生じさせるものであれ、

原始的な取得方法である。共有を生じさせる先占とは、複数の人々が、

保管、分離、分割または個別的な使用を定めるためのその他の表示な

しに、ある物を先占するときをいう。他方で、［単独］所有を生じさせ

る先占とは、先占が保管および個別的な処置を伴って、または分割を

伴って、（そしてひとりの人によって）おこなわれるときをいう。

第23節　ところで、共有物は、共有状態にある他の人々の合意がない

）
六
六
五
（

45



ゲ
ル
マ
ン
私
法
か
ら
み
た
所
有
と
そ
の
自
然
本
性
一
般
に
つ
い
て
（
出
雲
）

九
七

限り、だれかひとりによっておこなわれた保管や分離のみでは、各人

の専有物へと転じることができない。さらに、これに加えて、他の

人々の承認と分割とが必要である。ところでもしこの人が、他の共有

仲間たちから聞き入れてもらえないならば、裁判官の判断によって分

割がおこなわれる。

第24節　それゆえに、次のことは確かである。所有者一般について見

れば（すなわち共同所有も含まれるときは）、原始的な取得方法には 2 つあ

る。すなわち、自分自身のために持つ心を伴った先占と、分割である。

先占は、共同所有においても単独所有においても適用されうる原始的

な取得方法である。これに対して、分割は、常に共同所有を前提にし

ているので、単独所有にのみ特有の原始的な取得方法である。ところ

で、次のように主張する人がいるかもしれない。分割は、先占によっ

て取得された共同所有をその時点で前提にしているので、まさにそれ

ゆえに、原始的な取得方法ではなく承継的な取得方法である、と。私

たちは、内容について合意している限り、その人と用語について争わ

ないことにしよう。というのも、いずれにせよ、単独所有という観点

からみれば、分割は原始的な取得方法なのであるから。［すなわち、元

共有者たちの単独所有は、分割までは存在しなかったのだから。］

第25節　さらに、たとえ第16節における専有の定義によれば、物を任

意に使用する権限が、他の人々も一緒にこの物を任意に使用すること

がないように、彼らを排除する権限を生み出すと考えられており、そ

の理由は、さもないと、任意に自分の物を使用する権利であるところ

の所有が、将来的に無意味または無効になってしまうからであるとし

ても、しかし、私は、これら 2 つの権限のうちのどちらが優先的なも

のとして観念されるべきであるのか、どちらから残りの一方が効果と

して発生するのか、これらのことを細かく論じるつもりはない。なぜ

なら、この問いは、有用さよりもむしろ瑣末さと結びついているから

）
六
六
一
（

46



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

九
六

である。というのも、一方では、仮に他の人々が平等な権利を有して

いるならば、私が物を絶対的に任意に使用することは不可能であり、

そしてそれゆえに、物を任意に使用する権利が与えられたときは、他

の人々を排除する権利もまた与えられることになる。他方では逆に、

上位者を持たない人々のあいだでは、物の任意の使用から他の人々を

排除する権限が、物を任意に使用する権限を含んでおり、これを生み

出すものと考えられる。

第26節　とはいえ、もしかすると、先占による取得においては、先占

者たちは、物を任意に使用する権限をもっぱら念頭においており、他

方で、分割による取得においては、分割者たちは、他の人々をその物

の使用から排除することを［もっぱら］念頭においているのかもしれ

ない。しかしさしあたっては、この考察もまた、有用さよりは瑣末さ

につながるものである。

第27節　より判明に考察されるべきであるのは、次のことである。物

を任意に使用して他の人々をその物から排除するというこの一般的観

念には、なにが含まれているのか、そして、あの権限のうちのどちら

か一方が、あるいはその両方が、どのようなことを含意しているのか。

［その答えはなにかというと］もちろん、この両方の権限は、以下の権

能を包括している。すなわち、産出力のある物からさまざまな果実を

収穫する権能、あるいは少なくとも（すなわち産出力のない物については）

何らかの利便性や快適性をその物から可能な限り享受する権能、また、

いかなる他の所持人からもこの物を取り戻す権能、または、その物に

損害を与えた人に評価額を請求する権能、その物を消費する権能、増

減滅失させる権能、譲渡する権能すなわちその使用全体を他人に永久

に移転する権能、さらには、譲渡することなしにその物の利益全体を

一定期間他人に移転する権能、あるいは、何らかの使用の一部を、い

かなる期間であれ、永久にすら移転する権能である。同様に、他人の
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利益のために、専有物の使用を自発的に控える権能、そして、所有の

その他の効果を停止したり制限したりする権能をも包括している。

第28節　私は次のように述べた。物を使用する権限全体が永久に他人

へ移転されたとき、その物は譲渡されたと評価される、と。なぜなら、

［第18節で述べたように］、使用できない物は、その自然本性からして、

所有に服しえないからである。ここから、次のことが分かる。物の使

用全体が一時的に他人へ移転されたときは、なるほど、所有の何らか

の部分は移転者に留まるかもしれないけれども、しかし、長期か短期

か、確定期間か不確定期間か、無条件か条件付きか、あるいは、使用

と一緒に所有のその他の部分も移転されたか否かに応じて、あるとき

は［所有者に残る部分のほうが］優位であり、あるときは劣位である。

それどころか、もし私たちがより正確に述べようとするならば、使用

全体を移転した人のところに残っている所有は、物における所有

dominium	in	re というよりは、むしろ期待における所有 dominium	in	

spe であると考えられる（24）。とりわけ、先の所有者が留保しているも

のが、利便よりもむしろ負担から成り立っているときは、そうである。

第29節　ここから、次のことが容易に分かる。もし私が他人に、使用

する権限全体を永久にあるいは長期間移転して、その結果、私には第

三者から物を取り戻す権限しか残されておらず、さらにその取戻しす

らも、私が使用を移転した人の利益のためでしかないならば、このよ

うな所有は、極めて非本来的な意味での所有である。というのも、こ

の種の権限は、利便でも利益でもなく、むしろ負担だからである。

第30節　さらに、次のことも明白である。果実や快適性を物から得る

権限は、所有の一次的かつ最も優れた効果であるのに対して、物を取

り戻す権限は、二次的でより劣った効果でしかない。それゆえに、

ローマ法の教えから離れるならば、また、ローマ法の解釈者たちの通
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説からも離れるならば、物の取戻し単体が所有の基準になったりその

一次的な効果になったりすることはない。

第31節　ある人が、所有の前述の効果を実現させたり、所有の自然本

性から自ずと生じる結果を実現させたりすることができており、その

人の実現が他人の指示や指図に依存していないならば、その人は、絶
対的かつ独立した所有 dominium	absolutum	et	 independens をしている

といわれる。他方で、これらの効果や結果を、一部であれ全部であれ、

他人の指図や指示に応じて実現する人、あるいは、他人の指図や指示

がなければそもそも実現することができない人は、束縛された所有

dominium	strictum ないし依存した所有 dominium	dependens をしている

といわれる。ある人が、自己の同意によって所有の実現に制限をかけ

るならば、その人の所有は制限された所有 dominium	limitatum と呼ば

れる。

第32節　ある人が、所有の効果または［その所有から生じる］利益の効

果を他人と分かち合わないならば、その人の所有は十全な所有dominium	

plenum といわれる。反対に、所有の効果が［複数人によって］分けら

れた場合、その所有は十全でない所有 dominium	minus	plenum といわ

れる。

第33節　ところで、ことがらそのものから明らかなように、これらの

区別は、同音異義的ではなく〔＝無関係な対象に同じ名前がつけられ

ているのではなく〕、類比的である〔＝ある対象を範として他の対象に

似た名前がつけられている〕から、上述第16節で私が［細かい区別を

せずに］、範となる最も優位の類を定義したとしても、すなわち、絶対

的かつ独立した十全な所有を定義したとしても、このことは、私に

とって落ち度とはならない。
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第34節　十全でない所有についてみると、物を使用収益する権限を持

つ人が、その物を増加させたり改良したりする権限も一緒に持ってい

るときは、その人の所有は準所有 dominium	utile といわれる。この準

所有に対置されるものとして、本所有 dominium	directum がある。本

所有とは、ある人が、自分の物の使用を認める対価として、他人から

何らかの利益を有効に〔＝法的に強制力のあるかたちで〕請求する権

限を留保しつつ、その準所有をこの他人に認めるときをいう。結果と

して、その人は、利益が給付されなかったときは、物を他人から罰と

して取りあげることができる。例えば、地上権の目的物 superficies に

対する所有、永代借地権の目的物 emphyteusis に対する所有、封土
feudum に対する所有である。

第35節　それゆえに、もし地上権の目的物の所有者が、地代を受け取

らないならば〔＝地代の請求権がそもそもないならば〕、あるいは、地

代が支払われていないにもかかわらずこの物を取りあげることができ

ないならば、あるいは、永代借地権の目的物の所有者が、地租が支払

われていないにもかかわらずこの物を取りあげることができないなら

ば、そのとき彼らの所有は、本所有という名前には値せず、むしろ第

28節で述べられた通り、期待における所有という名前にのみ値する。

したがって、ゲルマンにおける農夫たちの小作地も、本来は［ローマ

法が言うような］永代借地ではなく、そしてそれゆえに、小作地と永

代借地とを同義であると解する人々は、誤っている。

第36節　さらに、物から果実全般を収穫する権限だけを享受している

人は、長期であろうが［短期であろうが］、［有償であろうが］無償で

あろうが、割合的な量の返還〔＝収穫物からの対価の支払い〕がおこ

なわれていようが、物を任意に作り変える権限（すなわち改良する権限）

を有していないので、準所有すらしておらず、ローマ法上の用益権者

や賃借人のように、いかなるときも決して物における権利 jus	 in	re を
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持っていない。ここからさらに、ゲルマン法上の用益権とローマ法上

の用益権とのあいだには、大きな違いがあることが分かる。しかし、

この違いに関するこれ以上の説明は、それに相応しい箇所まで保留さ

れるべきである。

第37節　ある人が、使用収益する権限と一緒に、作り変える権能を、

ただし改良する権能のみを相手方へ移転して、自分には、この相手方

の死亡後にあるいは一定期間経過後に物を返還してもらう権限のみを

留保したとする。ところが、この人は、相手方が物を消費しようとし

たときに、これを取りあげる直接的な権能を持っていなかったとする。

この人には、［第35節の人々と］同じ理があてはまる。というのも、こ

の人は、そのあいだ、本所有でも準所有でもなく、期待における所有
しかしていない。ところが、期待における所有は、本来的な意味での

所有ではない。

第38節　ここから、以下のことが帰結する。嫁資に対する妻の権利は、

婚姻が継続しているあいだは所有ではない。むしろ、婚姻が継続して

いる限り、夫のみが嫁資の所有者である。トリボニアヌスは『勅法彙

纂 Codex』第 5 巻第12章第30法文において、妻の権利を自然な所有と

呼んでいるけれども、これは無益で関係のない瑣末さに由来している

ので、反論にならない。主査であるトマジウス先生の『学説彙纂ノー

ト Notae ad Pandectas』［1713年］第23巻第 3 章に対するノート236頁

の冒頭を見よ。ところで、嫁資たる土地に対する夫の所有を準所有と

呼びうるか否かは、あまり重要ではない。もし君が、この準所有とい

う名づけ方によって、夫の所有は十全ではないけれども、さしあたり

ローマ法上の用益権者よりは優れていて内容が豊かであるということ

を意味させたいならば、そのときこの主張は寛恕されうる。主査であ

るトマジウス先生の前掲書を参照。しかしこれとは反対に、もし君が、

本所有と対をなすもののみを準所有と呼ぶならば、そのとき、夫の所
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有は本来的な意味での準所有ではない。なぜなら、妻は、婚姻が続い

ている限り、本所有を享受していないからである。

第39節　自分の物の使用を（用益権 ususfructus におけるように）全部ある

いは（使用権 usus におけるように）一部だけ他の人に移転したけれども、

しかし、使用者自身はその物を他の占有者から取り戻すことができず、

移転者［のみ］が取り戻しうるならば、この移転者の物は、他の人に
役している personae	servire〔＝人役権 servitus	personalis〕といわれる。

ところで、もしこのような利益が土地に付与されて、そしてその土地の

特定の占有者には着目せず、直接的に相手方の土地の便益を目的とし

ているならば、物役権 servitus	realis ないし地役権 servitus	praedialis

と呼ばれる。

第40節　	人による使用 usus	personae〔＝人役権にもとづく使用〕と呼

ばれるのは、使用者が占有中の土地の価値が上がらず、むしろしばし

ば減少するような使用である。反対に、［地役権における］土地の便益
とは、［特に種類の限られない］利益全般であり（25）、要役地の価値を

上昇させることを常とする何らかの快適性や居住性をも含む（26）。

第41節　上述第 4 節で私は、法的な占有は自己のために持つ心と結び

ついており、そして所有はこの種の占有から始まると述べた。した

がって、もし所有者が自分の物を譲渡しようと欲するならば、この物

の占有を十分な表示によって相手方に移転することが必要となるであ

ろう。これは、相手方が自己のために持つ心を伴って、この物を占有

するためである。したがって、所有の移転のためには、たとえその移

転が（賃約や使用貸借などにおいて常にそうであるように）物から生じる利

益を得る権限と結びついているとしても、物理的な占有 possessio	

physica の移転では不十分であり、それに加えて、所有を放棄する心も

また要求される。逆もまた然りであり、所有を移転する心、意図およ
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び約束だけでは、所有を現実に（27）移転するためには不十分であり、そ

れに加えて、売買においてそうであるように、占有の移転も求められる。

第42節　というのも、あとで所有を移転するという表示が相手方から

承諾されることによって、この相手方が物に対する権利 jus	ad	rem を

手に入れて、この権利の力によって、所有を現実に移転するように、

約束した人を強制することができるとしても、しかし、所有そのもの

の移転は、承継的な取得方法においても、原始的な取得方法における

のと同様に、占有に始まるからである。

第43節　ここから、次のことが明らかになる。引渡し traditio は、た

とえローマ法から離れても、極めて自然な［承継取得の］方法である。

ところで、幾通りの方法によって引渡しが、すなわち占有の移転が法

的に起こりうるのかは、それに相応しい箇所で詳しく説明すべきであ

ろう。

第44節　さらに、自分が持っていない所有を他人に移転しえないこと
が、確かな法になっているように、自分の所有がまさに消滅せんとす
る出来事に際して、それを他人に移転することはできない。このこと

も、同様に確かな法である。

第45節　このようにして例えば、一時的な所有者は（28）、期間の経過時

には、物を譲渡することができない。このことに疑いの余地はない。

第46節　したがって、理の同一性からして、また、所有の自然本性か

らして、あらゆる譲渡は、生きている人々のあいだでおこなわれなけ

ればならない。なぜなら、死はすべての権利を奪って消滅させるから

である。したがってまた、市民法および慣習から離れて自然法のみに

従うならば、遺言による［所有の］移転は無効である。これは、然る
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べき箇所で示される通りである。さしあたり、主査であるトマジウス

先生の「遺言相続の起源について」および上述第 3 節で述べられたこ

とを見よ。

第47節　最後に、所有者でなければだれも物の取戻しをすることはな

い一方で、相手方が自己のために持つ心を伴って物を占有していない

ならば、所有者であっても取戻しを必要としない（29）。

第48節　したがって、所有物取戻し訴訟 rei	vindicatioは、占有者を相
手方として（30）、この占有者が所有していないにもかかわらず所持して
いる物を返還させるために、所有者に認められるものである。

第49節　したがって、この訴権においては、 ２ つのこと、すなわち、

原告の所有と被告の占有とが証明されなければならない。ただし、被

告がいずれかを否認するときに限る。そして、このことは、ゲルマン
人たちにおいても、実務として受け入れられている通りである。

第50節　ローマ法には、別の理があてはまる。そこでは、所有物取戻

し訴訟において、原告の所有のみが証明されるべきであり、被告の占

有は証明される必要がまったくなかったａ）。なぜなら、法務官は、自

分が占有していることを被告が認めるまで（31）、所有者に所有物取戻し

訴訟を与えなかったからである。

ａ）なぜなら、たとえ法文の中で、所有物取戻し訴訟は占有者を相手

方として認められると言われているとしても、この所有物取戻し訴訟

において被告の占有が証明されるべきであるとは、決して言われてい

ないからである。『学説彙纂 Digesta』第 6 巻第 1 章第 7 法文、第 9 法

文、第25法文、第27法文、第36法文首項、第80法文。第10巻第 4 章全

体も付け加えておこう。とりわけ、第10巻第 4 章第 1 法文、第 3 法文
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第 1 項および第 3 項以下。第11巻第 1 章第 4 法文、第 9 法文第 1 項、

第11法文第 4 項、第20法文第 1 項も参照。

第51節　ところで、被告は自身の占有を否認しているけれども、所有

者は反対にこれを主張しているならば、［ローマ法においては］法務官

が提示訴権 actio	ad	exhibendum を与えた。この訴権は、それゆえに、

所有物取戻し訴訟の準備訴権といわれるｂ）。

ｂ）『学説彙纂』第10巻第 4 章第 1 法文および同巻同章第 3 法文第 3 項。

ウルリク・フーバー（32）『市民法予講 Praelectiones juris civilis』［ 3 巻

本、1678年］の『学説彙纂』第10巻第 4 章に対する註釈 6 （310頁）（33）。

第52節　ところで、この提示訴権において、被告が占有していること

を原告が証明したならば、所有物取戻し訴訟はもはや必要がなくなっ

た。なぜなら、法務官は、そのことだけでｃ）、物を被告から取りあげ

たからである。これは、被告が嘘をついたからではなく、審理のため

に被告に占有の有無を質問 interrogare した法務官の威厳を、彼の嘘に

よって傷つけたからであるｄ）。

ｃ）『学説彙纂』第 6 巻第 1 章第80法文。

ｄ）『学説彙纂』第11巻第 1 章第11法文第 4 項を第 2 巻第 1 章第 9 法文

と関連づけよ。

第53節　したがって、ゲルマン法は、法務官の［法廷における］質問

interrogatio を決して継受しておらず、また日々の実務は、この質問が

所有物取戻し訴訟において用いられていないことを教えているので、

次のことが明らかになる。ローマ人たちのもとで所有物取戻し訴訟の

準備訴権であったところの提示訴権が、ゲルマンにおいて使われてい
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ると主張している人々ｅ）、あるいは、所有物取戻し訴訟において、被
告が占有していることを原告が証明するならば、たとえ自己の所有を
証明していなくても、それだけで被告は有責判決をくだされるべきで
あると主張している人々はｆ）、ゲルマン法の諸原理に反している。そ

れどころか、後者の主張は、ローマ法とすら一致していないｇ）。

ｅ）主査であるトマジウス先生の『学説彙纂ノート』第10巻第 4 章に

対するノート137頁を見よ。また、既にシルター（34）が『学説彙纂演習

Exercitationes ad Pandectas』第20演習第21章（35）で、またバイヤー（36）

が［1699年の『その基礎に立ち返り、かつ時代の慣用に合わせられた

市民法の、学説彙纂にもとづく簡潔な諸命題によってまとめられた概論

Delineatio iuris civilis ad fundamenta sua revocati et ad seculi usum 

accommodati positionibus succinctis inclusa secundum Pandectas』

に所収の］『学説彙纂』第10巻第 4 章に対する註釈で、はっきりと、こ

の見解はゲルマン法学の諸原理とまったく一致していないことを示した。

ｆ）彼らは、とりわけ以下のことを強弁している。公正明大かつ健全

に定められている法〔＝虚偽の回答をした被告に対する制裁〕を使わ

せまいとした最初の人は、だれかは分からないけれども嘘つきの庇護

者であり、そしてこれらの健全な規定は、むしろ［ゲルマンの］法廷

へふたたび戻されるべきである、と。主査であるトマジウス先生の

『学説彙纂ノート』第 6 巻第 1 章に対するノート108頁を参照。

ｇ）なぜなら、ローマ法によれば、所有物取戻し訴訟が提起された場

合、常に所有が証明されるべきだったからである。

第54節　さてしかし、国家の利益にもとづいて、裁判において犯され
た被告の嘘をすべて、訴えられているところの物の剥奪によってまた

は抗弁の喪失によって罰するか否かはｈ）、立法の分別または助言の分
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別に属しており、ここで問題になっている司法の分別には属していな

い。この司法の分別が解明するのは、立法および慣習によってなにが

受け入れられ、そして定められているのかであって、どうあるべきか

ではない。

ｈ）故ストゥリュク（37）が座長であった1703年の討論書「嘘に対する罰に

よって訴訟手続を短縮することについて De processibus abbreviandis 

per poenam mendacii」がある。この討論書では、いたるところで、

とりわけ第44節から第46節において、立法の分別が司法の分別と混同

されている。

第55節　したがって、立法の分別のルールに関しては、たとえ先の主

張〔＝被告の嘘を物の剥奪によって罰するべきであるとする主張〕に

ついてさまざまなことが忠告されうるとしてもｉ）、しかしそれはこの

教科書とは無関係であり、それゆえに、その主張はゲルマン人たちの

慣習によれば受け入れられていないということで足りる。このことは、

それに相応しい箇所で、争点決定および証明に関する教えにもとづい

て、より詳細に明らかになるであろう。

ｉ）前掲論文には、当事者たちを嘘へと煽り立てるアドヴォカートた

ちの追放に関して、多くの真なることがらが含まれている。しかし、

この悪行を分別あるかたちで懲らしめるべきであるのか否か、また、

裁判におけるあらゆる虚言を罰することで、この悪行を有意義に懲ら

しめることができるのか否か、さらに、罰を伴う禁止は紛争を短縮さ

せるのであろうか否か、これらの問いは、それぞれ異なっている。こ

れらの問いに関しては、分別に従って忠告しておくべきことがらが、

まだたくさんある。

第56節　所有の自然本性については、以上で十分である。所有を取得
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する個々の方法を専門的に論じることは、占有および占有から生じる

権利について若干詳しく説明したあとのほうが、相応しい。この点は、

他の人々の思慮に委ねることにしよう。

	 終わり

（ 1 ）	 トマジウスについては、Gerd	Kleinheyer	und	Jan	Schröder	（Hrsg.）,	
Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten,	6.	Aufl.,	
Tübingen	:	Mohr	Siebeck,	2017,	SS.	453-460を参照。

（ 2 ）	 Adalbert	Erler	und	Ekkehard	Kaufmann	（Hrsg.）,	Handwörterbuch 
zur deutschen Rechtsgeschichte,	Bd.	1.,	Berlin	 :	Erich	Schmidt	Verlag,	
1971,	col.	184.	（zu	Anwalt,	col.	182-191,	G.	Buchda）

（ 3 ）	 クリスティアン・トマジウス（著）、ヨーハン・コンラット・ネーゼ
ン（著）、出雲孝（訳）「ゲルマン私法からみた物の差異について」日本法
学86巻 2 ・ 3 合併号226-222頁（日本大学法学部、2020年）の解題を参照。

（ 4 ）	 Gottfried	Achenwall,	Natural Law: A Translation of the Textbook for 
Kant’s Lectures on Legal and Political Philosophy,	 edited	by	Pauline	
Kleingeld,	translated	by	Corinna	Vermeulen	with	an	Introduction	by	Paul	
Guyer,	London	:	Bloomsbury,	2020,	p.	xiii.

（ 5 ）	 Gottfried	Achenwall,	Jus naturae,	 5 ed.,	Göttingen	:	Bossiegel,	1763,	
lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.,	p.	117および Achenwall,	a.	a.	O.	（Anm.	 4 ）,	p.	49を参
照。なお、アッヘンヴァルの手元にあった本史料は、トマジウスの死後に
出版されたものであるらしく、出版年が1730年となっている。カントがど
の版を読んだのかは不明であるけれども、トマジウスとフランクが本史料
を大幅に改訂した事実は確認されていない。

（ 6 ）	 本解題では、『法論』を参照する場合、Immanuel	Kant,	Die Metaphysik 
der Sitten,	（Werkausgabe	Band	VIII）,	17	Aufl.,	Wiesbaden	 :	Suhrkamp,	
2014に所収のＢ版の頁数を記載する。

（ 7 ）	 拙訳（前掲註 3 ）217頁の第10節において言及されている私法の配列
も参照。

（ 8 ）	 Achenwall,	a.	a.	O	（Anm.	 5 ）,	lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.	§.	142.,	p.	122.「し
たがって、物の所有は、先占を通じて導入されたのであり、先占に起源を
有している。そしてこのため、私たちの所有に服する物が、特殊な意味で

『物 res』と呼ばれる。なぜなら、私のものと君のものに関して語られるの
は、またそれゆえに物の側からみれば、私の物と君の物に関して語られる
のは、とりわけ法においてだからである」（Per	 occupationem	 itaque	
introducta	 sunt	 et	 originem	 ceperunt	 rerum	 dominia,	 et	 hinc	 RES	
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speciatim	vocantur,	quae	dominii	nostri	capaces	sunt:	quippe	de	meo	et	
tuo,	 atque	hinc	etiam	respectu	 rerum,	de	 iis,	quae	meae	vel	 tuae	 sunt,	
potissimum	in	Iure	sermo	est.）。

（ 9 ）	 Ibid.,	lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.	§.	136.,	p.	117.	
（10）	 Ibid.,	lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.	§.	136.,	p.	117.	
（11）	 Ibid.,	lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.	§.	137.,	p.	118.;	§.	138.,	p.	119.	
（12）	 Ibid.,	lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.	§.	137.,	p.	119.;	§.	139.,	pp.	119-120.;	§.	

140.,	p.	121.;	§.	141.,	p.	121.;	§.	142.,	p.	122.
（13）	 Ibid.,	lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.	§.	137.,	p.	119.	
（14）	 Ibid.,	lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.	§.	142.,	p.	122.
（15）	 Samuel	 von	Pufendorf,	De jure naturae et gentium,	Lund	 :	Adam	

Junghans,	1672,	lib.	4.	cap.	4.	§.	1.,	pp.	452-453を参照。
（16）	 Christian	Wolff,	Jus naturae methodo scientifica pertractatum,	

Halle	:	Officina	Libraria	Rengeriana,	1742,	par.	2.,	cap.	2.	§.	132.,	p.	128.
「固有な / 専有された物と呼ばれるのは、私たちが固有権 / 専有権を有し
ているところの物である」（Res	propriae	dicuntur,	in	quibus	jus	proprietatis	
habemus.）。

（17）	 Gottfried	Achenwall,	Jus naturae,	 3 ed.,	Göttingen	:	Bossiegel,	1755,	
lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.,	§.	178.,	pp.	98-99を参照。そこでは、前掲註 8 で引用
した文章の後半部分「なぜなら、私のものと君のものに関して語られるの
は、またそれゆえに物の側からみれば、私の物と君の物に関して語られる
のは、とりわけ法においてだからである」（quippe	de	meo	et	tuo,	atque	
hinc	etiam	respectu	rerum,	de	iis,	quae	meae	vel	tuae	sunt,	potissimum	in	
Iure	sermo	est）が書かれていない。

（18）	 Gottfried	Achenwall,	Jus naturae,	 4 ed.,	Göttingen	:	Bossiegel,	1758,	
lib.	1.	sec.	2.	tit.	3.,	p.	113	et	§.	142.,	p.	119を参照。

（19）	 Takashi	Izumo,	Die Gesetzgebungslehre im Bereich des Privatrechts 
bei Christian Thomasius,	Frankfurt	am	Main	:	Peter	Lang	Verlag,	2016,	
S.	25.

（20）	 トマジウス自身も、1713年から1714年にかけて、フリードリヒ・ヴィ
ルヘルム 1 世から法典編纂を命じられていた。彼の体系が受け入れられな
かったことは、後代の法学者たちの明確な態度表明と言えるであろう。こ
の法典編纂については、Izumo,	a.	a.	O.	（Anm.	19）,	S.	22を参照。

（21）	 原文では cuntractus となっているが、contractus と校正した。
（22）	 原文では conroversia となっているが、controversia と校正した。
（23）	 原文では ssnt となっているが、sunt と校正した。
（24）	「期待における所有 dominium	in	spe」という用語は、ローマ普通法学

にもみられる。例として、親の財産に対する子の権利、すなわち推定相続
人の期待権が挙げられる。Joannes	Jacobus	van	Nispen,	Specimen 
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academicum inaugurale sistens modos acquirendi dominium ex jure 
gentium,	Leiden	:	Andrea	Costerus,	1781,	p.	 9 を参照。

（25）	 この大雑把な定義は、ローマ法との比較において意味を持つ。ローマ
法においては、便益の種類に応じて「都市地役権 servitus	urbana」と「農
村地役権 servitus	rustica」とが区別された。トマジウスは、この区別をゲ
ルマン法において否定している。Izumo,	a.	a.	O.	（Anm.	19）,	S.	129を参照。
つまり、便益について区別をしないことが、そのままローマ法に対する批
判となっているのである。

（26）	 役権が土地に設定された場合、それが人役権のときは土地の価値が下
がり、地役権のときは土地の価値が上がる。このことは、次の例から明ら
かである。Ａは、隣人Ｂに、Ａ所有の土地甲において個人的に使用収益す
る権利を付与した。このとき、人役権の一種である「用益権 ususfructus」
が設定されたものと仮定する。Ａが甲を第三者Ｃに売却する場合、ＣはＢ
を追い出すことができないので（人役権の物権的効力）、甲の価格を低く
見積もるであろう。これに対して、Ａが甲（要役地）に水を引くために、
隣人Ｂの土地乙を承役地とする地役権としての「引水権 aquaeductus」を
設定してもらったと仮定する。Ａが甲を第三者Ｃに売却する場合、ＣもＢ
の土地から引水できるので（地役権の物権的効力）、甲の価格を高く見積
もるであろう。

（27）	 原文では adactualem となっているが、ad	actualem と校正した。
（28）	 トマジウスはここで「一時的な所有者 dominus	temporarius」を定義し

ていないけれども、当時は例えば妻の嫁資に対する夫の立場が、そのよう
に呼ばれていたようである。	Nicolaus	Hieronymus	Gundling,	Ausführliche 
und gründliche Discourse uber die sämmtlichen Pandecten,	Bd.	 2.,	
Frankfurt	am	Main	und	Leipzig	:	Spring,	1739,	S.	1510を参照（uber は原
書名ママ）。	

（29）	 所有者が非 - 自主占有者から物を返してもらう場合であっても、暴力
などの自力救済に出てはならない。このことは当然である。もっとも、ト
マジウスとフランクは、自発的に返還しない時点で「自己のために持つ心
animus	sibi	habendi」を認定しているのかもしれない。

（30）	 原文では advnrsus となっているが、adversus と校正した。
（31）	 原文では nonante となっているが、non	ante と校正した。
（32）	 ウルリク・フーバー（Ulrik	HUBER,	1636-1694年）は、フリースラン

トの法学者である。フラネッカー大学（Academia	Franekerensis,	1585-
1811年）教授。

（33）	 筆者が確認した Ulrik	Huber,	Praelectiones juris civilis,	vol.	2.,	
Leuven	 :	Joann	Franciscus	van	Overbeke,	1766では、註釈 5 （347頁）に
quod	cognitu	ad	actionem	est	necessarium,	actione	exhibendi	sit	praeparatum
という一文がみられる。
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（34）	 ヨハン・シルター（Johann	SCHILTER,	1632-1705年）は、ドイツの法
律家である。諸事情からアカデミアにおいては不遇であり、フランスによ
る併合前後のシュトラスブルク大学で名誉教授の身分を得るなど、変則的
な学術活動をおこなっていた。

（35）	 訳者が参照した Johann	Schilter,	Praxis juris Romani in foro 
Germanico : Ad secundam, tertiam, quartam et quintam partem 
Pandectarum,	vol.	2.,	Frankfurt	am	Main	:	Franciscus	Varrentrapp,	1733
では、第91章（134頁）が該当した。

（36）	 ゲオルク・バイヤー（Georg	BEYER,	1665-1714年）は、ドイツの法
学者である。ヴィッテンベルク大学教授。

（37）	 ザミュエル・ストゥリュク（Samuel	STRYK,	1640-1710年）は、ドイ
ツの法学者である。フランクフルト・アン・デア・オーダー大学、ヴィッ
テンベルク大学、ハレ大学で教鞭をとり、「パンデクテンの現代的慣用
Usus modernus Pandectarum」の大家として知られた。
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名誉毀損における原状回復と
その目的に関する法史学からの一試論
─名誉の回復をめぐる近世ドイツの議論を中心に─

出　雲　　　孝

1 　はじめに

我が国の民法723条は「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所

は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、

名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」と定めている。

同条文における原状回復の趣旨について、学説は「名誉回復処分は、

被害者に主観的な満足を与えるためではなく、金銭による損害賠償の

みではてん補されない社会的・客観的評価自体を回復することを可能

ならしめるために規定されたもの」（ 1 ）であると解しており、最判昭和

45年12月18日民集24巻13号2151頁も、同様の判断をくだしている。

名誉を回復するための「適当な処分」として実務上認められている

もののひとつに、いわゆる謝罪広告がある（ 2 ）。「謝罪」という文言か

ら明らかなように、加害者の良心の自由（憲19条）に関わる問題である

から、本人が自発的に謝罪した場合はともかく、代替執行（民414条 1

項、民執171条）に付すことは違憲である、とする学説が多い（ 3 ）。しか

し、最高裁は、「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる

程度のもの」であれば、代替執行に付すことも違憲ではないとしてい

る（最大判昭和31年 7 月 4 日民集10巻 7 号758頁）。

論　説
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謝罪広告の代替執行が可能である以上は、加害者の意に反した謝罪

広告の必要性およびその内容の適切性を、事前に判断する枠組みが必

要となる。前者の必要性については、例えば、名誉毀損からの年数の

経過が必要性を減じさせると考える裁判例がある（東京地判平成18年 6

月20日判タ1242号233頁）。また、内容の適切性については、謝罪広告の

大きさ等を判決で指定した裁判例（高松地判平成 9 年 6 月30日判タ986号

261頁）が存在する一方で、活字の大きさ等のみならず文面も任意とし

た裁判例（東京地判平成 7 年 3 月14日判時1552号90頁）もみられる（ 4 ）。こ

のため、「現在のところ、裁判所の裁量に委ねられており、明確さを欠

いている」という指摘がある（ 5 ）。

本稿の目的は、以上のような実定法上の問題関心を踏まえつつ、近

世ドイツにおける名誉毀損の取り扱いを振り返ることで、名誉回復の

制度趣旨に関する歴史的知見をつけくわえることにある。具体的には、

ローマ法、17世紀ドイツの学説および裁判例、ならびに哲学者イマニュ

エル・カント（Immanuel KANT, 1724-1804年）の法思想の 4 つを概観する。

なお、近世においては刑事法上の名誉毀損と民事法上の名誉毀損との

区別が曖昧であり、本稿の叙述も、両分野にまたがることがしばしば

ある。この点については留意されたい。

2 　ローマ法における名誉毀損

⑴　十二表法

古代ローマにおける不法行為には、「インユーリア iniuria」という類

型が存在した。「人格権侵害」と訳されることがあるけれども、現代の

用語との混同を避けるため、本稿ではカタカナ表記で「インユーリア」

と呼ぶことにする。

紀元前450年頃に成立した十二表法において、人間の身体に対する危

害は、以下の 3 つに類型化されていた。①「五肢を麻痺させたならば、

その者と和さない限り、同害報復されよ Si membrum rupsit, ni cum eo 
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pacit, talio esto」、②「手足の骨を折ったならば、自由人については

300アスの贖罪金を、奴隷については150アスの贖罪金を支払え Manu 

fustive si os fregit, libero CCC, si servo, CL poenae sunto」、③「イン

ユーリアを他人におこなったならば、25アスの贖罪金を支払え Si 

iniuriam alteri faxsit, XXV poenae sunto」（ 6 ）。

この時代におけるインユーリアは類型③に限定されており、類型①

と 類 型 ② に 該 当 し な い「 そ れ 以 外 の 身 体 へ の 攻 撃 die sonstigen 

Angriffe auf den Körper」を意味した（ 7 ）。つまり、初期のインユーリ

アは、身体攻撃のうち、五肢の麻痺、五肢の骨折以外の危害（そしてそ

の金額から察するにこれらよりも軽い危害）を包括する概念であった。

⑵　古典期ローマ法

ところが、既に紀元前の段階で、法務官は同害報復を告示によって

禁じ、また、十二表法にもとづく贖罪金の額が貨幣価値の下落によっ

て実効性を失ったので、これらも廃止された（ 8 ）。しかし、インユーリ

アという用語そのものは放棄されず、十二表法の時代とは異なる意味

を担わされた。紀元後 2 世紀後半から 3 世紀前半にかけて活躍した法

学者ウルピアーヌスは、次のように説明する。

『学説彙纂』第47巻第10章第 1 法文首項（ウルピアーヌス『告示註

解』第56巻）

インユーリアと言われるのは、それが法にもとづかずにおこな

われること〔訳註：法を意味するユースに否定のインがついた

もの〕だからである。というのも、法にもとづかずにおこなわ

れることはすべて、不法におこなわれると言われるからである。

これは一般的な意味である。ところで、特殊な意味においては、

インユーリアとは侮辱のことである。場合によっては、イン

ユーリアという名称で、過失によって与えられた損害が指示さ

れることもある。私たちはこれを、アクィリウス法において言
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うのが常である。また場合によっては、私たちは不公平をイン

ユーリアと言うこともある。なぜなら、ある人が不公平にある

いは不正に判決をくだすならば、法と正義が欠けているという

理由で、すなわち適法ではないという意味で、インユーリアと

呼ばれるからである。ところで、「侮辱 contumelia」は「侮る

contemnere」に由来する。（ 9 ）

ウルピアーヌスによれば、インユーリアには 4 つの意味がある。 

①一般的には、ラテン語 iniuria が「適法 iure」と「不 in-」との組み

合わせであることから、法にもとづいていないことがらを意味する。

②特殊的には、「侮辱（contumelia）」のみを意味する。すなわち、「イン

ユーリアという言葉で、今や、身体侵害と並んで人格侵害を、すなわ

ち他者の人格性に対するあらゆる自覚的な軽蔑を、またそれゆえに

（ギリシャ語のヒュブリスがその語源的な意味において持っていたような）自

己の人格の奢りを意味する」（10）。この意味におけるインユーリアが、

本稿の研究対象である。さらに、③アクィリウス法に固有の用法とし

て、「過失によって与えられた損害 damnum culpa datum」が意味され

ることもあれば、④「不公平 iniquitas」と同視されることもあった。

このように定義しなおされたインユーリアについて、古典期の法学

と法実務は、複数の手続を用意した。すなわち、インユーリア訴権に

おいては、「その件について審判人に公平であると見られるべき額

quantum ob eam rem aequum iudici videbitur」について有責判決をくだ

す正規の手続（『学説彙纂』第47巻第10章第17法文第 2 項）と、身体的な懲

らしめを含む非正規の手続（後掲『学説彙纂』第47巻第10章第45法文）と

が 用 意 さ れ て お り、 さ ら に 場 合 に よ っ て は「 公 の 審 問 quaestio 

publica」が、元老院決議にもとづいて認められた（後掲『学説彙纂』第

47巻第10章第 6 法文）。その後、ユスティニアヌス法においては、刑事的

な性格と民事的な性格とが一応区分され、以下のように整理された。
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『法学提要』第 4 巻第 4 章第10法文

最も知っておかなければならないのは、すべてのインユーリア

について、被害者は、刑事としても民事としても訴えることが

できることである。なるほどそして、もし民事として訴えられ

るならば、言明されたことにもとづいて評価がなされた上で、

罰が科される。他方でもし刑事として訴えられるならば、裁判

官の職責にもとづいて、非正規の罰が被告人に宣告される。た

だし、ゼノンの勅令〔＝『勅法彙纂 Codex』第 9 巻第35章第11

法文（478年）〕が次のことを導入したことは、もちろん遵守され

なければならない。すなわち、上流の人々および彼らよりもさ

らに上位にいる人々は、刑事にあたっては、本勅法の内容にも

とづき、プロクラトールを通じてインユーリアの訴えを提起し

たり応訴したりすることができる。その内容は、本勅法から自

ずと明らかである。（11）

ここでの民事と刑事との区別は、我が国のそれとは異なっている。

なぜなら、民事にせよ刑事にせよ、有責判決が「罰 poena」であること

は変わらず、民事罰が金銭の支払いを、刑事罰はそれ以外の非正規手

続を意味するに過ぎないからである。いずれにせよ、ユスティニアヌ

ス法は、中世学識法を経由してヨーロッパに拡散し、名誉毀損に関す

る議論の前提となった。

3 　近世ドイツの普通法学

⑴　問題の所在

インユーリア訴権は、その民事的な性格と刑事的な性格とをユス

ティニアヌス法において一応区別されたものの、民事手続における有

責判決もけっきょくのところは罰であり、いわゆる損害賠償ではな

かった。すると、インユーリア訴権は罰を通じていかなる目的を達成
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しようとしているのか、という疑問が、おのずと生じてくる。近世ド

イツにおける刑事法の大家であったベネディクト・小カルプッツォフ

（Benedikt CARPZOV der Jüngere、1595-1666年）（12）は、この問題に大胆なか

たちで取り組んだ。本稿では、小カルプッツォフの議論を追いながら、

近世ドイツにおける名誉毀損の捉え方をみていく。

⑵　インユーリア訴権に関する２つの見解

ア　修復説
小カルプッツォフは著書『刑事に関するザクセンの帝国内新実務

Practica nova imperialis Saxonicae rerum criminalium』（1635年）第

2 巻第95問第90項において、次のような問いを立てている。「インユー

リアを被った人が、自分に加えられたインユーリアに罰を求めずに沈

黙するならば、その人は自己の名誉を危険に晒して、そしてその人の

評判がこれによって害されることになるのであろうか」（13）。小カル

プッツォフはこの問いを通じて、インユーリア訴権の目的が、名誉の

修復であるか否かを問うている。というのも、インユーリア訴権の目

的が名誉の修復であるならば、この訴権を行使しないことは、名誉の

修復を断念すること、すなわち毀損された名誉を放置することに繋が

るかもしれないからである。これはちょうど、有体物が毀損された場

合において、だれかに修理を求めなければ傷が消えないことと似てい

る。では、有体物とのこのような比較が、実際に可能であるのか。こ

れが、小カルプッツォフの問題関心である。

まず、通俗的な見解を確認しておこう。「インユーリアを被った人が

インユーリアの訂正ないし［金銭］評価を訴えているとき、何よりも

訴えようとしているのは、いかなる価格によっても評価されることの

できない名誉が自分から奪われたので、この名誉を回復してもらうこ

とである、と考えられており」（14）、これが小カルプッツォフの批判対

象となる一般的な解釈である。この解釈によれば、被害者は名誉を喪

失しているので、「したがって、もしインユーリア訴権を使わないなら

）
七
五
一
（

6



日
本
法
学

　第
八
十
六
巻
第
四
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
三
六

ば、そして名誉の回復が為されないならば、名誉は侵害されたままで

あり、インユーリアを被った人の評判は汚されたままである。このこ

とに、およそ疑いの余地はない」（15）。つまり、この通俗的な理解によ

れば、名誉を傷つけられたという表現は、有体物の場合と同様に、文

字通り、対象が傷つけられた状態を意味する。以下、名誉は有体物と

同じように毀損され、何も対応しなければその傷が残るので、イン

ユーリア訴権はその修復を目指している、とする考えを「修復説」と

呼ぶことにしよう。

イ　事実確認説
しかしながら、名誉も有体物と同様に損なわれうるとする修復説の

前提は、一見して奇妙である。というのも、名誉は有体物のような実

体を有しておらず、刃物で傷つけたり手で持ち去ろうとしたりするこ

とができる対象ではないからである。小カルプッツォフはこの点を考

慮して、修復説を次のように批判する。

しかし、反対のことがより正しい。インユーリアを被った人は、

訴えないとしても、自分の名誉や評判を決して害しておらず、

その結果、インユーリアに罰を求めるのか、それともインユー

リアを加えた人を赦すのかは、彼の自由である。ところで、ど

ちらの道を選ぼうとも、危険は発生しない。というのも、褒め

るに値しない人から褒められても、その人の名誉は僅かにしか、

あるいはむしろまったく増加しないように、たいしたことのな

い人から偉大で誠実な人に投げかけられたインユーリアな言葉

によっては、その偉大で誠実な人から名誉や評判が奪われるこ

とはないからである（16）。

小カルプッツォフの主張は、誹謗中傷によっても名誉は毀損されな

い、という大胆な仮説を採用している。なるほど、名誉が毀損されて
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いなければ、インユーリア訴権による名誉の回復は、被害者にとって

必要不可欠なものではない。

けれども、仮にそうであるならば、そもそもインユーリア訴権その

ものが無用ではないのか、という疑問が生じる。修復説においては、

減少した名誉の回復という、分かりやすい用途が定められていた。小

カルプッツォフはこれを否定して、次のように訴権の目的を変更する。

インユーリアを被った人が［誹謗中傷の］訂正を訴えていると

き、彼は自己の名誉の回復を請求している、ということも、反

論にはならない。名誉がインユーリアによって汚された、とい

うことがここから帰結するように見えるけれども、実際には、

この訴権は、攻撃された評判の原状回復ではなく、名誉が無傷

のままであることの表明を目的としている。すなわち、これに

よって被告が公に自分の嘘を自分で否定して、原告に対して述

べたことは偽であると、またこれを通じて、自分は原告にイン

ユーリアをおこなったと自白するわけである。そしてそれゆえ

に、インユーリアを被った人が訴えようが沈黙していようが、

自分自身の名誉を危険に晒すことは決してない。ところで、イ

ンユーリアに罰を求める人は、名誉が綺麗なままで汚されてい

ないことを公に立証する。そして、まさにこのことから、邪な

偽りの風聞を通じてインユーリアにより他人の名誉を損なうこ

とができると勘違いする人が、世間には現れてくる。（下線部は

引用者）（17）

小カルプッツォフによれば、インユーリア訴権の目的は、傷つけら

れた名誉の修復ではなく、名誉が無傷であることの確認でしかない。

したがって、インユーリア訴権を使わなければ名誉の回復が果たされ

ないのではないか、と心配する必要はない。このことは、インユーリ

アのドイツ語表現である「人格侵害 Persönlichkeitsverletzung」（18）が、
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法思想史的には自明の考えではなかったことを、さらには、名誉毀損

という捉え方そのものが自明ではなかったことを示唆している。以下

では、このような小カルプッツォフの説を「事実確認説」と呼ぶこと

にしよう。

⑶　事実確認説の適用事例

ア　はじめに
小カルプッツォフの事実確認説の重要性は、それが実際の事件にお

いて採用されたことにある。この事件は、クリスティアン・トマジウ

ス（Christian THOMASIUS, 1655-1728年）（19）の『いろいろと選び抜かれた法

的事件に関する真面目な、しかしそれでいて陽気かつ理性的な、トマ

ジウスの意見と回顧 Ernsthaffte, aber doch muntere und vernünfftige 

Thomasische Gedancken und Erinnerungen über allerhand 

auserlesene juristische Händel』（ 4 巻本、1723年）に収録されている

（以下『回顧』と略す）。『回顧』は、ハレ法科大学判決団がくだした公的

な回答に、そのメンバーであったトマジウスが個人的な見解をつけく

わえた訴訟記録である。ハレ法科大学判決団とは、1693年 1 月 3 日、

ブランデンブルク選帝侯フリードリヒ 3 世（1657-1713年、後のプロイセ

ン国王フリードリヒ 1 世）が、当時設立されてまもないハレ大学の 3 人の

教授に回答権を賦与することで成立した紛争解決団体である（20）。この

判決団は、「厳しい政府の監督に服する国家による司法機関として設置

されたという事情がある一方で、近代的国家司法制度とは相入れない、

参審員会と同様の身分的特権集団としての側面も併せ持って」（21）おり、

「訴訟記録の送付先を自国内の判決団に限定することで、国王・政府は

少なくとも国内の事件に関して域外権力の介入を排除すること」（22）を

目的としていた。判決団の回答は必ず合議によったこと（23）、本事件の

時期にはザミュエル・ストゥリュク（Samuel STRYK, 1640-1710年）が判

決団の管長であったこと（24）、トマジウスも本事件が判決団名義で解決

されたものであることを明言していることから（25）、以下に紹介する回
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答がトマジウスの個人的信条を反映したものではないことに注意を要

する。とりわけ、トマジウスは彼の主著『神法学提要 Institutiones 

jurisprudentiae divinae』（ 3 巻本、1688年）において、精神的損害は金

銭評価可能であるという立場をとっており（26）、前提が小カルプッツォ

フと異なっている。

イ　第 １巻第 ７事件（１694年 １ 月 ５ 日付）における事案の概要
本稿で紹介するのは、『回顧』第 1 巻第 7 事件「もしインユーリアを

被ったが、だれから被ったのかを知らないならば、どのように振る舞

う必要があるか Wie man sich zu verhalten habe, wenn man injuriret 

worden, und nicht weiß, von wem?」（27）という表題を付された1694年 1 月

5 日付の事件である。事件の詳細に入る前に、トマジウスは、次のよ

うな小噺から始めている（28）。

あるとき、ひとりの男が、暗闇で平手打ちを受けた。居合わせた

人々に尋ねてみたが、だれも犯人の正体を知らなかった。男は友人か

ら、犯人が分からない以上は「賠償 satisfactio」を受けることができ

ないので、じっと我慢しておくのが賢いという忠告を受けた。けれど

も、男は犯人に「復讐 revange」をしようと躍起になり、五方五方に手

を尽くしたあと、「参審員 Schöppen Herren」に救済を申し立てた。す

ぐに次のような回答が返ってきた。「もし貴方が平手打ちを受けて、だ

れから受けたのかが分からないのであれば、貴方はその平手打ちを受

けるだけの咎があったわけだ」（29）。

トマジウスは、この小噺を有名なものとみなしており、読者に怒ら

ないように忠告している。「というのも、このような馬鹿馬鹿しい悪ふ

ざけ〔＝犯人が分からないにもかかわらず訴え出ること〕をするかあ

るいはしたことがある愚かな人々が、世の中に存在しているとか、あ

るいはかつて存在していたなどということは、ありえない」（30）と読者

は思うかもしれないからである。ところが、トマジウスは、似たよう

な事件が1694年 1 月 5 日、ハレ法科大学判決団に持ち込まれたと述べ
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る。その概要は、次の通りである。

昔、「ディカスタイエン Dicasteyen」という領地の貴族（以下、匿名で

センプロニウスと表記されている。）が、長いあいだ旅に出ていた。帰郷し

た彼は、友人から次のことを知らされた。「アディキーン Adicien」や

その他の地域で、彼の不行状に関する誤った噂が広まっている、と。

その噂を広めたのはひとりの旅人であることは分かっていたけれども、

すでに姿を消していた。彼らはこの旅人をくまなく捜し回ったが、結

局見つからなかった。「しかしそれにもかかわらず、センプロニウスの

名誉心がこれによって少なからず踏みにじられ、とりわけこのような

噂がどんどん遠方へ広まっているという理由から、また、ディカスタ

イ エ ン に お け る 貴 族 の 地 位 に も と づ い て『 純 粋 裁 判 権 merum 

imperium』（31）を掌握しているセンプロニウスは、重罪人に対する刑事

手続をおこない、かつ、死罪に至るまで捜査をすることができるとい

う理由から、さらには、極めて地位の高い両親からの生まれで、自分

自身も名誉ある地位にあり、また、偉大な人々のもとで寵愛を受けな

がら生活しており、そしてそれゆえに正体不明の誹謗者ないし陰謀家

に対する刑事訴訟および捜査をさせる必要があるという理由から、恒

久的な沈黙を課すのでは彼の満足にとって十分ではないとみなし、自

分自身を通じて、あるいは、その他の御上を通じて、執行官によって

この誹謗者が公的にすなわち公の場所で呼び出され、そこで刑吏に

よって誹謗者ないし陰謀家と大声で宣告され、かつ、破廉恥であると

認定されるように取り計らうべきだと思い込んだ」（32）。

センプロニウスは、自身の要求を法的に根拠づけられると考え、『学

説彙纂』から 4 つの法文を判決団に提示した（33）。以下、日本語私訳お

よび筆者の解説を載せておく。

『学説彙纂』第47巻第10章第 6 法文（パウルス『告示註解』第55巻）

この元老院議決〔＝誹謗中傷を目的とした碑文または文書によ

らない誣言に対して罰を拡張する元老院議決〕が必要になるの

）
七
五
六
（
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は、被害者の名前が示されなかったときである。すなわち、そ

のときは証明が難しいので、元老院は、公の審問によって事態

が罰せられることを欲した。しかし、もし名前が示されたなら

ば、共通の法〔＝市民法〕によってインユーリアを訴えること

ができるであろう。というのも、被害者は、公的な裁判よりも

先に判断される私的な裁判で訴えることを、禁止されるべきで

はないからである。なぜなら、［インユーリアは本来的に］私的

な事件に属するからである。もちろん、もし公的な裁判によっ

て訴えられたならば、私的な裁判は拒絶されるべきであるし、

逆もまた然りである。

インユーリアは、元老院議決によって、誹謗中傷を目的とするエピ

グラムの製作・売買または文書によらないかたちでの製作・売買にも

拡張された（『学説彙纂』第47巻第10章第 5 法文第10項を参照）。パウルスが

ここで述べているのは、この議決の趣旨である。パウルスによれば、

誹謗中傷を通じて具体的な名指しがなされていなかった場合、そもそ

も被害者の特定が困難であるから、公の審問がおこなわれることに

なった。反対に、被害者の名前が具体的に示されているときは、公の

審問とインユーリア訴権とが選択的競合の関係に立つ。センプロニウ

スは、被害者の匿名性を加害者の匿名性に拡張して解釈した上で、こ

の公の審問を求めたのかもしれない。

『学説彙纂』第47巻第10章第35法文（ウルピアーヌス『審判総覧』

第 3 巻）

もしある人が、自分は評判が悪くお金もないという理由で、イ

ンユーリア裁判を侮って重大なインユーリアを犯したならば、

法務官は、この事件を厳しく糾問して、インユーリアをおこ

なった人々を懲らしめるべきである。

）
七
五
七
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この法文は、無資力・悪漢であるがゆえに罰を恐れない加害者に対

して、法務官は厳しい態度で臨まなければならないことを命じている。

法務官がどのような態度をとるべきであるのかは、法文中には書かれ

ていないけれども、『標準註釈 Glossa ordinaria』によれば、加害者は

身体的に制裁されるべきである（後掲『学説彙纂』第47巻第10章第45法文

も参照）（34）。センプロニウスは、行方不明の旅人を、このような身体的

制裁に値する悪漢と評価したのであろう。

『学説彙纂』第47巻第10章第42法文（パウルス『意見集』第 5 巻）

上訴人たちによって審判人が罵倒されるようなことがあっては

ならない。その場合、上訴人たちは破廉恥の烙印を捺される。

パウルスによれば、裁判において審判人が侮辱されるようなことが

あってはならない。センプロニウスがこの法文を引き合いに出したの

は、領地内の刑事裁判権を持つ自身を、「審判人 judex」と同一視した

からであろう。

『学説彙纂』第47巻第10章第45法文（ヘルモゲニアヌス『撮要』 

第 5 巻）

インユーリアに関して、現在では、事件と人物とに鑑みて、非

正規の手続きが設けられることが常になっている。そしてなる

ほど、［インユーリアを犯した］奴隷たちは鞭で打たれてから主

人たちのもとへ返還される。しかし、自由人たちは、身分が低

いときはなるほど棒で殴られるけれども、その他の人々は一時

的に追放されるか、あるいはなにごとかから遠ざけられること

によって懲らしめられる。

ヘルモゲニアヌスによれば、インユーリアには罰金がくわえられる

だけでなく、非正規手続として身体刑あるいは追放刑も科されること

）
七
五
五
（
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になっていた。この法文をセンプロニウスが引き合いに出した意図は

曖昧であるけれども、次の 2 つの可能性が考えられる。ひとつは、セ

ンプロニウスが、「事件と人物に鑑みて ex causa et persona」という文

言に照らして、自身の高貴な身分に相応しい対応を求めた可能性であ

る。もうひとつは、非正規手続の部分に着目して、罰金以外の救済手

段がとられることを望んだ可能性である。いずれの解釈が正しいもの

であるのか、それとも第 3 の解釈が成り立ちうるのかについては、決

め手がない。

ウ　判決団の回答
ハレ法科大学判決団は、センプロニウスの訴えに対して、どのよう

に回答したのであろうか。結論から言えば、センプロニウスの訴えは

退けられた。

このように、センプロニウスも、身元不明で調査することので

きない旅人に対して、アディキーンにおける布告をおこなうこ

とはできないし、ディカスタイエンまたはその他の場所におけ

る捜査をおこなうこともできない。しかし、センプロニウスは、

つまらない噂によって彼に加えられた誹謗に復讐しようと考え

たのであるから、彼の良き友人に対して、然るべきかたちで次

のように依頼する自由を持つ。そのような話〔＝センプロニウ

スに関する噂話〕をした人々を幾人か、名前を挙げつつ彼に示

し、そのあとでこれらの人々をインユーリアで訴追するか、あ

るいはこの言及された旅人に関する明確な証言を彼らから引き

出し、さらに彼〔＝センプロニウス〕のために郵便はがきで問

い合わせて、そして最後に彼〔＝旅人〕に対して、管轄地で自

身のインユーリア訴訟をおこなうように、と。以上、法にもと

づいて（35）。
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『回顧』の中では、この回答がくだるまでに、複数の法的な論点が扱

われている。本稿で重要なものは最後の論点、すなわち、センプロニ

ウスがいかなる法的手段もとれない場合、彼の名誉が回復しないので

はないか、という懸念である、判決団はこれを解決するため、 2 つの

根拠を提示した。ひとつは、前述の小カルプッツォフの事実確認説で

ある（36）。センプロニウスがインユーリア訴権を使えなくとも、名誉は

そもそも毀損されていない。なぜなら、インユーリア訴権が求めてい

るのは、名誉の修復ではなくて、名誉が無傷であることの確認に過ぎ

ないからである。もうひとつは、ユスティニアヌス帝が編纂させた

『勅法彙纂 Codex』から採られた次の法文である（37）。

『勅法彙纂』第 9 巻第35章第 3 法文（ゴルディアヌス 3 世、239年）

もし君が誣告者でないならば、インユーリアを為す目的でだれ

かが君のことを密告者と呼ぶことにより、君の名声が汚されて

しまうのではないか、と心配すべきではない。なお、君は、君

の名声を減じさせる目的でなにかをおこなったことが暴露され

た人々を相手方として、確立した慣わしに従い、インユーリア

の裁判を試みることができる。

この勅法において、ゴルディアヌス 3 世（在位238-244年）は、虚報に

よって密告者と噂された人に対して、名声が汚される心配はないと諭

している。ハレ法科大学判決団がこの勅法を引用している意図は、明

らかであろう。すなわち、インユーリアがなされたこと、またイン

ユーリアの裁判が認められることは、被害者の名声が減少するか否か

とは無関係である、と判決団は解釈している。

センプロニウスは、ハレ法科大学判決団から回答を受け取ったあと、

どうなったのであろうか。トマジウスは、知らないと答えている。「な

ぜなら、アディキーンやディカスタイエンがどこにあるのか、私は私

の地図の中に見つけることができなかったからである」（38）。この結末

）
七
五
二
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についてトマジウスは何ら説明を加えていないけれども、次のように

憶測することが可能であるかもしれない。センプロニウスは、実は貴

族ではなく、自分のことを貴族だと思い込んでいただけであった、と。

つまり、ハレ法科大学判決団がセンプロニウスの訴えを相手にしな

かったのは、彼の主張が絵空事であると理解し、遠回しに拒絶したか

らである、という可能性も考えられる。しかし、このことは、ハレ法

科大学判決団が小カルプッツォフの学説に依拠した事実には影響を与

えないので、本稿では深く立ち入らないことにする。

4 　イマニュエル・カント

⑴　人格の不可侵性

以上のように、小カルプッツォフとハレ法科大学判決団は、イン

ユーリア訴権の目的を、傷つけられた名誉の修復とはみなかった。名

誉は有体物と異なり、そもそも毀損の対象にならない、という考えが、

その背景にあった。彼らの解釈によれば、インユーリア訴権は、名誉

が無傷であることの確認、すなわち事実確認を目的とする。

しかし、この事実確認説には、ひとつの大きな問題があった。名誉

の毀損不可能性という前提が、あまり尤もらしくないのである。各人

には評判というものが現にあり、その評判は全員に等しく与えられて

いるわけではない。また、功績にもとづいて評判が上がったり、醜聞

にもとづいて下がったりすることも、日常経験からして明らかである。

インユーリア訴権において常に名誉の無傷性を仮定することには、無

理があるように思われる。実際、事実確認説では、我が国の民法723条

や刑法230条に関する議論を何ら基礎づけることができない。

そこで、現代法的な名誉毀損の捉え方へと繋げるための、橋渡しと

なる理論が必要になる。本稿では、この橋渡し役として、ドイツの哲

学者カントの法思想に着目する。名誉毀損に関するカントの出発点は、

人格の不可侵性と名誉の毀損可能性とを区別することにある。まず、
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カントは晩年の『法論 Rechtslehre』において、「人格（Person）」が物

理法則には服さないことを指摘する（『法論』B22）（39）。

人格とは、その行為が帰責の対象となりうる主体である。した

がって、道徳的な人格性とは、道徳法則のもとにある理性的存

在の自由に他ならない（これに対して、心理的な人格性とは、様々な

状態における自己について、その現存在の同一性を自覚する能力であ

る）。このことから、以下のことが帰結する。人格は、それが

（単独であるか、あるいは少なくとも他の諸人格と共同で）自分自身に

与える法則以外には服さない。

この定義からも明らかであるように、道徳的人格性は、物理的に毀

損することが可能なものではないし、他者の一方的な評価によって毀

損することが可能なものでもない。なぜなら、それは物理法則に服す

るものではないし、他者が勝手に定立した法則に服するものでもない

からである。

このことは、死者の名誉という論点においても維持されている。と

いうのも、人間を一個の現象として捉えた場合、死者の名誉は成り立

たないかのようにみえるけれども、カントはこれを認めているからで

ある。カントは、なぜ死者が名誉を持ちうるのかについて、次のよう

に理由づけする（『法論』B136）。

なぜなら、私は、他者との法的関係においては、各人格をその

人間性のみにもとづいて、したがって〔訳註：理性によっての

み把握可能な〕「叡智的人間 homo noumenon」として実際には考

察しているからである。

死亡によってすら消滅しえない法的人格を、他者が誹謗中傷によっ

て毀損することはできないはずである。このことは、『法論』のみなら

）
七
五
五
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ず『徳論 Tugendlehre』においても完徹されている（『徳論』A93）（40）。

自然というシステムの中にある人間（現象的人間、理性的動物）は、

大した意義を持たない存在であり、大地の産物として、他の獣

たちと共通の価値（通俗的な価値 pretium vulgare）しか持たない。

人間が他の獣たちよりも悟性をとりわけ持っているということ

ですら、また、自分に自分で目的を設定することができるとい

うことですら、有用性という外的な価値（使用価値 pretium usus）、

すなわち人間が他のものにまさって持つ有用性という外的な価

値を、その人に与えるに過ぎない。言い換えれば、物としての

獣たちと交換するにあたっての商品としての価格である。けれ

ども、人間は、一般的な交換手段すなわち貨幣と比べれば、そ

れよりもまだ低い価値しか持っていない。それゆえに貨幣の価

値は、卓越している（卓越した価値 pretium eminens）と名付けられ

ているのである。

ところが、人間が人格として考察されるとき、すなわち、道徳

的・実践的理性の主体として考察されるとき、あらゆる価格を

凌駕している。というのも、そのような主体（叡智的人間 homo 

noumenon）として、人間は、他者の目的に対する単なる手段であ

ると評価されてはならず、いやそれどころか、自分自身の目的

に対する単なる手段としてすら評価されてはならず、目的その

ものであると評価されねばならないからである。すなわち、人

間は尊厳（絶対的な内的価値）を有している。この尊厳を通じて、

人間は、世界にいる他の理性的存在すべてに対して、自分に対

する尊敬を要求し、あらゆる他者とこのような仕方で比肩し、

そして平等の立場に立って自分を評価することができるのであ

る。

カントによれば、尊敬の対象になるのは、物理的存在としての人間
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ではなく、人格的存在としての人間である。物理的存在としての人間

は、いくら優秀であろうとも、貨幣より価値のないものでしかない。

なぜなら、他の獣とすら交換可能な商品に過ぎず、この交換過程にお

いては貨幣の有用性に勝てないからである。カント自身は言及してい

ないけれども、人格的存在として扱われていなかった古代ローマの奴

隷は、まさにそのようなものであろう。

⑵　名誉の毀損可能性

以上の『法論』の議論と『徳論』のそれとを踏まえたとき、ローマ

法学における「人格侵害 Persönlichkeitsverletzung」という用語が、実

際には適当ではないことが分かる。というのも、「人格 Person」は、

行為や言説によって傷ついたり縮小したりするものではなく、不可侵

なものとして理念的に設定されているからである。

すると、人格は不可侵であるがゆえに、いかなる侮辱に対しても無

傷であるから、小カルプッツォフの説が正しいことになるのであろう

か。この点について、カントは、人格から区別される「名誉 Ehre」と

いう概念を導入した（『法論』B137-139）。

もしだれかが、ある死者について犯罪を言いふらしており、仮

に存命中であればこの犯罪が当該死者の名誉を失わせしめたか

あるいは少なくとも軽蔑に値させたはずであるならば、この容

疑が故意に真実に反しており嘘であると証明できる者はだれで

あれ、この死者に対して悪口を言った人を、誣言者であると公

に告発して、それによってこの者自身の名誉を喪失させること

ができる。このことは、たとえ亡くなっているとしても死者は

それ〔訳註：誣言〕によって侮辱されること、また、たとえ死

者は既に実在しないとしても先の弁護によってその死者に回復

が生じること、これらを適法に前提としなければ、おこないえ

ないであろう。死者のために弁護する者の役割を演じる資格を、
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弁護する者は［わざわざ］証明してはならない。なぜなら、［た

とえその資格の証明がなくても］人間はだれであれ、この権能

を、単なる徳の義務に属するものとして（すなわち倫理的に考えら

れたものとして）ではなく、人間性一般の権利にすら属するもの

として、敢えて引き受けざるをえないからである。つまり、例

えばこのような死者の汚名から友人たちや親族たちに生じるか

もしれない特別な個人的不利益は、告訴の権限を弁護する者に

付与するためには、必要がない。

死者は、たとえ亡くなっているとしても、すなわちたとえこの世に

存在しないとしても、侮辱の対象になりうる。同時に、その侮辱から

の救済の対象にもなりうる。このことは一見すると、人格が不可侵で

あることと矛盾している。なぜなら、死亡によってすら消滅しない人

格が、誣言によって傷つくということは、奇妙に思われるからである。

しかし、カントはここで、誣言者が死者の人格を侵害したとは述べて

おらず、「名誉を失わせしめた ehrlos machen」と表現している。つま

り、誣言者が公に制裁を受けるのは、死者の人格の侵害という不可能

なことを試みたからではなく、死者の人格が持つ名誉を、故意に嘘を

広めることで失わせしめたからである。したがって、そこでの「回復

Genugtuung」とは、傷つけられた人格の修復ではなく、その人格が有

すべき名誉の回復ということになろう。この回復は、死者の名誉その

ものの回復であるから、親族関係のような特別の関係がない者であっ

ても、誣告者を告発することができる（41）。

⑶　名誉毀損とは理念的に要請された社会的評価の喪失である

人格そのものは無傷であるにもかかわらず「名誉が失われている

ehrlos」とは、具体的にどのような状態を指すのであろうか。言い換え

れば、人格の不可侵性と名誉の毀損可能性とは、どのように両立しう

るのであろうか。この疑問に対して、カントは『法論』の中で直接的
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に答えていない。しかし、前掲箇所で言及されている「徳 Tugend」を

扱った『徳論』に着目してみると、次のような説明がみつかる（『徳論』

A145-146）。

悪しき陰口（中傷 obtrectatio）ないし悪口というものは、私がこ

こで念頭に置いているように、侮蔑（侮辱 contumelia）、すなわち

法の裁きを受けるべき偽りの悪口ではなく、他人に対する尊敬

にとって不利になる事柄を噂にする直接的で、特別の意図のな

い傾向性なのであるが、そのような陰口ないし悪口は、人間性

一般に対する然るべき尊敬に反している。なぜなら、いかなる

所与のスキャンダルも、人倫上の善へと向かう衝動を基礎付け

るこの尊敬を弱め、そして、可能な限りそれに対する不信を引

き起こすからである。

他者の名誉を汚すものの意図的な拡散（誣告 propalatio）は、たと

え公の裁判に服さないものであるとしても、さらにはその誣告

が真実であるとしても、人間性一般に対する尊敬を減少させる

ものであり、終局的には私たち［人間という］種に対して、尊

厳がないという影を投げかけ、人間嫌い（人間憎悪）や軽蔑を支

配的な考え方にしたり、あるいは、そのような軽蔑をしばしば

目撃することによって道徳感情を麻痺させたりそれに慣れさせ

たりしてしまう。

カントによれば、「他者の名誉を汚す die Ehre eines andern schmälern」

とは、「人間性一般に対する尊敬を減少させること die Verringerung 

der Achtung für die Menschheit überhaupt」を意味する。つまり、カン

トの法思想における名誉は、有体物や人格のように（物理的あるいは理

念的な）一個の対象として把握されているのではなく、人格と人格との

あいだの関係として把握されている。ある人格が他の人格に対して然

るべき敬意を払っている状態が、名誉の意味なのである。したがって、
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「名誉が失われている ehrlos」という表現も、ある対象が減少している

という量的な事態ではなく、ある人格が他の人格から敬意を払われて

いないという相関的な事態であると解さなければならない。

このことから、人格間での尊敬を失わせしめる可能性のある情報は、

たとえそれが事実であっても調査・拡散してはならないことになる。

実際、カントは、他人の生活習慣を調査することを次のように禁じて

いる（『徳論』A146）。

このため、他人の習俗を詮索すること（探偵癖 allotrio-episcopia）

も、それ自体で既に、人間学に対する侮辱的な好奇心であり、

このような好奇心に対しては、だれであれ、自分自身への然る

べき尊敬に対する侵害として、正当に抵抗することができる。

以上のカントの議論をまとめると、次のようになる。人間は、理念

的な人格として、お互いに尊敬し合わなければならない。この尊敬は、

理念的な人格に向けられるものであるから、その人が実際にどういう

人物であるのかは考慮されない。しかし、人間は、ある人に関する醜

聞を耳にすると、理念的な人格と実際の人物との乖離から、人格とい

う高度に理念的なものに対する敬意を失ってしまう。この敬意の喪失

は、その醜聞が事実であろうと虚偽であろうと、生じる可能性がある。

これを回復して、もう一度お互いを尊敬し合うように仕向けさせるこ

とが、名誉に関する法的または道徳的な規範の目的となる。このとき、

カントは、法的な強制と制裁の対象を、故意に虚偽の情報をもって名

誉を毀損した場合に限定している。故意でない場合、または情報の内

容そのものが真実である場合には、あくまでも道徳的な違反であると

する。

⑷　名誉毀損に対する刑罰

本稿は、名誉毀損における原状回復の意義を論じるものであるから、
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これに対する刑事罰は、叙述の射程外にある。しかしながら、上述の

議論をより明確化するために、『法論』における名誉毀損罪の取り扱い

についても付言しておく。カントの刑罰観はいわゆる「タリオの法 ius 

talionis」すなわち「応報権 Wiedervergeltungsrecht」を基調としてお

り（『法論』B227）、名誉毀損罪は次のように論じられている（『法論』

B228）。

このようにして、例えば「言葉によるインユーリアVerbalinjurie」

にもとづく罰金は、［加害行為である］侮辱とまったく均衡がと

れていない。なぜなら、お金をたくさん持っている人は、おそ

らく時には面白半分で侮辱をする余裕ができてしまうからであ

る。けれども、一方〔訳註：以下、「被害者」とする。〕の名誉

愛に対する冷やかしが、他方〔訳註：以下、「加害者」とする。〕

の高慢に対する苦痛とほぼ等しくなることは可能である。この

ことは、判決と法によって、加害者が公的に「謝罪する abbitten」

ように強制されるときだけでなく、例えば加害者が被害者に対

して、被害者ほうが身分が低いにもかかわらず、謝罪と同時に

手に接吻するように強制されるときも、そうであろう。

カントは、言葉によるインユーリアについて、基本的に「罰金

Geldstraf」を想定しつつも、それによっては応報が達成されない場合

があるので（42）、追加の罰を設けた。その例として、「謝罪 Abbitte」が

挙げられている。この謝罪は、本稿のテーマと直接的に関係するもの

ではない。なぜなら、カントが謝罪を要請しているのは、それによっ

て被害者の名誉が回復するからではなく、あくまでも応報の一環に過

ぎないからである。カントの枠組みにおける謝罪は、字義的にも理論

的にも公法上のサンクションであり、私法上のサンクションではない、

ということになろう。
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5 　まとめ

ローマ法において、他人の名誉を毀損する行為は、インユーリアと

いう特別な不法行為類型にまとめられ、金銭的・身体的サンクション

を受けた。金銭的なサンクションは、審判人が裁量によって決定する

罰金であり、いわゆる損害賠償ではなかった。なぜなら、奴隷の場合

とは異なって、自由人の身体や名誉は金銭評価不能であり、損害額を

算定することができないと考えられていたからである。

このインユーリア訴権の目的をめぐって、近世ドイツにおいては、

2 つの説が対立していた。通俗的な解釈は、名誉の回復を字義通りに

捉えて、インユーリア訴権の目的を、毀損された名誉の修復に求めた。

これに対して、刑事法の大家であった小カルプッツォフは、名誉に物

理的な毀損可能性がないことを重視し、インユーリア訴権の目的を、

裁判上の事実確認に求めた。すなわち、名誉の回復とは、名誉が無傷

であることの確認に過ぎず、物の毀損における回復とは意味が異なる

ものとされた。そして、ブランデンブルク・プロイセンのハレ法科大

学判決団は、実際の事件に小カルプッツォフの説を適用したことが

あった。当該事件においては、原告が誣告の拡散防止に努めれば、名

誉の無傷確認は十分に可能であるという理由により、行方不明の誣告

者の処罰を求めた原告の請求が退けられた。

このように、名誉毀損に関する裁判はもっぱら事実確認を目的とし

ており、それ以外の方法で真相究明が可能である場合はその手段を

とってもよい、とする解釈は、被害者の救済範囲を狭めてしまう虞が

あった。そこで、哲学者のカントは、人格の不可侵性と名誉の毀損可

能性との区別を導入した。すなわち、理念的主体である人格は誹謗中

傷によっては損なわれないけれども、社会的評価である名誉は増減し

うることを指摘した。カントは、この種の名誉の喪失を、物理的な量

の減少としてではなく、然るべき敬意を他者から払われなくなること

という相関的な事態として捉えた。そして、この然るべき敬意は、被
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害者が具体的に立派な人間として賞賛されることではなく、抽象的な

一個の人格として尊重されることを意味した。したがって、そこにお

ける名誉の回復とは、被害者が抽象的な一個の人格として尊重されな

おすこと、言い換えれば、被害者に対して然るべき敬意をふたたび払

うように社会構成員たちを仕向けることに他ならない。

カントはこの名誉回復の方法について詳細には述べていないけれど

も、 2 つの可能性が考えられる。まず、誹謗中傷が事実にもとづいて

いなかった場合は、カントが死者の名誉の文脈で言及したように、反

論と弁護による名誉の回復、すなわち事実の確認と誣告の訂正とを要

求することができるはずである。これに対して、誹謗中傷が事実にも

とづいていた場合は、たとえその誹謗中傷の内容が真実であるとして

も、なお被害者は抽象的な一個の人格として然るべき敬意を求めるこ

とができるので、情報拡散の禁止が必要になろう。そして、いずれの

場合においても、加害者に対する社会的なサンクションが追加されう

る。このサンクションは、名誉を毀損した言説の内容が虚偽であった

ときは、誤った情報を拡散したことに対するサンクションであり、反

対にその内容が真実であったときは、理念的な人格に向けられるべき

社会構成員たちの敬意を減少させたことに対するサンクション、すな

わち摘示してはならない事実を摘示したことに対するサンクションで

ある。

以上の法思想史的な知見が、我が国の実定法にとってどれほどの応

用可能性を秘めているのか、これについては慎重な検討を要する。本

稿では、間接的な示唆を述べるにとどめておきたい。カントの枠組み

は、我が国のいくつかの裁判例に、理論的な根拠を与えることができ

るように思われる。例えば、冒頭で言及した最判昭和45年12月18日民

集24巻13号2151頁は、社会的評価としての名誉というカントの発想と

親和的である。いわゆる謝罪広告も、それが報復ではなく社会的評価

の回復を目的としている限りにおいては、カントの議論から即座に否

定されるものではなかった。謝罪広告の必要性やその内容についても、
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被害者の社会的評価の回復を達成するために必要かつ十分であること

を要する、という一応の基準を立てることができるのではないであろ

うか。もっとも、カントの議論に照らせば、加害者に対して私法的に

求められるサンクションは、情報の訂正を目的とする広告であって、

謝罪の広告ではないはずである。なぜなら、カント自身が区別して論

じているように、加害者に対して精神的苦痛を与えることは、公法の

問題であって、私法の問題ではないからである。我が国においても、

訂正広告等の異称をめぐる議論があってよいのではないであろうか。

さらに、カントが名誉の基礎にすえていたのは、理念的に
0 0 0 0

求められる

社会的評価、すなわち社会構成員たちから受けるべき
0 0 0 0 0

評価であって、

実際の
0 0 0

社会的評価、すなわち現に受けている
0 0 0 0 0 0 0

評価ではなかった。我が

国の学説実務がこの点についてどちらの立場をとっているのかは、筆

者のような法史家からも気になるところである。

最後に、カントの議論が道徳論をも含んでおり、実定法学という

ディシプリンと必ずしも一致しないことには、注意を要する。例えば、

カントはプライバシーの問題を道徳の問題と捉えているけれども、こ

れは現代法と相容れないものである。より深い比較と考察については、

実定法学の研究領域に委ねることとしたい。
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これと対になる用語として、財産に関する裁判権を意味する「混合裁判権

（mixtum imperium）」がある。『学説彙纂』第 2 巻第 1 章第 3 法文（ウルピ
アーヌス『クァエストルの職務について』第 2 巻）を参照。

）
七
六
五
（
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四

（32） Thomasius, a. a. O. （Anm. 25）, S. 155: „Nachdem aber gleichwohl 
Sempronii Renommee hiedurch nicht wenig touchiret, insonderheit, da ein 
solches Murmeln immer weiter und ferner eingeschlichen, und Sempronius 
dennoch von solcher Condition, daß Er auf seinem Adelichen Guthe zu 
Dicasteyen wieder Capital-Delinquenten ob competens merum imperium 
criminaliter verfahren, und ad poenam mortis usque inquiriren mag, 
überdem auch derselbe von vornehmen hohen Eltern und selbst auf seinem 
Guthe in renommirlichen statu, auch bey grossen Herren in Gnaden lebet, 
und dahero wieder den ungewissen Diffamatorem vel calumniantem 
criminaliter agiren oder inquiriren zu lassen genöthiget wird, zu seiner 
satisfaction aber perpetui silentii impositionem nicht zulänglich erachtet, 
sondern vermeinet entweder selbst, oder durch andere Obrigkeit es dahin 
zu bringen, daß durch den Nachrichter der Diffamante öffentlich oder in 
loco publico citiret, und darauf per carnificem pro diffamante vel 
calumniante ausgeruffen und pro infami erkläret werde: ［...］“

（33） Ibid., S. 157.
（34） Accursius, Glossa ordinaria: Digestum nouum, Lyon, 1551, ad D 

47.10.35, p. 947, n.（e）. 
（35） Thomasius, a. a. O. （Anm. 25）, S. 159.: „So möchte auch Sempronius 

wieder den unbekanten und nicht zu erforschenden Passagier weder per 
denunciationem zu Adicien, noch per Inquisitionem zu Dicasteyen oder 
andern Orten verfahren: Es ist ihm aber unbenommen, da Er die ihm durch 
das gemeine Gemurmel zugefügte Beschimpfung zu vindiciren gemeinet, 
seinen guten Freund gebührend anzuhalten, daß er ihm etliche Personen, 
die dergleichen Reden geführet, nahmhafft mache, auch so dann entweder 
selbige injuriarum belange, oder von ihnen deutlichere Bezeugung des 
gemeldeten Passagiers heraus bringe, und ferner Sichseinethalben in denen 
Post-Charten erkundige, auch endlich wieder ihn an gehörigem Orte seine 
Injurien-Klage anstelle. V. R. W.“

（36） Ibid., S. 158.
（37） Ibid., S. 158.
（38） Ibid., S. 156: „［…］ zumahl da ich in meiner Land=Charte nicht habe 

finden können, wo Adicien und Dicasteyen liege.“
（39） 本稿では、『法論 Rechtslehre』を参照する場合、Immanuel Kant, Die 

Metaphysik der Sitten, （Werkausgabe Band VIII） 17 Aufl., Wiesbaden : 
Suhrkamp, 2014に所収の B 版の頁数を記載する。また、訳出にあたっては、
イマニュエル・カント（著）、吉澤傳三郎、尾田幸雄（訳）『カント全集11
人倫の形而上学』（理想社、1969年）も参照した。

（40） 本稿では、『徳論 Tugendlehre』を参照する場合、Kant, a. a. O. （Anm. 

）
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三

39） に所収の A 版の頁数を記載する。訳出にあたって、カント（前掲注39）
を参照したのは、『法論』と同様である。

（41） このカントの主張は、現代日本における学説実務とは異なっている。
というのも、日本の学説実務は、死者の名誉回復そのものは認めておらず、
遺族の人格的利益のみを問題にしているからである。能見ほか〔編〕（前
掲注 1 ）103頁〔前田陽一〕を参照。

（42） 富者が遊びで他人にインユーリアを加えることは、ローマが十二表法
上の定額罰金刑を採用していた時代に、実際にあったと伝えられている。
Kaser et. al., （Anm. 6）, S. 317を参照。カントはこの逸話を参考にしてい
るのかもしれない。

）
七
六
五
（
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